
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

令和５年度版 

かわごえの環境（第７号） 
令和４年度第三次川越市環境基本計画及び 

川越市緑の基本計画（平成２８年３月改定版）年次報告書 
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【銀賞】新井 遥花さん 

砂中学校２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

【銀賞】嶋崎 希美さん 

    霞ケ関西中学校２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

【銅賞】櫻井 美羽さん 

川越第一中学校１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

【銅賞】飯島 莉歩さん 

霞ケ関西中学校２年 



 

川越市は、埼玉県南西部地域における産業、経済、文

化の中核都市として発展しており、令和４年には市制施行

１００周年を迎えました。都心に近い立地でありながら、武

蔵野の面影を残す雑木林等とともに、多数の河川、広大な

水田、畑、湿地など自然豊かな環境が多く残されています。 

一方で、地球温暖化による気候変動やそれに伴う気象

災害、海洋プラスチックごみ、生物多様性の損失などの全

地球的な環境問題が起きており、令和５年には、国内で統

計を取り始めてからの 125 年間で最も暑い夏が訪れ、また、

世界各地で大規模な山火事が相次いで起こるなど、深刻

なニュースが記憶に新しいことと思います。そのような中、本市が持続可能な発展・成

長を遂げていくためには、一人ひとりが環境への配慮や環境に対する影響を意識し

た行動を心がけ、身近な地域の問題から地球規模の問題まで取り組んでいく必要が

あります。 

本市においては「第三次川越市環境基本計画」及び「川越市緑の基本計画（平成 

２８年３月改定版）」を平成２８年３月に策定し、環境と緑に関する施策を総合的かつ

計画的に推進してまいりました。また、令和３年５月に「小江戸かわごえ脱炭素宣言」

を表明し、2050 年脱炭素社会の実現に向けて、国や他の自治体と協力して地球温暖

化対策に取り組んでいくことを掲げております。 

これらの計画を連動させて取り組むことにより、計画に掲げている「みんなでつくる、

自然・歴史・文化の調和した人と環境にやさしいまち」、「みんなではぐくむ水と緑と歴

史のまち・川越」の実現を目指していきたいと考えております。 

本冊子は、令和４年度における本市の良好な環境の保全・創造と緑の保全・緑地

の整備・緑化の推進に関する施策についての実施状況を年次報告書としてとりまと

めたものです。 

皆様には、本冊子により環境問題への認識をより一層深められますとともに、本市

の環境行政を発展させていくためのご意見をいただければ幸いです。 

 

令和６年２月 
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第１ 章 
 

第三次川越市 

環境基本計画の概要 
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計画の目的 

 

第三次川越市環境基本計画は、川越市良好な環境の保全に関する基本条例に基づき、

本市の良好な環境を保全・創造し、次の世代も含めた市民が快適に暮らすことができるよ

うな各種の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とします。市民、事業者、民間

団体及び市が各主体の責務に応じた役割分担及び協働のもとに、本市の将来の望ましい

環境像を実現することを目指します。 

 

 

目標年度 
 

平成２６年度を基準年度として、目標年度は令和７年度とします。なお、地球環境や自然

環境などの分野を含むため、長期的展望も踏まえます。 

また、本市を取り巻く環境や社会の状況の変化に応じて、必要な場合は適宜見直しを行

います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

対象と する 環境の範囲 

 

第三次計画は、次に示すように、足元の日常生活から地球環境まで幅広くとらえた範囲

を対象とします。 

 

地球環境 
地球温暖化（資源・エネルギー）、酸性雨、気候変動、その他

の地球環境問題 等 

生活環境 

典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、 

土壌汚染、地盤沈下）、都市生活型公害、化学物質、廃棄物、

放射線物質 等 

自然環境 
地形・地盤、動植物、生態系、生き物の生息・生育空間、 

水辺、田、畑、河川、樹林地、水の循環 等 

快適環境 都市の緑化、歴史・文化、景観、交通、自然災害 等 

 

１ 

２ 

３ 

  

   

   

望ま し い環境像の実現 

緑の将来像の実現 

計画目標  

平成 28（ 2016） 年度        令和 7（ 2025） 年度          長期的展望 

      ▼                ▼                ▼ 

(

平
成
26
年
度)

 

基
準
年
度 
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各主体の責務と 役割 

 

将来の望ましい環境像や緑の将来像の実現に向けて、市、市民、事業者、民間団体

及び滞在者の各主体がそれぞれの役割と責務に応じて行動し、計画を推進していくこと

が期待されます。 

 

 

市は、環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務が

あります。また、計画推進の先導役として、率先して市民、事業者等の模範となるよ

う、市の事務事業や公共事業、施設管理等において、環境負荷の低減を実践する

とともに、必要な制度の整備等に努めます。 

さらに、市は環境の保全及び創造のための広域的な取組が必要な場合は、国及

び他の地方公共団体と連携・協力し、計画を推進していきます。 

 

 

市民は、日常生活における環境への負荷を少なくするようライフスタイルの改善

が求められています。そのために、環境について学び、理解を深め、良好な環境保

全及び創造のための積極的な行動を実践するように努める責務があります。 

さらに、地域での環境保全活動に主体的に参画することが求められています。 

 

 

事業者は、 環境関連法令に基づく 規制基準等を遵守する 責務があり ま す。 ま

た、 業種、 規模等に応じ て、 資材・ 原料の調達、 製造・ 加工、 流通・ 販売等、

事業活動の各段階において、 環境負荷の低減を行い、 環境配慮型の製品やサー

ビス の開発・ 販売、 社員に対する 環境教育及び環境保全活動の奨励、 環境保全

の取組の公表等を通じ て、 地域の環境や社会に貢献する よ う に努める 責務があ

り ま す。  

 

 

民間団体は、それぞれの団体の特徴を生かした環境の保全及び創造のための

活動を自主的かつ積極的に実践するとともに、その活動に伴う環境への負荷の低

減に努める責務があります。 

また、他の団体や市民、事業者等との情報交換に努めるとともに、市との連携を

密にし、公益的視点に立った多様な活動をすることが求められています。 

 

 

本市を訪れた観光客及び滞在者は、前述の市民や事業者の役割と同じように、

市内での生活や事業活動において、環境への負荷の低減に努めるとともに、環境

保全及び創造に協力するように努める責務があります。 

４ 

市 

市民 

事業者 

民間団体 

滞在者 
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望ま し い環境像  

 

本市が目指す将来の望ましい環境像は、第二次計画を引き継ぎ、第四次川越市総合

計画との整合を図りながら、併せて長期的展望を踏まえ、「みんなでつくる、自然・歴史・

文化の調和した人と環境にやさしいまち」とします。 

各主体の協働のもとに、市街地周辺部では豊かな自然環境と共生し、中心市街地で

は歴史・文化の香りを維持しながら、全ての事業や行動が人と環境にやさしいものとなり、

その結果として環境、経済、社会のバランスが保たれ、市民一人ひとりが住みよいと感じ

ることができる環境づくりに努めます。 

 

 

環境目標と 施策の体系 
 

望ましい環境像を実現するため、５つの環境目標を設定するとともに、その達成に努

めます。なお、各環境目標については、施策を展開するにあたってのキーワードを設定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

６ 

自然を大切にし、ともに生き、

次 の 世代 に引 き 継 ぎま す 

「自然共生」 
3 

3. 生物多様性の保全 

4. 化学物質の拡散防止 

5. 身近な水辺環境の保全 

健やかな暮らしのできる環境

を確保し、市民の健康を守り

ます 「安全・安心」 
4 

6. 湧水の復活（水の循環） 

7. 武蔵野の面影を残す自然的環境の保全 

8. 身近な生き物の生育環境の保全・創造 

市民、事業者、民間団体と

の協働により、歴史と文化を

生かし、快適に暮らせるまち

を実現します 

「地域づくり・人づくり」 

5 
9. 歴史的文化的遺産の継承 

10. 都市のうるおいの創造 

11. 環境教育・学習の推進 

資源の循環的な利用を促進

し、ごみを減らした美しいまち

を実現します 「循環」 
2 2. 循環型社会の構築 

地球環境にやさしく、豊かさ

を実感できる二酸化炭素排

出の少ないまちを実現しま

す 「低炭素」 

1. 地球温暖化対策の推進 
環境目標 

1 

望ま し い環境像の実現 
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環境の現状と  

主な施策の実施状況 
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環境目標１  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市域から排出される温室効果ガスの量を算出しています。 

なお、算定に用いる統計データの集計・公表を待つ必要があるため、３年前の値が直近のものとなります。 

 

 

単位：（千 t -CO2/年） 

  

 

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 

2,062 

（H23 年度） 

平成 30 年度 
2,247 

（H27 年度） 
令和 4 年度 

1,632 

（R 元年度） 

令和元年度 
2,140 

(H28 年度) 
令和 5 年度 － 

平成 28 年度 
2,227 

（H25 年度） 
令和 2 年度 

2,092 

（H29 年度） 
令和 6 年度 － 

平成 29 年度 
2,082 

（H26 年度） 
令和 3 年度 

1,880 

（H30 年度） 
令和 7 年度 － 

   ※表中の数値は各年度に算出した排出量です。カッコ内の年度は実際に排出した年度を示しています。 

   ※温室効果ガス排出量の算出方法や目標値について、平成３０年３月に策定した第三次川越市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）に準じ、見直しを行っています。よって、前年度までに発行していた数値と異なっています。 

 

 
 
 
 

評価・課題  

市域から排出される温室効果ガスは、減少傾向と

なっています。誰もが脱炭素化の課題を自分事とし

て考え、継続して取り組むことが必要です。 

市域における 温室効果ガス 排出量 

節 
１  

第 地球温暖化対策 

の推進 

目標：令和 2 年度  1,989 

（平成 29 年度 2,091） 

令和 7 年度  1,819 

（令和 4 年度 1,921） 

単位：（千 t-CO2/年） 

環境指標の目標と推移 

地球温暖化とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの濃度が高くなることで、地球の表面

付近の温度が上昇することです。その影響は、気候変動による気温の上昇や大雨の頻度の増加等

がもたらす災害の原因ともいわれています。二酸化炭素の排出を最小限に抑えることで気候変動

のリスクを抑制し、私たち一人ひとりが安心して暮らせるよう地球温暖化対策を推進します。 
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地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量を把握し、削減するため、四半期ごとに行う進行管理点検

票の報告により、エネルギー使用量等から温室効果ガス排出量を算出しています。 

 

   
 
 
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
60,187 

平成 30 年度 71,021 令和 4 年度 67,417 

令和元年度 71,214 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 66,110 令和 2 年度 67,893 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 66,245 令和 3 年度 62,172 令和 7 年度 － 
 
   ※温室効果ガス排出量の算出方法について、令和３年度分より、令和３年３月に策定した第五次川越市地球温暖化 

対策実行計画（事務事業編）に準じた方法に変更しています。 
  

 
 

共通消耗品および単価契約品のうち、環境配慮商品を品目に定めているものについて、環境配慮商品を

購入している割合を表しています。 
 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 
 

市内の公共施設において、太陽光発電システムまたはそれ以外の再生可能エネルギーを利用している

施設の合計をあらわしています。 

 

   
 

 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
83 

平成 30 年度 87 令和 4 年度 88 

令和元年度 87 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 83 令和 2 年度 88 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 85 令和 3 年度 88 令和 7 年度 － 
 

評価・課題  

一般ごみに含まれる廃プラスチックの焼却に由来す

る温室効果ガスの排出量が増加したことにより、前年

の値を上回りました。目標の達成に向けては、より一

層の削減努力が必要となっています。 

評価・課題  

消耗品等の購入時においては、環境配慮商品を購

入するように努めていきます。 

評価・課題  

新設の公共施設すべてにという方針のもと、太陽光

発電システムの設置を進めています。今後は、さらな

る再生可能エネルギーの導入促進と、既存のシステム

の修繕が課題です。 

市役所における 温室効果ガス 排出量 

目標：令和 2 年度 58,200 

令和 7 年度 55,140 

単価契約品・ 共通消耗品の環境配慮商品購入率 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

再生可能エネルギー設備等が導入さ れた公共施設数 

単位：（t-CO2/年） 

目標：令和 2 年度 89 

令和 7 年度 90 

単位：（％） 

単位：（施設） 
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市（上下水道局を含む、消防局を除く）が所有する公用車（424 台）のうち九都県市指定低公害車等（374

台）の割合です。 

 
   

 
 

 

 
 

※令和７年度目標値は、第四次川越市総合計画実施計画での今後の導入予定値にあわせて変更を行っております。 

 

 
 

環境にやさしい学校づくりに取り組む市立の学校を、市が独自で認定した割合をあらわしています。 
 

 

 
  

 

 

 

（１）小江戸かわごえ脱炭素宣言 

令和２年１０月に国が「2050 年脱炭素社会の実現、カーボンニュートラルを

目指す」という方針を示して以降、地球温暖化を巡る国内の取組が大きく動き

始めました。 

そのよう中で、本市においても、市、市民、事業者等が一体となって地球温

暖化対策を推進するため、令和３年５月１日に「小江戸かわごえ脱炭素宣言」

を表明し、2050 年脱炭素社会の実現に向け、国や他の自治体と協力し、取組

を推進することとしました。 

 

 

 

 

 

 

評価・課題  

今後も、引き続き低公害車導入に努めていきます。 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
75.9 

平成 30 年度 81.4 令和 4 年度 88.2 

令和元年度 82.8 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 80.0 令和 2 年度 85.9 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 81.7 令和 3 年度 85.6 令和 7 年度 － 

評価・課題  

３か年を１つの認定期間として各学校が取組を行

い、市立の学校５６校すべてが認定されています。 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

環境性能に優れた公用車の導入率 

目標：令和 2 年度 88.0 

令和 7 年度 95.0 以上 

エコ チャ レ ンジス ク ール認定率 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

単位：（％） 

単位：（％） 

主な施策の実施状況 
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（２）省エネ推進事業 

平成８年度から「無理なく、抵抗なく、自然体で」をモットーに、市の施設でエ

レベーターの利用を控えるなど「１％節電運動」を開始し、平成１１年度からは

その運動をステップアップさせ、すべての市の活動についてできることから一

つずつ環境配慮を実践する「１％節電プラス１（ワン）運動」を展開してきました。

平成２４年度からは、東日本大震災以降のエネルギー問題への関心の高まり

を受け、市としてもさらに取組を強化する必要があると考え、名称を「省エネ推

進事業」に変更し、これまで以上に取組を推進しています。 

 

（３）川越市環境マネジメントシステム 

平成１１年１１月１１日、ISO14001 の認証取得に基づき「川越市環境マネジ

メントシステム」を導入し、市役所が環境に与える影響の継続的な改善を図っ

てきました。平成２３年３月３１日付で ISO14001 の認証を返上した後も、

ISO14001 の規格を参考に市独自のシステムを構築し、運用を継続しています。 

 

（４）エコチャレンジファミリー認定事業 

平成１５年度から、市民に「１％節電プラス１（ワン）運動」の取組を広めるた

め「エコチャレンジファミリー認定事業」を実施しています。市内の一般家庭へ

使用電力量を測定する機器を貸し出し、目に見えないエネルギー消費を数値

として実感しながら、省エネ活動に取り組んでいただくことを目的としています。

「省エネナビコース(１ケ月)」、「簡易電力計コース(２週間)」の２つの基本コー

スのほか、平成１８年度から、家族全体の省エネ意識の向上を図るため、児

童向けに「省エネワ ークブックコース」を実施しています。令和４年度までに

1,625 家族を認定しました。 

 

（５）エコチャレンジスクール認定事業 

平成１５年度から、学校教育の場に「１％節電プラス１（ワン）運動」の取組を

広め、次世代の環境保全・創造を担う児童・生徒を育成するため「エコチャレ

ンジスクール認定事業」を実施しています。これは、ISO14001 の考え方を取り

入れ、環境にやさしい学校づくりに児童・生徒及び教職員が創意工夫しながら

取り組む学校を市独自で認定するもので、学校版環境 ISO とも呼ばれていま

す。令和４年度現在、市立の学校５６校（小学校３２、中学校２２、高校１、特別

支援学校１）すべてが認定されています。 

 

（６）エコチャレンジイベント認定事業 

平成１６年度から、環境に配慮しようとするイベントを認定する「エコチャレン

ジイベント認定事業」を実施しています。イベント本来の楽しさを損なうことなく、

主催者・参加者が協力して環境に与える影響を減らし、市民へ環境に配慮し

た取組を啓発することを目的としています。令和４年度は、かわごえ環境フォ

ーラム、川越まつりなど７つのイベントを認定しました。 

 

 
エコ・カジュアルマンスポスター 

 

エコチャレンジイベント 
認定マーク 
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環境目標２  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人１日当たりのごみ排出量とは、（ごみ年間排出量÷行政人口（年度）÷365 日（うるう年は 366 日）の計

算式により算出された数値です。 

ごみの減量等推進事業として、集団回収、家庭用生ごみ処理機器購入費補助、布類行政回収、使用済

小型家電製品回収、紙類行政回収などを実施しました。また、啓発事業として、施設見学、出前講座、川越

ブランド製品作成事業などを実施しました。 

 

   
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
896 

平成 30 年度 855 令和 4 年度 812 

令和元年度 860 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 875 令和 2 年度 843 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 867 令和 3 年度 825 令和 7 年度 － 
 
 

 

 

評価・課題  

 ごみの排出量は景気等の社会情勢による影響を

受けやすいため、継続的な啓発活動が必要です。 

１ 人１ 日当たり のごみ排出量 

目標：令和 2 年度 855 

令和 7 年度 855 

節 
２  

第 循環型社会の構築 

単位：（g/人日） 

環境指標の目標と推移 

将来にわたって持続的に発展可能な社会を形成するため、①廃棄物等の減量、②資源の循環

的な利用（再使用・再生利用・熱回収）、③適正処分の確保等により、天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の構築が求められています。 

ごみの３Ｒ（発生抑制【リデュース：Reduce】、再使用【リユース:Reuse】、再生利用【リサイクル：

Recycle】）を基本として、市民、事業者等との協働により、ごみの減量・資源化を推進します。 

また、リサイクル率の向上を目指すとともに、徹底した分別により、良質な再生資源を確保しま

す。これからも、廃棄物等の発生・排出抑制、資源化の促進、適正な処分の実施により、新たに

採取する資源をできるだけ抑制し、環境負荷を可能な限り低減する循環型社会の構築を目指し

ます。 
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資源回収を除く家庭系 1 人 1 日当たりのごみ排出量とは、定時収集家庭系ごみ量(可燃、不燃、粗大ご

み)＋自己搬入家庭系ごみ量(可燃、不燃)÷行政人口（年度）÷365 日（うるう年は 366 日）の計算式により

算出された数値です。 

 

   
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
511 

平成 30 年度 500 令和 4 年度 490 

令和元年度 504 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 496 令和 2 年度 519 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 500 令和 3 年度 502 令和 7 年度 － 
 

 

ごみ年間排出量とは、家庭系ごみ(定時収集量＋直接搬入量)＋事業系ごみ(許可運搬量＋直接搬入量

＋不法投棄量)＋集団回収量の計算式により算出された数値です。 

 

   
 

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
114,238 

平成 30 年度 110,125 令和 4 年度 104,783 

令和元年度 111,253 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 112,209 令和 2 年度 108,750 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 111,548 令和 3 年度 106,617 令和 7 年度 － 

 

 

環境プラザ「つばさ館」に来館した者の数を表しています。 

 

   
 
 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
49,261 

平成 30 年度 50,631 令和 4 年度 31,964 

令和元年度 47,523 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 52,007 令和 2 年度 21,839 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 52,555 令和 3 年度 29,861 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

 排出される廃棄物を資源化することにより、ごみ

の減量化を図る必要があります。 

評価・課題  

 ごみの年間排出量の削減には、市民、事業者、

行政が、それぞれの役割と責任を果たすとともに、

それぞれの特性を活かしながら協働して循環型社

会を作り上げていく必要があります。 

評価・課題  

 令和２年度から、新型コロナウイルス感染症の影

響により 社会科見学等の団体数が減少しました

が、来館者数は徐々に回復傾向にあります。引き

続き、安心して来館できるような環境づくりが必要

です。 

資源回収を除く 家庭系１ 人１ 日当たり のごみ排出量 

目標：令和 2 年度 467 

令和 7 年度 466 

ごみ年間排出量 

目標：令和 2 年度 109,188 

令和 7 年度 107,958 

つばさ 館来館者数 

目標：令和 2 年度 53,000 

令和 7 年度 55,000 

単位：（g/人日） 

単位：（t／年） 

単位：（人／年） 

-11-



 

 
 

ごみの総排出量に対する総資源化量の割合です。 

 

（施設内資源回収量＋直接資源化量＋焼却灰等再資源化量＋集団回収量）÷（施設搬入ごみ量＋直接

資源化量＋集団回収量）×100 の計算式により算出された数値です。 

 

 
     
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
25 

平成 30 年度 22.8 令和 4 年度 22.2 

令和元年度 23.6 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 23.5 令和 2 年度 22.9 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 23.1 令和 3 年度 21.8 令和 7 年度 － 

 

 
 

小畔の里クリーンセンターおよび民間最終処分場への埋立量です。 

 

   
  

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
2,693 

平成 30 年度 2,671 令和 4 年度 3,898 

令和元年度 2,926 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 2,946 令和 2 年度 3,543 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 3,057 令和 3 年度 4,785 令和 7 年度 － 

 

 

 

 

（１）生ごみの減量推進 

本市では、家庭から出る生ごみの自家処理を促進していくため、平成３年度からコンポスト容器購入者に対

して補助金制度を設けています。令和４年度は、２０基補助しました。 

また、平成１０年度からマンションや高齢者にも利用しやすい電気式生ごみ処理機を対象に加え、令和４年

度には２５基補助しました。 

さらに、平成１２年度からＥＭぼかし（発酵菌）を利用して堆肥化するＥＭ容器を対象に加え、令和４年度は

１０基補助しました。 

この事業により、令和４年度までに生ごみ 2,758,621.5kg の自家処理を促し、同量のごみ減量ができたと推計

できます。 

 

 

 

評価・課題  

ごみの減量を継続的に推進していくとともに、ご

みの分別や集団回収の促進等の資源化をさらに図

っていく必要があります。 

評価・課題  

焼却残さ、破砕不適物等の再資源化を推進する

とともに、ごみ排出量の減量についても推進していく

必要があります。 

リ サイ ク ル率 

目標：令和 2 年度 30 

令和 7 年度 35 

最終処分量 

目標：令和 2 年度 1,000 以下 

令和 7 年度 1,000 以下 

単位：（％） 

単位：（ｔ／年） 

主な施策の実施状況 
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○生ごみ処理機器購入費補助事業の実績     ○生ごみ処理機器購入費補助事業の成果 

  （平成３年度～令和４年度） 

 

 

 

 

減量できた推計量＝補助金交付累積世帯数×１世帯当たりの年間生ごみ処理量 

 

（コンポスト）  10,730×203.5 ＝  2,183,555 kg 

    （減量できた推計量）2,758,621.5kg （E M）     464×209.8 ＝   97,347.2 kg 

（電 気 式）   2,263×211.1 ＝   477,719.3 kg 

 

                        ： （コンポスト） 203.5 kg 

１世帯当たりの年間生ごみ処理量   ： （E M） 209.8 kg 

                        ： （電 気 式） 211.1 kg 

 

 

（２）つばさ館でのリ ユース品頒布 

本市では、平成２２年度に開館した環境プラザ（つばさ館）で、家庭で不用となった衣類・本・雑貨類の引

取り・再使用（リユース）可能な物の頒布事業を実施しています。 

 

○頒布実績 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

頒布点数 55,627 49,126 30,653 44,038 48,592 

頒布金額(円) 3,371,150 3,290,650 1,867,790 2,732,590 2,929,270 

 

○リユース品頒布実績 

 衣類（点） 雑貨類（点） 本（点） 合計金額（円） 

平成３０年度 22,996 20,505 12,126 3,371,150 

令和元年度 18,483 16,577 14,066 3,290,650 

令和２年度 10,290 11,360 9,003 1,867,790 

令和３年度 15,912 12,530 15,596 2,732,590 

令和４年度 20,751 15,177 12,664 2,929,270 

 

（３）集団回収の促進 

市場価格に左右されない安定した活動を推進するため、資源の回収量に応じて実施団体に報償金を

交付し、活動を支援しています。 

また、協力業者に対しても補助金を交付し、集団回収の促進を行っています。 

 

 

 

補助世帯数 補助基数 補助金額 

 

減量できた推計量 

13,457 世帯 16,046 基 92,415,395 円 2,758,621.5 ㎏ 
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○実施団体数、資源回収量、報償金交付額、業者補助金交付額の推移 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

実施団体数 309 311 251 266 264 

資源回収量（kg） 6,129,126 5,710,374 4,217,401 4,198,356 4050,443 

報償金交付額（円） 36,774,756 34,262,244 25,304,406 25,190,136 24,302,658 

業者補助金交付額 （円） 8,296,400 7,673,400 5,553,800 5,670,000 5,444,600 
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環境目標３  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性に関する講座の実施回数をあらわしています。 

 

   
 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1 

平成 30 年度 3 令和 4 年度 3 

令和元年度 1 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 3 令和 2 年度 4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4 令和 3 年度 1 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

講座の開催内容や開催時期等を検討し、参加者

の増加に向けての取り組みが更に必要です。 

私たちの生活は、多様な生き物が関わり合う生態系から得られる恵みによって支えられており、

生物多様性を保全することは私たちの命と暮らしを守ることにつながります。 

本市では、身近な生き物の生息・生育空間である樹林地、水辺、河川等の良好な自然環境を積

極的に保全するとともに、地域の特性に応じた生息・生育空間の創出を推進します。 

また、外来種による生態系等に関わる被害の防止に取り組みます。 

生物多様性講座数 

節 

目標：令和 2 年度 3 

令和 7 年度 5 

３  
第 生物多様性の保全 

単位：（回／年） 

環境指標の目標と推移 
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ビオトープ要素を取り入れて整備した都市公園の箇所数をあらわしています。 

 

   
 

 

 

 
 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4 

平成 30 年度 4 令和 4 年度 4 

令和元年度 4 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4 令和 2 年度 4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4 令和 3 年度 4 令和 7 年度 － 

 

 

国、県、市が行う河川整備において、水際の植生や魚類等の生育環境に配慮し、河川の特性に適した工

法により整備した護岸の総延長をあらわしています。 

 

   

 
 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
20,763.18 

平成 30 年度 22,636.48 令和 4 年度 22,696.48 

令和元年度 22,636.48 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 21,003.68 令和 2 年度 22,636.48 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 22,636.48 令和 3 年度 22,696.48 令和 7 年度 － 

 

 

有害鳥獣捕獲許可申請の許可件数をあらわしています。 

 

   
 

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
24 

平成 30 年度 19 令和 4 年度 34 

令和元年度 23 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 22 令和 2 年度 26 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 17 令和 3 年度 15 令和 7 年度 － 

評価・課題  

自然を活用した公園整備においては、生物の生息

空間としての位置づけを勘案しながら整備を進めると

ともに、新たな生息空間の創出についても検討してい

く必要があります。 

また、整備後についても定期的に生物生息調査等

を実施し、その結果に基づき維持管理を行っていく必

要があります。 

評価・課題  

緑あふれる環境に優しい事業であり、水生生物等

の保護にも資するのですが、建設費や維持管理が課

題です。 

評価・課題  

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」に基づきドバト等の鳥獣による生活環境、

農作物または生態系に係る被害等の防止及び軽減

を図るため、有害鳥獣の捕獲等の「許可証」の交付を

行っています。 

ビ オト ープの保全・ 創造事業の実施箇所数 

目標：令和 2 年度 5 

令和 7 年度 6 

多自然型護岸の延長 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

有害鳥獣捕獲許可件数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（箇所） 

単位：（件／年） 

単位：（ｍ） 
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特定外来生物であるアライグマの捕獲頭数をあらわしています。 

 

   
 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
105 

平成 30 年度 115 令和 4 年度 160 

令和元年度 171 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 136 令和 2 年度 262 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 119 令和 3 年度 201 令和 7 年度 － 

 

 

 

（１）かわごえ生き物調査会の開催 

生物多様性の普及・啓発や自然環境の保全の意識を高めること、

市内に生息する生き物のデータの収集・蓄積を行うことを目的として、

平成２８年度から市民参加による生物調査として、「かわごえ生き物

調査会」を開催しました。 

 

（２）ビオトープの整備 

菅間緑地、富士見六地蔵公園、吉田白髭緑地、仙波河岸史跡公

園の各一部をビオトープ空間として整備しました。これらの都市公園

では、観察施設を設置する等して、自然環境学習の場としても位置

付けています。 

 

（３）特定外来生物（アライグマ）の防除 

近年、アライグマによる生態系被害、生活環境被害及び農作物被

害が増加しているため、本市においても、埼玉県の「アライグマ防除

実施計画」に基づき、積極的な防除を実施しています。 

令和４年度は、160 頭捕獲しました。（ほか有害鳥獣捕獲として、

254 頭捕獲しました。） 

 

（４）多自然型護岸整備 

国、県、市が行う河川整備において、三面コンクリート護岸を見直

し、自然工法を採用することで水生生物等の生息・生成環境の確保

に取り組んでいます。水際の植生や魚類等の生育環境に配慮した、

ふとん籠護岸、擬木水路植栽護岸、自然石護岸、養生マット護岸、

板柵水路工など自然環境の確保が期待される事業を実施していま

す。

評価・課題  

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律」に基づき埼玉県が策定した防除実施

計画によりアライグマを防除しています。 

特定外来生物（ アラ イ グマ） の捕獲頭数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（頭／年） 

 
仙波河岸史跡公園 

 

多自然型護岸（笠幡地区） 

 

かわごえ生き物調査会 

主な施策の実施状況 
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環境目標３  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

法・条例等の指定を受けた樹林地、農業振興地域、公共施設緑地、生産緑地、都市公園、樹林地の

公有地化面積、児童遊園及び環境政策課所管の寄付地の合計面積をあらわしています。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
2,830 

平成 30 年度 2,830 令和 4 年度 2,820 

令和元年度 2,813 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 2,835 令和 2 年度 2,823 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 2,830 令和 3 年度 2,819 令和 7 年度 － 

 

 

固定資産税概要調書に基づく、地目別土地（山林）の面積をあらわしています。 

 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
3,614,000 

平成 30 年度 3,395,000 令和 4 年度 3,168,000 

令和元年度 3,329,000 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 3,519,000 令和 2 年度 3,286,000 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 3,483,000 令和 3 年度 3,235,000 令和 7 年度 － 

評価・課題  

農業振興地域等が減少しています。保存樹林につ

いては、引き続き指定拡充に努めます。公共施設緑地

については、緑の募金を活用する等して緑を充実させ

ていきます。 

評価・課題  

山林が減少している理由として、所有者の高齢化が

進み、山林を維持・管理することが困難な状況になっ

てきていること、相続税対策によって山林が売却され、

伐採されてしまうことなどが考えられます。 

緑地面積 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

樹林地の面積 

節 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

４  
第 貴重な緑の保全 

単位：（ha） 

単位：（㎡） 

環境指標の目標と推移 

わが国の国土の約３分の２は森林で占められており、木材等の供給のみならず、地球温暖化対

策や生物多様性の保全への寄与等の多面的機能を有しています。 

本市には、武蔵野の面影を残す雑木林等とともに、荒川、入間川、小畔川、新河岸川等の河川、

広大な水田、畑、湿地など自然的な環境が多く残されています。緑豊かな自然を将来の世代に引き

継いでいくために、貴重な緑の保全・整備を推進します。 
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（仮称）川越市森林公園、池辺公園及び環境政策課所管の寄付地の合計面積をあらわしています。 

 

   

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
97,090 

平成 30 年度 111,190 令和 4 年度 114,400 

令和元年度 111,190 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 99,076 令和 2 年度 111,190 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 104,245 令和 3 年度 114,400 令和 7 年度 － 

                           

 
 

市民の森、保存樹林及びふるさとの緑の景観地の合計面積をあらわしています。 

令和４年度末時点で、市民の森 40,168 ㎡、保存樹林 376,840 ㎡、ふるさとの緑の景観地 479,520 ㎡の合

計 896,528 ㎡が指定されています。 

 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1,019,768 

平成 30 年度 944,474 令和 4 年度 896,528 

令和元年度 926,992 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 996,245 令和 2 年度 917,188 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 960,695 令和 3 年度 897,687 令和 7 年度 － 

 

 
 

川越市保存樹木等の指定等に関する要綱に基づく保存樹木の指定本数をあらわしています。 

市街化区域内の樹木で、次のいずれかに該当している健全な樹木を指定しています。（①1.5m の高さに

おける幹周 1.5m 以上、②樹高１５ｍ以上、③つる性樹木で枝葉面積３０㎡以上） 

 

   
 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
228 

平成 30 年度 183 令和 4 年度 143 

令和元年度 177 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 213 令和 2 年度 158 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 201 令和 3 年度 149 令和 7 年度 － 

 

 

評価・課題  

市南部の武蔵野の面影を残す雑木林は大変貴重で

あり、これを保全するとともに緑の中のレクリエーション

の場として整備を進めていく必要があります。 

評価・課題  

保存樹林は、相続などによる指定の解除により減少

傾向にあり ますが、今後も指定拡充に努めていきま

す。 

評価・課題  

広報川越、市のホーム ページ等を通じたＰＲに加

え、要件を満たす樹木を探し、指定について働きかけ

る等、指定拡充を図っていきます。 

樹林地の公有地化面積 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

市民の森など 法令等によ る 指定面積 

目標：令和 2 年度 1,583,960 

令和 7 年度 2,000,000 

保存樹木数 

目標：令和 2 年度 290 

令和 7 年度 340 

単位：（㎡） 

単位：（㎡） 

単位：（本） 
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人・農地プランで位置付けられた地域の中心となる経営体の累計数をあらわしています。 

 

   
 

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
36 

平成 30 年度 291 令和 4 年度 280 

令和元年度 292 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 135 令和 2 年度 310 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 241 令和 3 年度 280 令和 7 年度 － 

※法改正により、今後は「地域計画」として更新していくこととなったため、「人・農地プラン」としての更新は

令和４年度をもって終了となります。 

 

 

 

（１）市民の森指定事業 

川越市民の森指定要綱に基づき、民有の樹林地を市民の森として指定し、樹林地を保全するとともに市民

の憩いの場として提供しています。 

 

〇指定基準 

 面積が概ね 3,000 ㎡以上の樹木が健全な樹林で、市民の利用が見込めるもの。 

 

○市民の森一覧 

第 1 号（小堤 31 番他） 13,533 ㎡ 

第 6 号（笠幡 1674 番 1 他） 3,749 ㎡ 

第 7 号（中台 3 丁目 13 番 1 他） 6,458 ㎡ 

第 8 号（大袋 452 番 1 他） 14,408 ㎡ 

第 9 号（笠幡 2646 番 1） 2,020 ㎡ 

合 計 40,168 ㎡ 

 

（２）くぬぎ山地区自然再生事業 

本市南部から所沢市、狭山市及び三芳町に広がる通称「くぬぎ山地区」は、樹林地として貴重な地区となっ

ています。県や近隣市町等との広域的な取組である「くぬぎ山地区自然再生協議会」と協力し、自然の保全・

再生・維持管理に努めています。 

 

（３）環境保全型農業の促進と平地林の保全 

日本農業遺産に登録された、武蔵野の落ち葉堆肥農法等、環境保全型農業の普及・啓発を図っています。 

 

評価・課題  

市内１２地域において、より地域の実情に合わせた

プランである「人・農地プランの実質化」が完了してい

ます。 

人・ 農地プラ ンで位置付けら れた地域の中心と なる 経営体の累計数 

目標：令和 2 年度 150 

令和 7 年度 200 

単位：（経営体） 

 

市民の森第８号

主な施策の実施状況 
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環境目標３  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

苗木配布事業、緑の募金交付金緑化事業（家庭募金・一般募金）等で配布または植栽した樹木の本数を

あらわしています。（地被類含む） 

 

   
 
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1,320 

平成 30 年度 800 令和 4 年度 1,764 

令和元年度 1,298 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 1,269 令和 2 年度 2,314 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 1,222 令和 3 年度 2,810 令和 7 年度 － 

 

 
 

第２章・第４節を参照ください。 

 

評価・課題  

緑の募金からの交付金について、緑化に役立てるこ

とができました。 

募金に協力いただいた市民に対し、募金の使途を

明確にし、今後も継続的に募金に協力いただけるよう

努めます。 

緑化本数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

節 

緑地面積【 再掲】  

５  
第 多様な緑の 

創出・ 育成 

単位：（本/年） 

環境指標の目標と推移 

市街地における緑は、私たちの生活に潤いと安らぎを与えてくれるとともに、本市の歴史的な町

並みの形成における魅力づくりに欠くことのできない重要な要素となっています。 

緑を生かした魅力的な都市空間づくりや都市公園の整備を進め、多様な緑の創出・育成を推進し

ます。 
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市民 1 人当たりの都市公園面積をあらわしています。 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4.66 

平成 30 年度 4.69 令和 4 年度 4.76 

令和元年度 4.70 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4.70 令和 2 年度 4.72 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4.69 令和 3 年度 4.72 令和 7 年度 － 

 

 
 

市内で開設している都市公園の箇所数をあらわしています。 

 

   
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
303 

平成 30 年度 320 令和 4 年度 325 

令和元年度 322 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 314 令和 2 年度 324 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 318 令和 3 年度 325 令和 7 年度 － 

 

 
 

緑に関する講座の実施回数をあらわしています。 

 

   
 
 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4 

平成 30 年度 1 令和 4 年度 2 

令和元年度 1 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 5 令和 2 年度 0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 2 令和 3 年度 0 令和 7 年度 － 

 

 

評価・課題  

都市公園数は増えていますが、１人当たりの都市公

園面積については人口変動等の影響もあり目標値を

下回っています。 

都市公園については、市民の身近な憩いの場、や

すらぎの場となるほか、災害時には防災拠点、避難場

所として重要なスペースとなるため、今後も継続的に

整備を進めていく必要があります。 

評価・課題  

都市公園については、市民の身近な憩いの場、や

すらぎの場となるほか、災害時には防災拠点、避難場

所として重要なスペースとなるため、今後も継続的に

整備を進めていく必要があります。 

評価・課題  

緑のカーテン講座、市の緑地保全・緑化推進の取り

組み等について、出前講座を開催しています。 

講座内容の充実を更に図っていく必要があります。 

１ 人当たり の都市公園面積 

目標：令和 2 年度 5.10 

令和 7 年度 6.79 

都市公園数 

目標：令和 2 年度 321 

令和 7 年度 336 

緑に関する 講座数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（㎡） 

単位：（箇所） 

単位：（回／年） 
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（１）苗木配布事業 

市民の緑に関する意識の向上及び各家庭における緑化の推進を図る

ことを目的とし、市民に苗木をプレゼントする事業を実施しています。 

令和４年度は、500 本の苗木を配布しました。 

 

（２）公園の整備事業 

地域の身近な公園として、街区公園を整備するとともに、既設の公園

も含めた維持管理の徹底を図りました。 

令和４年度は、新たに１箇所の都市公園を開設しました。 

 

（３）緑のリ サイクルの推進 

市内で発生したせん定枝を資源化し、緑のリ サイクルを推進していま

す。 

令和４年度は、284,040 kg のせん定枝をリサイクルしました。 

 

 

苗木配布 

主な施策の実施状況 
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  環境目標４  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大気汚染物質の環境基準が定められている項目について、大気汚染防止法第２２条に基づき、川越、霞

ケ関及び高階測定局において一般環境での大気汚染状況を、仙波測定局において沿道環境での大気汚

染状況を、自動測定機器により常時監視しています。 

４測定局で測定している合計１７項目（SO2、SPM、Ox、NO2、CO、及び PM2.5）の環境基準の達成状況を

評価しています。 

 

   

 

 

 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
71 

平成 30 年度 82 令和 4 年度 82 

令和元年度 82 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 82 令和 2 年度 82 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 82 令和 3 年度 82 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

SO2、SPM、NO2、CO、及び PM2.5 については、測定

している測定局全てで環境基準を達成しました。しか

し、 Ox については測定している３測定局全てで環境

基準を達成することができませんでした。 

Ox については、全国的に見ても環境基準を達成し

ている測定局がほとんどなく、越境汚染対策などを含

めた広域的な対策が必要です。 

市内の大気汚染については、各種施策の効果により改善傾向にありますが、私たちが健やかな

生活を送るためには、今後も自動車や事業活動等に伴う大気汚染対策が必要です。これからも、モ

ニタリング体制の充実、原因物質の排出抑制対策を推進し、健康被害を防止します。 

大気環境基準達成状況 

節 

目標：令和 2 年度  82 

令和 7 年度 100 

６  
第 大気環境の保全 

単位：（％） 

環境指標の目標と推移 
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大気汚染物質の環境基準が定められている項目について、大気汚染防止法第２２条に基づき、川越、霞

ケ関及び高階測定局において一般環境での大気汚染状況を、仙波測定局において沿道環境での大気汚

染状況を、自動測定機器により常時監視しています。 

そのうち、４測定局全てで測定している PM2.5 の測定結果から、環境基準である１日平均値の９８％値（１

年間の測定で得られる１日平均値のうち、低い方から数えて９８％に相当する値）を算出し、環境基準の達

成状況を評価しています。 

 

   
 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
0 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 
 

一般環境測定局３局で測定している光化学オキシダント（Ox）の測定結果の環境基準の達成状況を評価

しています。 

 

 
 

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
0 

平成 30 年度 0 令和 4 年度 0 

令和元年度 0 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 0 令和 2 年度 0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 0 令和 3 年度 0 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

４測定局全てで環境基準を達成しました。 

評価・課題  

Ox については、測定している３測定局全てで環境基

準を達成することができませんでした。 

全国的に見ても環境基準を達成している測定局が

ほとんどなく、越境汚染対策などを含めた広域的な対

策が必要です。 

Ｐ Ｍ2 .5 の大気環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度  75 

令和 7 年度 100 

光化学オキシダント （ Ox） の大気環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度  33 

令和 7 年度 100 

単位：（％） 

単位：（％） 
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大気汚染防止法第１８条の４４及び第２２条に基づき、川越、高階及び仙波測定局において有害大気汚染

物質による大気汚染の状況を、常時監視しています。 

そのうち、環境基準が定められている４物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジク

ロロメタン）の環境基準の達成状況を評価しています。 

 

   
 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 
 

公害問題に係る年間の苦情処理件数です。苦情があった場合、現地調査を行い状況を把握した上で指導

等を行っています。 

 

 
 

 

 

 

  

評価・課題  

４物質全てで環境基準を達成しました。 

※令和３年度は川越及び高階測定局でのみ測定

を実施しました。 

評価・課題  

苦情件数１１３件の内訳は、大気汚染１２件、水質汚濁０

件、土壌汚染０件、騒音５６件、振動１１件、地盤沈下０件、悪

臭３１件、その他３件でした。 

平成２６年度と比較すると、２５件の増加となっています。 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
88 

平成 30 年度 88 令和 4 年度 113 

令和元年度 101 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 50 令和 2 年度 102 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 51 令和 3 年度 105 令和 7 年度 － 

有害大気汚染物質の環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

公害苦情件数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（％） 

単位：（件／年） 
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（１）大気汚染の監視 

本市の大気汚染常時監視測定局は、一般環境大気測定局として川越・高階・霞ケ関測定局、自動車排出ガ

ス測定局として仙波測定局の計４局があり、自動測定機器を設置して常時監視を行っています。 

有害大気汚染物質について、平成９年１０月よりモニタリングを実施しています。 

 

（２）大気中のアスベスト濃度測定結果 

大気中のアスベスト（石綿）濃度を把握するために、年２回の測定を実施しました。平成２２年度にアスベスト

モニタリングマニュアルが改訂され、大気中の総繊維数濃度が１本／L を超えた検体について詳細分析をする

方法になりました。令和４年度の測定においては、総繊維数濃度が１本／L を超えた検体がなかったため、低

温灰化による無機繊維数濃度の測定及び電子顕微鏡によるアスベスト繊維数濃度の測定は実施しませんでし

た。 

 

○総繊維数濃度測定結果（令和４年度）                           単位：（本／L） 

調査地域 夏期平均 冬期平均 年平均 

川越測定局 0.16 0.26 0.21 

    ＊平均は幾何平均値。 

 

 

主な施策の実施状況 
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環境目標４  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

雨水を貯留浸透させる事業の実施箇所数をあらわしています。 

 

   
  
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
21 

平成 30 年度 23 令和 4 年度 24 

令和元年度 23 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 21 令和 2 年度 24 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 23 令和 3 年度 24 令和 7 年度 － 
  

評価・課題  

設置場所については、公共用地の占用を基本として

いるため、土地の確保が課題です。 

水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相

互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきました。また、水は循環す

る過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な役割を果たしてきました。 

雨水貯留浸透などの水の機能の確保、湧水地などの親水空間の整備、水質汚濁の防止・土壌

汚染対策等、健全な水循環を維持し、または回復するための施策を推進することで、水環境等の

保全を図ります。 

下水道雨水貯留浸透事業数 

目標：令和 2 年度 21 

令和 7 年度 22 

節 
７  

第 水環境の保全 

単位：（箇所） 

環境指標の目標と推移 
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「雨水対策施設設置補助金」を交付した浸透桝・小型貯留槽の累積設置数です。 

雨水の一時的な流出抑制及び有効利用を図るため、屋根に降った雨水の一部を雨水対策施設により処

理した場合、その費用の一部を補助する制度を平成９年度より実施しています。雨水対策施設は、浸透型

（雨水浸透桝）、利用型（小型貯留槽）、複合型（浸透型と利用型の併用）の３タイプがあります。 

令和４年度は、浸透型７基、利用型２０基の合計２７基が設置されました。 

 

   

 

 

   

 

 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
702 

平成 30 年度 820 令和 4 年度 928 

令和元年度 839 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 759 令和 2 年度 859 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 788 令和 3 年度 901 令和 7 年度 － 
   

 
 

川越市内の県立高校及び小中学校の雨水貯留浸透対策の総量をあらわしています。 

既開発地については、公共公益施設に流出抑制対策を講じています。 

昭和５６年度の野田中学校の校庭貯留を始めに、主に小中高等学校の校庭を利用して貯留・浸透による

雨水対策を実施しています。 
 
 

 

 

   
 
 

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
54,305 

平成 30 年度 54,305 令和 4 年度 54,305 

令和元年度 54,305 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 54,305 令和 2 年度 54,305 令和 7 年度 － 

平成 29 年度 54,305 令和 3 年度 54,305 令和 7 年度 － 
   

 
 

雨水貯留施設を設置し、雨水をトイレや散水用の水として利用している公共施設数をあらわしています。 
 
 

 

 

   
  

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
22 

平成 30 年度 23 令和 4 年度 25 

令和元年度 25 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 22 令和 2 年度 25 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 23 令和 3 年度 25 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

令和４年度は、合計２７基が設置されました。今後も

引き続き、市広報への掲載や公共施設にパンフレット

を設置するなど制度の普及に努めていきます。 

評価・課題  

雨水を一時貯留または浸透させることにより、河川

への雨水流出を抑制することを目的としています。 

今後は公共施設等の施工可能なところを実施してい

きます。 

評価・課題  

公共施設の建設の際には、雨水利用施設の設置を

推進していきます。 

家庭雨水貯留槽設置数 

目標：令和 2 年度  960 

令和 7 年度 1,010 

公共施設雨水貯留浸透対策量 

目標：令和 2 年度 55,000 以上 

令和 7 年度 55,000 以上 

公共施設雨水利用施設数 

目標：令和 2 年度 － 

令和 7 年度 － 

単位：（基） 

単位：（㎥） 

単位：（箇所） 
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民間企業等が開発行為をする際に指導した雨水貯留浸透対策の総量をあらわしています。 

昭和５８年度より、個人住宅・開発行為等の敷地面積 500 ㎡以上の場合について、浸透トレンチまたは貯

留施設等の雨水流出抑制対策の指導を行っています。 
  
 

 

 

   
 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
502,959 

平成 30 年度 552,354 令和 4 年度 631,887 

令和元年度 584,826 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 529,580 令和 2 年度 612,243 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 541,943 令和 3 年度 621,450 令和 7 年度 － 

 

 
 

平成９年の調査で市が把握した２６箇所の湧水について、継続的に現地調査を実施しています。令和４年

度は年２回の調査を実施しました。 

 

 

 

 

   

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
26 

平成 30 年度 26 令和 4 年度 26 

令和元年度 26 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 26 令和 2 年度 26 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 26 令和 3 年度 26 令和 7 年度 － 

 

 
 

公共用水域の水質調査を実施しています。生活環境の保全に関する項目である BOD の環境基準が適用

されている９地点について、令和４年度は、８地点で環境基準を達成しました。 

 

達成状況（％）＝（BOD 基準達成地点数／BOD 基準適用地点数）×100 で算出しています。 

 

 

 

 

   

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
89 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 89 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 89 令和 2 年度 89 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 89 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

評価・課題  

近年、時間当たりの雨量が異常に増加し、河川に流

出する雨水が急速に増大することが多くなっています。

それを抑制するために今後も指導を行っていきます。 

評価・課題  

市で把握している２６箇所の湧水地について、湧水

を確認することができました。降雨量等の影響を受け

状況が変化するので、今後も長期的に継続した調査が

必要です。 

評価・課題  

９地点のうち、８地点で環境基準を達成しました。今

後も継続した水質調査を実施し、環境基準の達成状況

を見ていく必要があります。 

開発によ る 雨水流出抑制対策量 

目標：令和 2 年度 － 

令和 7 年度 － 

市内湧水の箇所数 

目標：令和 2 年度 － 

令和 7 年度 － 

水質汚濁に係る 環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

単位：（㎥） 

単位：（箇所／年） 

単位：（％） 
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公共用水域の水質調査を実施しています。令和４年度は、人の健康の保護に関する項目について、２６地
点で水質調査を実施し、全地点で環境基準を達成しました。 

 

達成状況（％）＝（健康項目基準達成地点数／公共用水域調査地点数）×100 で算出しています。 
 

 

 

 

   

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 
 

家庭の台所や風呂から排出される汚水が、適切に処理されているかをあらわす指標で、この数値が高い

ほど、川への汚染が少なく、生活環境の保全につながります。 

生活排水処理率は、次の式で計算します。 

 

生活排水処理率（％）＝ 

（下水道処理可能人口＋農業集落排水整備区域内人口＋合併処理浄化槽利用人口）÷行政人口×100 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
94.3 

平成 30 年度 95.9 令和 4 年度 96.6 

令和元年度 96.0 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 94.8 令和 2 年度 96.1 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 95.4 令和 3 年度 96.4 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

健康項目について、環境基準は超えていませんが

微量検出されることはあるので、今後も継続した調査

が必要です。 

評価・課題  

下水道、農業集落排水への接続、合併処理浄化槽

の設置等により、処理率が向上しました。 

下水道整備区域の拡大、合併処理浄化槽への転換

の推進が必要です。 

健康項目の公共用水域環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

生活排水処理率 

目標：令和 2 年度  98.6 

令和 7 年度 100 

単位：（％） 

単位：（％） 
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水道週間ポスターコンクール 

特賞作品 

霞ケ関西小学校１年 菅野 真有子 

 

 
 

地下水モニタリングにより、環境基準達成状況を把握しています。 

令和４年度は、埼玉県測定計画に基づく県概況調査（地域の全体的な地下水質状況を把握するための調

査）３地点、県継続監視調査（汚染が確認された地点の継続調査）１３地点、市独自の市継続監視調査５地

点を実施しました。４年間の結果で見ると、２７メッシュで基準を達成、５メッシュで基準を超過しています。 

 

達成状況（％）＝（４年間環境基準達成メッシュ数／３２メッシュ）×100 で算出しています。 

  

   

   

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
72 

平成 30 年度 78 令和 4 年度 84 

令和元年度 78 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 75 令和 2 年度 81 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 78 令和 3 年度 84 令和 7 年度 － 

 

 

 

（１）啓発事業 

「水の大切さ」について一層の理解と節水意識の高揚を図るため、例年、

各種イベントを実施しています。令和４年度については、新型コロナウイル

ス感染症の感染対策を講じた上で、７月２日・３日に水道週間ポスターコン

クール入賞作品展を行いました。また、感染症拡大防止の観点から以下の

イベントは中止としました。 

 

○中止となったイベント 

 

（２）下水道雨水貯留浸透事業 

雨水の流出抑制、地下水の涵養を図るため、公共施設の屋根雨水等

を貯留浸透させる下水道雨水貯留浸透事業を、平成５年度から実施して

います。 

令和２年度までに、以下の表のとおり実施しました。 

評価・課題  

市内を概ね２ｋｍメッシュに分割した全３２メッシュの

うち、４年間評価で５メッシュの環境基準が達成できま

せんでした。新たな汚染が発生しないように事業所指

導及び地下水監視が重要です。 

イベント名 実施時期 実施場所 

浄水場施設開放 ６月上旬 中福受水場又は霞ケ関第二浄水場 

いのちの水を訪ねる

上下流交流事業 

（小鹿野町と川越市の

小学生及びその保護

者の交流会） 

８月下旬 合角ダム及びその周辺 

地下水環境基準達成状況 

目標：令和 2 年度 現状値以上 

令和 7 年度 現状値以上 

単位：（％） 

主な施策の実施状況 
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○公共施設等における雨水貯留浸透事業実施箇所数 

年度 設置場所 
貯留量
（㎥） 

備考 

平 5 年度 南文化会館 200.0 道路雨水を地下貯留浸透 

平 6 年度 三久保町 83.2 道路雨水を地下貯留浸透 

平 7 年度 川越小学校 3.9 体育館の屋根雨水を地下貯留浸透 

平 8 年度 新宿小学校 20.8 校舎南側半分の屋根雨水を地下貯留浸透 

平 9 年度 仙波小学校 20.0 北校舎北側半分の屋根雨水を地下貯留浸透 

平 9 年度 南台 1 丁目 180.0 道路雨水を地下貯留浸透 

平 10 年度 南台 1 丁目 26.4 道路雨水を地下貯留浸透 

平 10 年度 南文化会館 1,600.0 道路雨水を地下貯留浸透 

平 10 年度 川越第一中学校 243.0 校舎・柔剣道場・技術科棟の屋根雨水を地下貯留浸透 

平 11 年度 中央小学校 177.0 校舎・特別教室の屋根雨水を地下貯留浸透 

平 12 年度 仙波町 2 丁目市営住宅 67.0 市営住宅敷地内雨水及び建物屋根雨水を地下貯留浸透 

平 14 年度 霞ヶ関北 2 丁目 3,000.0 旧汚水処理場を環境改善と処理区域拡大 

平 16 年度 市道 0050 号線調整池 4,647.0 道路雨水を地下貯留浸透 

平 16 年度 南台 3 丁目 1,300.0 南大塚駅南口周辺地域の雨水を地下貯留 

平 16 年度 大字寺尾地内 240.0 寺尾小学校南側地区の雨水を江川都市下水路に排出 

平 17 年度 南台２丁目 1,500.0 南大塚駅北口周辺地域の雨水を地下貯留 

平 20 年度 新宿町１丁目 1,000.0 川越駅西口周辺の雨水を地下貯留浸透 

平 22 年度 川越女子高校校庭 1,500.0 川越女子高校周辺の雨水を地下浸透 

平 23 年度 通町地内 1,000.0 通町地内の道路雨水を地下貯留浸透 

平 23 年度 大字的場地内 750.0 的場関越自動車道高架付近の道路雨水を地下貯留浸透 

平 23 年度 大字砂地内 1,000.0 雨水を地下貯留浸透 

平 29 年度 大字砂地内 71.2 新河岸駅西口周辺の雨水を地下貯留 

平 29 年度 大字砂地内 32.8 新河岸駅東口周辺の雨水を地下貯留 

令 2 年度 藤原町地内 386.0 藤原町第二公園周辺の雨水を地下貯留 

※平成１６年度から、公共施設以外の地下貯留浸透事業等をカウントしています。 

 

（３）雨水対策施設設置補助事業 

雨水の一時的な流出抑制及び有効利用を図るため、屋根に降った雨水を地中へ浸透させる施設（浸透

桝）、貯留し利用する施設（小型貯留槽）を設置する方に対し、工事費の一部を補助する事業を平成９年

度から実施しています。 

令和４年度は、浸透型（浸透桝）７基、利用型（小型貯留槽）２０基に対し補助金を交付しました。 

○雨水対策施設設置補助金交付要綱 

  ・浸透型〔地中に雨水を戻すための雨水浸透桝：３０ℓ以上〕４基まで 

    １基 19,000 円、２基 33,000 円、３基 46,000 円、４基 58,000 円 

  ・利用型〔雨水を溜めて使用する小型貯留槽：内容量 100ℓ以上〕２基まで 

    １基 19,000 円、２基 38,000 円 

  ・複合型〔浸透型（４基まで）と利用型（２基まで）を併せて設置する場合〕最高６基まで 

  ※設置工事に要した経費に 1/2 を乗じて得た額と上記限度額のいずれか小さい額が補助金額となる。 
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○雨水対策施設設置補助金交付状況 

年度 浸透型 利用型  年度 浸透型 利用型 

平成 9 年度 19 25 令和元年度 5 14 

平成 10 年度 39 20 令和 2 年度 5 15 

平成 11 年度 11 9 令和 3 年度 16 26 

平成 12 年度 36 7 令和 4 年度 7 20 

平成 13 年度 32 10 合計 473 455 

平成 14 年度 24 8    

平成 15 年度 12 10    

平成 16 年度 23 17    

平成 17 年度 13 15    

平成 18 年度 35 17    

平成 19 年度 18 24    

平成 20 年度 18 16    

平成 21 年度 34 19    

平成 22 年度 5 22    

平成 23 年度 23 27    

平成 24 年度 16 20    

平成 25 年度 16 28    

平成 26 年度 17 17    

平成 27 年度 8 19    

平成 28 年度 10 20    

平成 29 年度 15 14    

平成 30 年度 16 16    

 

（４）水質汚濁の監視 

市内の河川等の公共用水域の水質汚濁状況を把握するため、定

期的に水質の測定を行っています。 

昭和５９、６０年度に行った市内全域調査で確認された汚染井戸に

ついて、継続的に調査（市継続監視調査）を行っています。また、平成

元年度からは、水質汚濁防止法に基づく調査（県概況調査、県継続

監視調査）を行っています。 

公共用水域における有害物質及び有機物の蓄積状況を把握する

ため、定期的に河川底質調査を実施しています。 

生物の生息・生育状況により総合的な水質環境を把握するため、

河川生物調査を実施しています。 

 

（５）不老川浄化対策 

平成３年８月に不老川流域が「生活排水対策重点地域」に指定され

たため、平成４年３月に「不老川生活排水対策推進計画」を策定しま

 

小型貯留槽 
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した。この計画を平成１９年３月に第二次計画、平成２９年３月に第三

次計画へと改定し、引き続き生活排水に関わる啓発活動等に努めて

います。 

平成６年４月には「川越市生活排水対策指導員要綱」を定め、同年

６月に生活排水対策の啓発に携わる指導員を選任しました。指導員

は不老川流域の水質調査・生活排水対策研修会への参加等の活動

をしています。 

埼玉県では不老川水質環境保全対策事業として、荒川右岸川越浄

化プラントの処理水を狭山市の南入曽までポンプ圧送し、不老川に還

元することで水質改善と水量を確保する事業を行っています。また、

不老川に流入する久保川の下流に水質浄化施設を設置しました。 

 

（６）伊佐沼関連水質浄化対策 

平成１７年度から、伊佐沼の水質保全と周辺整備を一体的かつ地

域住民と協働しながら推進するため「川越市伊佐沼及び伊佐沼周辺

整備推進委員会」、「同連絡会議」を設置し、水質浄化を進めています。 

啓発事業として、ハス、ヨシの再生に向けての事業を進めるととも

に、浮島等の水質浄化のための施設及び啓発看板の設置を行ってい

ます。 

恒久対策として、公共下水道の整備や御成都市下水路のしゅんせ

つ工事を行うとともに、平成４年度から合併処理浄化槽設置整備補助

事業が開始されました。平成１２年度からは、農業集落排水事業を実

施しています。 

また、平成２１年度から平成２４年度において、親水護岸の整備や

ヨシ等の植栽（県営地域用水環境整備事業）により、自然環境の保

全・水質の改善等を目的とした事業を実施しました。 

 

（７）農業集落排水処理施設 

平成１８年４月から鴨田農業集落排水処理施設、平成２４年４月か

ら石田本郷農業集落排水処理施設の供用が始まりました。この施設

は、農業集落における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改

善を図るために、農林水産省の農業集落排水統合補助事業（鴨田地

区）及び農業集落排水資源循環統合補助事業（石田本郷地区）として、

国・県の補助金、市費、受益者負担によって建設されました。 

 

（８）公共施設における雨水利用の推進・啓発 

廃棄物を再利用するなどして作った雨水貯留槽を、公共施設に設

置し、花壇の水やりや車の洗浄等に雨水を有効利用しています。 

また小学校では、雨水を学校ビオトープの水源として使用するなど、

環境学習等にも役立てています。 

 

雨水利用（東清掃センター） 

 

久保川水質浄化施設 

 

鴨田農業集落排水処理施設 
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環境目標４  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）及び埼玉県

生活環境保全条例に基づき、事業者からの化学物質排出状況等を把握し、公表しています。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 

276 

(平成 24 年度) 

平成 30 年度 
292 

(平成 28 年度) 
令和 4 年度 

266 

（令和２年度） 

令和元年度 
315 

(平成 29 年度) 
令和 5 年度 － 

平成 28 年度 
285 

(平成 26 年度) 
令和 2 年度 

319 

(平成 30 年度) 
令和 6 年度 － 

平成 29 年度 
300 

(平成 27 年度) 
令和 3 年度 

317 

（令和元年度） 
令和 7 年度 － 

 

 

 
 

第２章・第６節を参照ください。 

 

  

評価・課題  

令和２年度の排出量 266t の内訳は、大気への排出

量 265t、公共用水域への排出量１t となっています。 

私たちの生活では、多くの化学物質が様々な用途で使用されています。中には人の健康や生態

系に影響を及ぼすような物質も存在しています。このため、化学物質に対する意識啓発、情報発

信、適正管理等を通じて、有害化学物質対策を進めます。 

また、放射性物質等、新たな環境リスクについても施策を展開し、市民等の安全・安心な暮らしと

健康を守ります。 

化学物質の環境への排出量 

節 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

８  

有害大気汚染物質の環境基準達成状況【 再掲】  

第 化学物質等の 

環境リ ス ク 対策 

単位：（ｔ／年） 

環境指標の目標と推移 
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ダイオキシン類対策特別措置法第２６条第１項に基づき、ダイオキシン類の常時監視（大気環境、土壌、

河川水質、地下水質及び河川底質）を行っています。 

 

   
     

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 
 

 

 
 

大気中の放射線量を把握するため、市内１４地点で空間放射線量モニタリングを実施しています。 

達成状況（％）＝放射性物質汚染対処特措法の基準値（0.23μSv/h）の達成率 

 

   

 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
100 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 100 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 

 

（１）ダイオキシン類調査 

令和４年度に実施した大気、土壌、河川水、地下水及び底質の環境調査の結果は、以下のとおりです。すべ

ての測定結果が環境基準を達成しました。 

 

  

評価・課題  

 全ての項目（大気環境、土壌、河川水質、地下水質

及び河川底質）で環境基準を達成しました。 

評価・課題  

 全１４地点で基準値を達成しました。 

ダイ オキシン類環境基準達成状況（ 大気、 土壌、 水質）  

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

大気空間放射線量基準達成状況 
 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

単位：（％） 

単位：（％） 

主な施策の実施状況 
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○大気調査結果（令和４年度）                        単位：（pg-TEQ／㎥） 

調査地点 
ダイオキシン類 環 境 

基準値 春期 夏期 秋期 冬期 年平均 

川越測定局 0.011  0.011 0.015  0.029  0.017 

0.6 

芳野中学校 0.013 0.013 0.026 0.034 0.022 

広谷小学校 0.010 0.019 0.022 0.030 0.020 

川越南文化会館 0.012 0.011 0.014 0.031 0.017 

鯨井中学校 0.015 0.013 0.024 0.030 0.021 

 

○土壌調査結果（令和４年度）              単位：（pg-TEQ/g） 

調査地点 ダイオキシン類 環境基準値 

川越西中学校 0.020 
1,000 

仙波小学校 0 

 

○河川水調査結果（令和４年度）             単位：（pg-TEQ/ℓ） 

調査地点 ダイオキシン類 環境基準値 

初雁橋（入間川） 0.13 

1 旭橋（新河岸川） 0.12 

不老橋（不老川） 0.045 

 

○地下水調査結果（令和４年度）             単位：（pg-TEQ/ℓ） 

調査地点 ダイオキシン類 環境基準値 

霞ケ関小学校防災井戸 0.044 1 

 

○河川底質調査結果（令和４年度）            単位：（pg-TEQ/g） 

測定地点 ダイオキシン類 環境基準値 

初雁橋（入間川） 0.099 

150 旭橋（新河岸川） 4.5 

不老橋（不老川） 0.53 
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環境目標５  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

重要伝統的建造物群保存地区に選定さ れる 川越市川越伝統的建造物群保存地区の歴史的風致及び伝

統的建造物群を維持し ている と 認めら れる 建造物を、 地区の保存計画に「 伝統的建造物」 と し て定め

た件数です。  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
131 

平成 30 年度 135 令和 4 年度 136 

令和元年度 135 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 133 令和 2 年度 136 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 135 令和 3 年度 136 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

特定は所有者の同意が必要であることから、所有者

等に対し建造物及び町並みの文化財的価値、伝建地

区制度について充分に周知を図る必要があります。 

また、特定後の保存修理に係る補助金交付要望に

対応するための財源を安定的に確保する必要があり

ます。  

本市は、蔵造りの町並みをはじめ、城下町として栄えてきた時代の面影など、歴史的文化的遺産

に恵まれています。先人から引き継がれた大切な遺産を地域の重要な景観資源として保全し、次の

世代に継承していくため、歴史と文化を生かした地域づくりに努めます。 

伝統的建造物特定件数 

節 

目標：令和 2 年度 140 

令和 7 年度 150 

９  
第 歴史と 文化を  

生かし た地域づく り  

 

単位：（件） 

環境指標の目標と推移 
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歴みち事業（歴史的地区の環境を保全すると同時に、観光客や歩行者の安全を確保し、生活環境の保

全を図る総合的な街路整備事業）の総延長のうち、整備済みの延長をあらわしています。 

歴みち事業の実施により、歴史的文化遺産の発掘、整備を促進し、歴史的文化遺産の継承を図っていま

す。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1,320 

平成 30 年度 1,470 令和 4 年度 2,290 

令和元年度 1,940 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 1,470 令和 2 年度 1,940 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 1,470 令和 3 年度 2,172 令和 7 年度 － 

 

 
 

歴史と文化に富んだ「川越らしさ」を継承し、魅力あふれる快適なまちを形成することを目的として、「旧川

越市都市景観条例」（昭和６３年制定）に基づき、「都市景観重要建築物等」の指定を進めてまいりましたが、

平成２６年７月１日の、景観法に基づく「川越市景観計画」及び「川越市都市景観条例」の全面施行とともに、

「旧川越市都市景観条例」の廃止に伴い指定を終了しました。現在は景観法に基づく「景観重要建造物」の

指定を進めております。 

 

   

 

 

 

 

 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
76 

平成 30 年度 85 令和 4 年度 86 

令和元年度 85 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 84 令和 2 年度 85 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 84 令和 3 年度 86 令和 7 年度 － 

 

 

評価・課題  

令和４ 年度は、連雀町新富町通線の 舗装工事

（350m のうち118m）を行いました。令和７年度までの目

標は達成しましたが、引き続き進捗を図っていきます。 

評価・課題  

平成２６年度を最後に、都市景観重要建築物等の

新規指定は終了しましたが、平成２７年度より景観法

に基づく景観重要建造物の新規指定及び景観重要建

造物への移行を実施しています。 

旧条例に基づく都市景観重要建築物等を、景観法

に基づく景観重要建造物へ順次移行されるよう所有者

等への働きかけを行うほか、景観重要建造物の新規

指定を推進していく必要があります。 

歴史的地区環境整備街路事業の延長 

目標：令和 2 年度 1,690 

令和 7 年度 2,090 

景観重要建造物及び都市景観重要建築物等の指定数 

目標：令和 2 年度 85 以上 

令和 7 年度 90 以上 

単位：（ｍ） 

単位：（件） 
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国指定史跡河越館跡の整備率を表しています。 

 

   

 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
30.4 

平成 30 年度 30.4 令和 4 年度 30.4 

令和元年度 30.4 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 30.4 令和 2 年度 30.4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 30.4 令和 3 年度 30.4 令和 7 年度 － 

 

 
 

川越市内における指定文化財等の数をあらわしています。 

内訳は、国指定等文化財１７件、県指定文化財４２件、市指定文化財 193 件となっています。 
  

   
 
 
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
251 

平成 30 年度 253 令和 4 年度 252 

令和元年度 253 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 252 令和 2 年度 253 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 252 令和 3 年度 252 令和 7 年度 － 

 
 

 
 

川越市内の登録有形文化財の数をあら わし ていま す。  

文化財登録制度は、 平成８ 年に文化財保護法を改正し 制度化さ れたも ので、 緩やかな保護措置を講

じ 、 従来の指定制度を 補完する も のです。 文化財保護法では、「 その文化財と し ての価値にかんがみ保

存及び活用のための措置が特に必要と さ れる も のを文化財登録原簿に登録する こ と ができ る 」 と し て

いま す。  

 

   
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
12 

平成 30 年度 13 令和 4 年度 13 

令和元年度 13 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 13 令和 2 年度 13 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 13 令和 3 年度 13 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

令和３年度で用地取得は完了し、今後は発掘調査

及び道路付替工事を実施します。 

第１期整備から１０年以上経過しており、整備手法を

含めて保存活用計画の策定が必要です。 

評価・課題  

 文化財として価値のあるものを順次指定しています

が、文化財の維持・修復に要する助成費用が増大して

いるのが現状です。 

評価・課題  

市内所在の有形文化財の悉皆調査の実施が課題

です。 

河越館跡整備率 

目標：令和 2 年度  78 

令和 7 年度 100 

 

指定文化財の数 

目標：令和 2 年度 263 

令和 7 年度 273 

登録有形文化財・ 登録記念物の数 

目標：令和 2 年度 16 

令和 7 年度 20 以上 

単位：（件） 

単位：（件） 

単位：（％） 
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（１）景観重要建造物等 

歴史と文化に富んだ「川越らしさ」を継承し、魅力あふれる快適なま

ちを形成することを目的として、「旧川越市都市景観条例」（昭和６３年

制定）に基づき、川越の都市景観を形成する上で重要な価値があると

認められる建築物、工作物、樹木、樹林等を「都市景観重要建築物等」

として指定し、保存に努めてきました。 

  平成２６年７月１日の、景観法に基づく「川越市景観計画」及び「川

越市都市景観条例」の全面施行とともに、「旧川越市都市景観条例」

の廃止に伴い指定を終了しました。現在は景観法に基づく景観重要

建造物の指定を進めています。 

 

（２）文化財の維持 

文化財所有者や管理者の文化財に対する防火意識を高めるため、

１月２６日の「文化財防火デー」に合わせ、喜多院、東照宮、日枝神社

を会場として防火訓練を実施しています。令和４年度は１月２５日に実

施しました。 

 

（３）文化財の調査事業 

埋蔵文化財調査は、埋蔵文化財包蔵地内での開発がある場合に

埋蔵文化財の有無を確認するため、試掘調査を行います。埋蔵文化

財が確認された場合、開発業者との協議を経て本格的な発掘調査を

実施します。また、史跡の確認調査等も行います。 

令和４年度は、試掘調査を７０件、発掘調査を７件行い、多数の遺

構・遺物が検出されました。 

 

（４）重要伝統的建造物群保存地区 

平成１０年６月２３日に「川越市伝統的建造物群保存地区保存条例」

を制定し、重要伝統的建造物群保存地区選定に向けた取組を進めて

きました。 

平成１１年４月９日、川越市川越伝統的建造物群保存地区を都市

計画決定し、平成１１年１２月１日には、国から重要伝統的建造物群

保存地区として選定されました。 

令和元年１２月１日には、国の重要伝統的建造物群保存地区選定

２０周年を迎え、まちづくりシンポジウムの開催等、記念行事を行いま

した。 

現在、伝統的建造物１３６件、環境物件３件が特定されています。 

 

 

重要伝統的建造物群保存地区の町並み 

 

（田中屋商店修理事業） 

修理前 

主な施策の実施状況 

 

山王久保遺跡第８次調査 
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環境目標５  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
電線類の地中化工事を実施した区間の総延長をあらわしています。 

令和４年度は実績なしですが、今後も関係課と連携を図り、事業を進めてまいります。 
 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
9,425 

平成 30 年度 10,490 令和 4 年度 10,869 

令和元年度 10,869 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 9,866 令和 2 年度 10,869 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 10,158 令和 3 年度 10,869 令和 7 年度 － 

 

評価・課題  

電線類地中化事業箇所は、現在、継続箇所が１箇

所、計画箇所が６箇所となっています。 

都市環境を考える上で、景観に配慮したまちづくりや環境負荷の少ない交通体系の確立は、重

要な課題として挙げられます。また、近年では、水害や地震等の自然災害への対応も大きな課題

の一つとして浮上しています。 

地域の特性や魅力を生かした都市機能の集約化を目指しながら、誰もが安心して快適に暮らせ

るまちづくりを目指します。 

電線類の地中化延長 

節 

目標：令和 2 年度 11,705 

令和 7 年度 14,425 

1 0  
第 快適に暮ら せる  

ま ちづく り  

単位：（m） 

環境指標の目標と推移 
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屋外広告物法第７条第４項の規定に基づき、川越市屋外広告物条例に違反する立看板、張り紙、張り札

等の除却数をあらわしています。 

市民ボランティア及び川越市職員により、違反広告物の簡易除却を実施しています。 

また、月に一度川越市職員（道路環境整備課、都市計画部職員、収集管理課等）、県土整備事務所、川

越警察署、東京電力（株）、ＮＴＴ東日本との相互委託により一斉除却を実施しています。 

 

   

 

 

 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
5,297 

平成 30 年度 4,257 令和 4 年度 2,009 

令和元年度 5,087 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4,090 令和 2 年度 3,676 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4,006 令和 3 年度 2,669 令和 7 年度 － 
 

 

 
 

川越市都市景観条例に基づき、地域の特色を生かした都市景観を形作っている地域及びこれからの優

れた都市景観を創造していく地域の指定数をあらわしています。 

「川越市都市景観形成基本計画」において、都市景観行政を集中的に行う必要がある８つの重点地域を

定めています。そのうち３地域（川越駅西口地区、川越十カ町地区、クレアモール・八幡通り・中央通り周辺

地区）を「都市景観形成地域」に指定しています。 

この３地域については、平成２６年７月１日施行の「川越市景観計画」に位置付けました。 

川越市歴史的風致維持向上計画における重点区域である喜多院周辺地区において、平成２７年度より

都市景観形成地域指定に向けて、地域の方と都市景観形成基準等について検討を実施。令和元年９月１７

日付で喜多院周辺地区を新たな「都市景観形成地域」に指定しました。 

 

   

 
         

基準年度値 

(平成 26 年度) 
3 

平成 30 年度 3 令和 4 年度 4 

令和元年度 4 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 3 令和 2 年度 4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 3 令和 3 年度 4 令和 7 年度 － 
   

評価・課題  

地道な除却活動によって、違反広告物の掲出件数

自体が減少し、市民からの通報も減少しました。 

繰り返し掲出される違反広告物を減少させるために

は、適正な掲出への意識付けや屋外広告物条例への

理解が重要です。 

引き続き、市民等に対して屋外広告物条例の普及

啓発に努めるとともに、市民ボランティアの登録につい

てＰＲを続けていく必要があります。 

評価・課題  

指定地区を増やすために、従前の自主条例であっ

た川越市都市景観条例を、より実効性のある景観法に

基づく委任条例に移行し、平成２６年７月１日に新たな

川越市都市景観条例を全面施行しました。 

市民と行政の協働による景観まちづくりを推進する

ため、普及・啓発活動に努めていきます。 

屋外広告物簡易除却数 

目標：令和 2 年度 6,500 

令和 7 年度 6,000 

都市景観形成地域指定数 

目標：令和 2 年度 4 以上 

令和 7 年度 5 以上 

単位：（地域） 

単位：（枚／年） 
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市内の都市計画道路総延長のうち、整備済みの都市計画道路延長の占める割合です。 

 

   

 
 

   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
44.1 

平成 30 年度 47.7 令和 4 年度 48.5 

令和元年度 48.5 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 45.0 令和 2 年度 48.5 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 45.9 令和 3 年度 48.5 令和 7 年度 － 

 

 
 

市内の主要駅周辺における都市計画道路の延長のうち、整備済み区間延長の占める割合です。 

 

   

 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
29.3 

平成 30 年度 41.9 令和 4 年度 46.0 

令和元年度 46.0 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 33.0 令和 2 年度 46.0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 37.7 令和 3 年度 46.0 令和 7 年度 － 
   

 
 

交通ルールの遵守とマナーの向上を図るため、また、交通環境の改善に関わる市民運動の推進および

各種の指導措置として交通安全啓発活動、学童安全対策等を実施しています。 
  

   
            

基準年度値 

(平成 26 年度) 
8,850 

平成 30 年度 9,166 令和 4 年度 8,682 

令和元年度 9,080 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 9,283 令和 2 年度 7,826 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 9,375 令和 3 年度 8,460 令和 7 年度 － 
 

※埼玉県警察の統計からの出典 

※「第三次川越市環境基本計画」では、平成２６年度が 9,031 件となっていますが、本書では、埼玉県警

察の統計を基に年度表記に統一を図ったため数値の調整をおこなっています。 

 

評価・課題  

道路整備に係る財源の確保が難しくなってきてい

ます。優先整備路線の検討をより一層進めるととも

に、都市計画道路の計画的な整備が重要となってい

ます。 

評価・課題  

道路整備に係る財源の確保が難しくなってきてい

ます。優先整備路線の検討をより一層進めるととも

に、都市計画道路の計画的な整備が重要となってい

ます。 

評価・課題  

前年と比較して増加しているが、新型コロナウ イル

ス感染拡大前と比較すると減少しており、交通安全運

動の効果があったと思われます。一方で、人身交通事

故のうち、自転車、高齢歩行者に関係する事故が多

く、啓発活動を行っていく中で特に重点的に呼びかけ

ていく必要があります。 

都市計画道路の整備率 

目標：令和 2 年度 46.1 

令和 7 年度 47.1 

主要駅周辺の都市計画道路の整備率 

目標：令和 2 年度 42.1 

令和 7 年度 52.2 

交通事故発生件数 

目標：令和 2 年度 8,570 

令和 7 年度 8,120 

単位：（％） 

単位：（％） 

単位：（件／年） 
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２４時間貸出・返却可能な無人のサイクルポートを５８箇所、有人窓口を２箇所設置しています。（令和４年

度） 

 

   

            

基準年度値 

(平成 26 年度) 
62,569 

平成 30 年度 123,581 令和 4 年度 175,952 

令和元年度 86,752 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 111,642 令和 2 年度 85,721 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 131,286 令和 3 年度 131,100 令和 7 年度 － 

 

 
 

市内１１駅の市営・公営自転車駐車場、無料自転車置場および民営自転車駐車場の１日あたりの利用台

数です。（１０月調べ） 

 

   

 

 
     

基準年度値 

(平成 26 年度) 
21,243 

平成 30 年度 22,827 令和 4 年度 18,492 

令和元年度 22,512 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 20,442 令和 2 年度 18,251 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 20,525 令和 3 年度 17,933 令和 7 年度 － 
  

  

評価・課題  

トリ ップ数については、市内ステーションの増加や

近隣市での導入による相互利用等により大幅に増大

し、目標を達成している状況です。 

今後も利用者のニーズを反映し、ステーションの拡

充等、利便性の向上に努めていきます。 

評価・課題  

自転車駐車施設利用台数は昨年度から増加してい

ますが、コロナ禍における通勤・通学の形態の多様化

により、以前の水準までの回復は見込めないと考えて

います。 

市営自転車駐車場において、経年劣化や、機械化

等の利便性の向上が課題となっています。 

自転車シェ アリ ングの年間ト リ ッ プ数 

目標：令和 2 年度 80,300 

令和 7 年度 80,300 

自転車駐車施設利用台数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（回） 

単位：（台／日） 
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市内全世帯数のうち、自主防災組織構成世帯数の占める割合を表しています。 

 

   

 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
75.9 

平成 30 年度 78.76 令和 4 年度 81.87 

令和元年度 79.65 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 76.67 令和 2 年度 81.20 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 76.69 令和 3 年度 81.76 令和 7 年度 － 

 

 

 

（１）電線類の地中化事業 

平成元年より、安全で快適な道路空間の確保、都市防災活動の向上、

優れた都市景観の創出を図るため、電線類の地中化事業を実施してい

ます。 

令和元年度は、川越駅南大塚線（市道００１０号線）について 379ｍの

管路布設を行いました。令和２～４年度は実績がありませんが、今後も

関係課と連携を図り、事業を進めてまいります。 

 

（２）市内循環バス「川越シャトル」の運行 

市内の路線バスを補完する公共交通機関として、交通空白地域の解

消及び主な公共施設等への交通の利便性の向上等を図ることを目的に、

平成８年３月から「川越シャトル」を運行しています。平成３０年４月に路

線の全面見直しを行い、１３系統で運行しています。 

市内在住の高齢者（７０歳以上）と障害のある方については、市が発行

する特別乗車証により特別料金（７０歳以上 100 円、９０歳以上又は障害

者無料）で利用できます。 

○市内循環バス「川越シャトル」利用者状況（令和４年度） 

利用者数：370,962 人 

 

（３）クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動） 

公共の場の快適な環境づくりを推進するため、昭和５８年５月にクリー

ン川越市民運動推進協議会が設置され、春と秋の年２回それぞれの地

域で、道路や河川などに捨てられているごみを拾う美化清掃活動を実施

しています。 

令和４年度は 493 団体、73,457 人の市民が参加し 82.21ｔのごみを収集

しました。 

 

評価・課題  

地域の防災講話等を通じて、災害時における「共

助」の重要性について周知を図りました。 

今後、自主防災組織の結成及び継続的な運営が

行えるような環境づくりが課題です。 

自主防災組織結成率 

目標：令和 2 年度 85.0 

令和 7 年度 90.0 

単位：（％） 

主な施策の実施状況 
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環境目標５  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市内の公民館で開催さ れた、 環境に関する 講座の延べ参加人数をあら わし ていま す。  

令和４ 年度は、 自然観察会、 ホタ ルの飼育講座、 リ サイ ク ルに関する 講座など ２ ６ 事業を実施し 、

延べ 1, 284 人の参加があり ま し た。  

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
2,141 

平成 30 年度 2,019 令和 4 年度 1,284 

令和元年度 1,943 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 2,210 令和 2 年度 240 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 1,940 令和 3 年度 742 令和 7 年度 － 
 
 

評価・課題  

多数の受講者が参加する講座を提供するとともに、

参加した方が環境に関心を持つよう内容の充実に努

めます。 

市民、事業者、民間団体及び市の各主体が自主的に、かつ、協働で環境保全活動を実践するた

めには、各主体が日常生活や事業活動と環境との関わりに気付き、自分の役割や責任を理解し、

行動・参加するための力を身に付けることが重要です。そのために、環境に関する情報を広く提供

するとともに、多様な場や機会での環境教育・環境学習を推進します。 

環境学習講座への参加者数 

節 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

第 人づく り ・ ネッ ト  

  ワ ーク づく り  1 1  

単位：（延べ人／年） 

環境指標の目標と推移 
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市内の公民館における環境に関する講座の開催件数です。 

 

   
 
 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
25 

平成 30 年度 25 令和 4 年度 26 

令和元年度 25 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 26 令和 2 年度 9 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 23 令和 3 年度 18 令和 7 年度 － 

 

 
 

川越市内在住・ 在学の小中学校児童・ 生徒を対象と し た、 環境月間ポス タ ーコ ンク ールの応募件数

です。 ６ 月５ 日の「 環境の日」 及び６ 月の「 環境月間」 の周知を図り 、 環境への負荷の少ない持続可

能な社会の構築に向けた市民の意識高揚を図る こ と 、 ま た、 環境問題について児童・ 生徒に認識さ せ

る こ と を目的と し て実施し ていま す。  

 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
362 

平成 30 年度 438 令和 4 年度 69 

令和元年度 522 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 352 令和 2 年度 0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 389 令和 3 年度 121 令和 7 年度 － 
 

 

 
 

市の主催、共催等による環境に関する事業数を表しています。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
53 

平成 30 年度 160 令和 4 年度 121 

令和元年度 152 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 98 令和 2 年度 114 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 152 令和 3 年度 163 令和 7 年度 － 
 

 

評価・課題  

令和４年度は、自然観察会、ホタルの飼育講座、リ

サイクルに関する環境講座など２６事業を実施しまし

た。多様化する環境問題に対応する講座を開催してい

くように努めていきます。 

評価・課題  

応募数を増やしていくためには、広報等を活用して

の周知徹底に加え、学校への働きかけを強化する必

要があります。 

評価・課題  

多様な場や機会での環境教育・環境学習を推進し、

環境に対する意識の啓発を図ります。 

環境学習講座の開催数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

環境月間ポス タ ーコ ンク ール応募数 

目標：令和 2 年度 800 

令和 7 年度 1,000 

環境教育・ 環境学習に関する 事業数 

目標：令和 2 年度 60 

令和 7 年度 70 

単位：（件/年） 

単位：（件／年） 

単位：（事業／年） 
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環境推進員の活動数を表し ていま す。  

環境推進員は、 各自治会から の推薦によ り 選出さ れ、 地域のリ ーダーと し てごみの減量・ 資源化の

推進・ 啓発、 ごみの分別指導や地域の美化活動の推進・ 啓発を行い、 市民と 行政が一体と なり 環境問

題に対処し 、 住みよ い魅力ある ま ちにする こ と を 目的と し て活動し ていま す。  

 

   

 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
606 

平成 30 年度 562 令和 4 年度 427 

令和元年度 517 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 653 令和 2 年度 379 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 607 令和 3 年度 352 令和 7 年度 － 

 

 
 

クリーン川越市民運動参加人数を表しています。 

住民参加による啓発・清掃活動を実施することにより、住民の環境美化に対する関心を高め、公共の場

の快適な環境づくりを推進します。 

 

   
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
102,838 

平成 30 年度 99,540 令和 4 年度 73,457 

令和元年度 99,908 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 105,769 令和 2 年度 0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 85,855 令和 3 年度 0 令和 7 年度 － 

 

 
 

平成１２年８月に設立された、市民、事業者、民間団体、行政の４者によるネットワーク組織「かわごえ環

境ネット」が主催や参加をした事業や行事等の数をあらわします。 

令和４年度は、総会をはじめ、動植物の実態調査や保全活動、クリーン活動、環境講演会、広報紙発行

などの事業を展開しました。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
51 

平成 30 年度 50 令和 4 年度 47 

令和元年度 57 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 58 令和 2 年度 49 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 61 令和 3 年度 45 令和 7 年度 － 

評価・課題  

地域の実情に応じて、様々な種類の活動が実施さ

れています。 

評価・課題  

春・秋の年２回（令和４年度は５月２９日・１０月３０

日）、各自治会などを中心に市内全域でごみゼロ運動

を実施しています。 

評価・課題  

各専門部会の活動を中心として、活発に事業を展開

しました。活動が広範にわたるため、体制を整備すると

ともに、活動ができる新たな会員の増加を図る必要が

あります。 

環境推進員活動数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

ク リ ーン川越市民運動参加人数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

かわごえ環境ネッ ト 主催等の事業数 

目標：令和 2 年度 55 以上 

令和 7 年度 60 以上 

単位：（件／年） 

単位：（人／年） 

単位：（事業／年） 
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（１）市民環境調査 

身近な環境調査を行うことにより、暮らしのなかの環境を考えるきっか

けとしていただくことを目的として実施しています。 

平成８年度から実施しており、調査テーマとしては湧水、樹木、昆虫、

鳥類等と多岐にわたっています。 

令和４年度は「野鳥観察会」として、鳥についての基礎知識の講義や、

実際に野鳥の観察を実施しました。 

 

（２）こどもエコクラブ 

子どもたちが地域の中で楽しみながら自主的に環境活動・環境学習を

行えるよう支援しています。 

令和４年度は、こどもエコクラブ研修会として小畔川周辺（かほく運動

公園そばの小畔川親水ゾーン）を訪れ、川にいる生き物を手に取って観

察し、地元の自然への理解を深めました。（令和４年８月２４日実施、参

加者１４名） 

また、第２１回かわごえ環境フォーラムにおいて、こどもエコクラブ発表

会を実施し、１年間に行った活動について発表しました。（令和５年２月 

２５日実施、参加者：１クラブ４名） 

 

（３）星空観察の集い 

星空を観察するという身近な方法を通じて、大気環境の状態を調査し、

大気環境保全の意識を喚起するため、夏期（令和４年７月２９日開催、参

加者２０名）と冬期（令和５年１月２７日開催、参加者１８名）の年２回開催

しています。 

市内小中学校教諭による星の基礎知識や見つけ方などの講義、プラ

ネタリウ ムの上映、天体望遠鏡や双眼鏡を使用した星空観察を行ってい

ます。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を削減

して実施しました。 

 

（４）かわごえ環境ネット 

かわごえ環境ネットは、市民、事業者、民間団体及び川越市がパート

ナーシップを形成し、それぞれが役割を理解しつつ、協働して環境保全

活動を行い、「望ましい環境像」を実現していくための組織として、平成

１２年８月に設立されました。 

令和４年度末で、個人１４１、事業者２４、民間団体２６、それに本市１

を加えて、計１９２会員が活発な環境保全活動を展開しています。 

その活動内容については、第３章「市民・事業者の環境への取組状

況」にて報告されています。 

 

 
野鳥観察の様子 

 
こどもエコクラブ研修会 

 

 

 

 

 

 

 

星空観察の様子 

 

かわごえ環境ネット 
シンボルマーク 

主な施策の実施状況 

-51-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地球温暖化対策の推進

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

市域における温室効果ガス排出量（千ｔ－CO2/年）

令和2年度：1,989
（平成29年度：2,091）
令和7年度：1,819
（令和4年度：1,921）

1,632
（R元年度）

2,062
（H23年度）

市役所における温室効果ガス排出量（ｔ－CO2/年）
令和2年度：58,200
令和7年度：55,140

67,417 60,187

単価契約品・共通消耗品の環境配慮商品購入率（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

再生可能エネルギー設備等が導入された公共施設数（施設）
令和2年度：89
令和7年度：90

88 83

環境性能に優れた公用車の導入率（％）
令和2年度：88.0
令和7年度：95.0以上※

88.2 75.9

エコチャレンジスクール認定率（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

２．循環型社会の構築

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

１人１日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）
令和2年度：855
令和7年度：855

812 896

資源回収を除く家庭系１人１日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）
令和2年度：467
令和7年度：466

490 511

ごみ年間排出量（ｔ/年）
令和2年度：109,188

令和7年度：107,958
104,783 114,238

つばさ館来館者数（人/年）
令和2年度：53,000
令和7年度：55,000

31,964 49,261

リサイクル率（％）
令和2年度：30
令和7年度：35

22.2 25.0

最終処分量（t/年）
令和2年度：1,000以下
令和7年度：1,000以下

3,898 2,693

環境指標およ び 
令和４ 年度現状値一覧 

節 

第 
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３．生物多様性の保全

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

生物多様性講座数（回/年）
令和2年度：3
令和7年度：5

3 1

ビオトープの保全・創造事業の実施箇所数（箇所）
令和2年度：5
令和7年度：6

4 4

多自然型護岸の延長（ｍ） - 22,696.48 20,763.18

有害鳥獣捕獲許可件数（件/年） - 34 24

特定外来生物（アライグマ）の捕獲頭数（頭/年） - 160 105

４．貴重な緑の保全

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

緑地面積（ｈａ） - 2,820 2,830

樹林地の面積（㎡） - 3,168,000 3,614,000

樹林地の公有地化面積（㎡） - 114,400 97,090

市民の森など法令等による指定面積（㎡）
令和2年度：1,583,960
令和7年度：2,000,000

896,528 1,019,768

保存樹木数（本）
令和2年度：290
令和7年度：340

143 228

人・農地プランで位置付けられた地域の中心となる経営体の累計
数（経営体）

令和2年度：150
令和7年度：200

280 36

５．多様な緑の創出・育成

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

緑化本数（本/年） - 1,764 1,320

緑地面積（ｈａ）　【再掲】 - 2,820 2,830

１人当たりの都市公園面積（㎡）
令和2年度：5.10
令和7年度：6.79

4.76 4.66

都市公園数（箇所）
令和2年度：321
令和7年度：336

325 303

緑に関する講座数（回/年） - 2 4

６．大気環境の保全

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

大気環境基準達成状況（％）
令和2年度：82
令和7年度：100

82 71

ＰＭ2.5の大気環境基準達成状況（％）
令和2年度：75
令和7年度：100

100 0

光化学オキシダントの大気環境基準達成状況（％）
令和2年度：33
令和7年度：100

0 0

有害大気汚染物質の環境基準達成状況（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

公害苦情件数（件/年） - 113 88
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７．水環境の保全

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

下水道雨水貯留浸透事業数（箇所）
令和2年度：21
令和7年度：22

24 21

家庭雨水貯留槽設置数（基）
令和2年度：960
令和7年度：1,010

928 702

公共施設雨水貯留浸透対策量（㎥）
令和2年度：55,000以上
令和7年度：55,000以上

54,305 54,305

公共施設雨水利用施設数（箇所） - 25 22

開発による雨水流出抑制対策量（㎥） - 631,887 502,959

市内湧水の箇所数（箇所/年） - 26 26

水質汚濁に係る環境基準達成状況（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

89 89

健康項目の公共用水域環境基準達成状況（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

生活排水処理率（％）
令和2年度：98.6
令和7年度：100

96.6 94.3

地下水環境基準達成状況（％）　市内32メッシュ (2km)
令和2年度：現状値以上
令和7年度：現状値以上

84 72

８．化学物質等の環境リ ス ク 対策

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

化学物質の環境への排出量（ｔ/年） -
266

（令和2年度）
276

(平成24年度)

有害大気汚染物質の環境基準達成状況（％）　【再掲】
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

ダイオキシン類環境基準達成状況（大気、土壌、水質）（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

大気空間放射線量基準達成状況（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 100

９．歴史と文化を生かした地域づくり

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

伝統的建造物特定件数（件）
令和2年度：140
令和7年度：150

136 131

歴史的地区環境整備街路事業の延長（ｍ）
令和2年度：1,690
令和7年度：2,090

2,290 1,320

景観重要建造物及び都市景観重要建築物等の指定数（件）
令和2年度：85以上
令和7年度：90以上

86 76

河越館跡整備率（％）
令和2年度：78
令和7年度：100

30.4 30.4

指定文化財の数（件）
令和2年度：263
令和7年度：273

252 251

登録有形文化財・登録記念物の数（件）
令和2年度：16
令和7年度：20以上

13 12
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１０．快適に暮らせる まちづくり

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

電線類の地中化延長（ｍ）
令和2年度：11,705
令和7年度：14,425

10,869 9,425

屋外広告物簡易除却数（枚/年）
令和2年度：6,500
令和7年度：6,000

2,009 5,297

都市景観形成地域指定数（地域）
令和2年度：4以上
令和7年度：5以上

4 3

都市計画道路の整備率（％）
令和2年度：46.1
令和7年度：47.1

48.5 44.1

主要駅周辺の都市計画道路の整備率（％）
令和2年度：42.1
令和7年度：52.2

46.0 29.3

交通事故発生件数（件/年）
令和2年度：8,570
令和7年度：8,120

8,682 8,850

自転車シェアリングの年間トリップ数（回）
令和2年度：80,300
令和7年度：80,300

175,952 62,569

自転車駐車施設利用台数（台/日） - 18,492 21,243

自主防災組織結成率（％）
令和2年度：85.0
令和7年度：90.0

81.87 75.9

１１．人づくり ・ネット ワ ークづくり

環境指標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

環境学習講座への参加者数（延べ人/年） - 1,284 2,141

環境学習講座の開催数（件/年） - 26 25

環境月間ポスターコンクール応募数（件/年）
令和2年度：800
令和7年度：1,000

69 362

環境教育・環境学習に関する事業数（事業/年）
令和2年度：60
令和7年度：70

121 53

環境推進員活動数（件/年） - 427 606

クリーン川越市民運動参加人数（人/年） - 73,457 102,838

かわごえ環境ネット主催等の事業数（事業/年）
令和2年度：55以上
令和7年度：60以上

47 51
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第３ 章 
 

市民・ 事業者の 

環境への取組状況 
 

 

 

本章では、市民、事業者、民間団体、行政がパートナーシップを形成し、それぞれが

役割を理解し実行できるよう平成１２年８月に設立された「かわごえ環境ネット」等の活

動を紹介しています。 
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かわごえ環境ネッ ト の取組 

 

１  川越市環境行動計画の推進状況 

 

 川越市では、平成１９年３月に策定した「第二次川越市環境基本計画」に基づき、平成２０年１月に「川越市環

境行動計画『かわごえアジェンダ２１』」を市民、事業者、民間団体及び市の４者によるパートナーシップ組織で

ある「かわごえ環境ネット」との協働により策定し、これら４者の協働により、同計画を総合的かつ計画的に推

進してきました。そして平成２９年２月に「川越市環境行動計画」として内容を全面的に改定しました。 

 一方、平成２８年３月、第二次環境基本計画の計画期間満了に伴い、市は「第三次川越市環境基本計画」を

策定しています。第三次環境基本計画では、「日常生活や事業活動における環境の保全・創造のために取り

組むべき具体的な行動を定めた川越市環境行動計画を、第三次計画と連動するように見直すとともに推進し

ます。」と記載しています。新しい「川越市環境行動計画」は、2015 年９月に国連が採択した「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」の理念を考慮しながら、第三次環境基本計画と連動して、将来の望ましい環境像

の実現に向けた市民、事業者及び民間団体の行動計画として定めたものです。第三次環境基本計画と川越

市環境行動計画の２つの計画が車の両輪となり、「第四次川越市総合計画」や関連計画と整合を図りながら、

将来の望ましい環境像の実現を目指します。 

 この計画は、「望ましい環境像が実現したときの川越のようす」、「環境に配慮した行動（チェックシート）」、「協

働で取り組むプロジェクト」の３部構成になっています。 

 その中で、「環境に配慮した行動（チェックシート）」は、第三次環境基本計画における１１の大施策（「１.地球

温暖化対策の推進」、「２.循環型社会の構築」、「３.生物多様性の保全」、「４.貴重な緑の保全」、「５.多様な緑

の創出・育成」、「６.大気環境の保全」、「７.水環境の保全」、「８.化学物質等の環境リスク対策」、「９.歴史と文

化を生かした地域づくり」、「１０.快適に暮らせるまちづくり」、「１１.人づくり・ネットワークづくり」）に沿って分類し

た、各自が実施すべき４０の行動を掲げています。また、チェックシートによって自身の行動の取組状況を得点

で確認できるようになっています。このチェックシートの活用により、自身の行動を振り返るとともに、他の人と

比較するなど、一人ひとりの環境に配慮した行動の広がりや継続的な促進が期待されます。 

 ここでは、「環境に配慮した行動（チェックシート）」の 2022（令和４）年度の取組結果を報告するとともに、2017

（平成２９）年度からの傾向と比較して、本年度の取組状況を評価します。なお、前号（第６号）でお伝えできな

かった 2021（令和３）年度の結果も合わせて示します。 

 

「環境に配慮した行動（チェックシート）」に見る 環境行動の取組状況 

 

●「環境に配慮した行動（チェックシート）」の実施概要 

 「環境に配慮した行動（チェックシート）」は、第三次環境基本計画における１１の大施策におけるそれぞれ１

～６つの行動、計４０の行動について、日ごろの取組状況をそれぞれ表-１の５つの選択肢から選択して評価し

てもらうものです。 

 今年度の取組概要と全体集計を表-２に示します。2022（令和４）年度は、2023 年１月９日から１月３０日まで

に東洋大学総合情報学部の講義科目「CSR 論」並びに「コミュニティデザイン論」の履修者 141 名（両方履修し

ている学生は１名として数えて）のうち８０名が回答しました（回答率 56.7%）。また、2022 年１２月１１日のかわ

ごえ環境ネット主催による環境講演会「川越の SDGs〜それってほんとにサステナブル？〜」の参加者のうち 
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２４名、2023 年２月２５日のかわごえ環境ネット主催による第２１回かわごえ環境フォーラムの参加者のうち３４

名の回答があり、合計で 138 名の回答となりました。 

 
表-1 チェ ッ ク シート 各項目の評価選択肢 

   
 

表-2 取組概要と 全体集計（ 比較のために 2017〜2021 年度の実施結果も 表示）  

 

 

●結果と 考察  

 「環境に配慮した行動（チェックシート）」の各項目の平均点を平均得点の降順にしたものを表-３に、項目別

の回答者割合を図-１に、６年間の平均得点の推移を、2018 年度と 2022 年度を比較して得点が向上した順に

図-２に示します。 

 全体として、新型コロナウイルスの影響が大きかった 2020 年度、2021 年度は平均値が下がっていました

が、2022 年度は 2017〜2019 年度の平均値に近い値となりました。ただし、これらの年度は２０歳前後の学生

の回答者割合が多かったことも影響しているかもしれません。 

 図-１、表-１の環境に配慮した行動の平均点の順位は、年によって大きな変動はありません。個人で日ごろ

からできる行動や「しない」行動（たとえば「３３.ごみのポイ捨てをしないようにしている」）が常に高い傾向にあ

り、公共空間に対する参加する行動（たとえば「２６.湧水地に関する調査や清掃などの保全活動に参加してい

る」）や機器の購入などが必要な行動（たとえば「２.太陽光、太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーシ

ステム・機器を購入または使用している」）は低い傾向にあります。2020 年度と 2021 年度は、参加する活動が

行われなかったり、行動自粛が求められたりもしましたので、2022 年度はこれらの年度と比較すると点数が上

がっています。また、大学生は、家庭の機器を購入することについては立場的に難しいと考えられるのでこのよ

うな傾向となっていると考えられます。 

点数 評価

5 常に／すでに実施し ている

3 かなり 実施し ている

1 ある 程度実施し ている

0 実施し ていない

n 該当し ない／分から ない

年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

実施時期 2〜2月 6〜2月 7〜11月 7〜3月 5〜2月 12〜2月

実施場所

講演会・ イ

ベント 会

場・ 大学生

講演会・ イ

ベント 会

場・ 大学生

講演会・ イ

ベント 会

場・ 大学生

大学生・ 川

越市環境部

職員・ イ ン

タ ーネッ ト

大学生・ イ

ベント 会場

大学生・ 講

演会・ イ ベ

ント 会場

回答者延べ人数 163 310 290 332 108 138

回答者内訳 20歳未満 12 113 88 148 43 7

（ 年代） 20歳代 61 46 46 102 48 79

30歳代 2 6 10 17 0 2

40歳代 5 13 26 27 1 3

50歳代 8 18 4 19 1 6

60歳代 31 17 7 12 3 8

70歳以上 25 44 42 5 6 20

無回答 19 54 67 2 6 13

回答者内訳 男性 104 163 131 280 82 97

（ 性別） 女性 35 90 90 50 20 27

無回答 24 57 69 2 6 14

全体集計 平均 38. 2% 38. 8% 40. 3% 31. 4% 33. 6% 38. 9%

標準偏差 18. 1% 17. 9% 19. 3% 13. 6% 16. 1% 19. 4%

最高 84. 0% 100. 0% 100. 0% 100. 0% 96. 0% 100. 0%

最低 1. 5% 8. 2% 3. 6% 6. 7% 3. 5% 10. 0%

（ 得点率）

*換算点： 「 該当し ない項目である 」 評価の5点を分母から 外し て「 分子/分母×100」 を四捨五入し た得点
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 図-２の 2018 年度と 2022 年度の平均点との比較を見ると、最も点数が上がっているのが「７.買い物の際は

買い物袋を持参している」（1.3 上昇）となっており、他の項目と比較すると著しく上昇しています。これは、2020

年７月１日以降、小売店でのレジ袋の有料化が必須となったことが大きく影響していると考えられます。法律や

制度によって行動変容がなされた好例と言えます。また、順位としては「８.生ごみの減量や自家処理をしてい

る」（４０項目中２４位から１３位）、「３１.景観をよくする行動をしている」（２１位から１２位）、「９.リユース品を購

入または使用している」（２８位から１８位）なども上昇傾向にあります。ごみに関する関心や行動は、国連で定

めた SDGs（持続可能な開発目標）でも多く取り上げられており、個人で取り組みやすい行動と言えます。 

 一方で、先に取り上げた「３２.クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動）や自主的な地域環境美化活動に参加し

ている」や「３８.講演会、シンポジウム、ワークショップ等の環境学習に参加している」などの「活動への参加」に

ついては全体的に点数が下がっています。これは「コロナ禍」の影響がまだあるかもしれないので、今後、環境

団体等で活動の機会を増やしていくことが求められます。また、順位としては、「５.エコドライブを実践している」

（８位から１５位）や「４.環境性能に優れた自動車を購入または使用している」（１８位から２４位）という自動車関

係の項目も順位を下げています。これは、大学生が車を所持、運転しないという傾向も関係しているかもしれま

せんが、自動車の環境性能が上がっていることから、これらを意識する機会が減っている可能性があります。

「３５.過度な自動車の利用をひかえ、徒歩や自転車・公共交通機関を利用している」については常に上位の取

組になっていますが、自動車を使う人にも環境への負荷を意識させる周知活動が必要であると言えます。 

 標準偏差（回答のばらつき）の大きさで見ると、毎年傾向は変わりませんが、「１３.生態系に被害を及ぼす外

来種を放したり植えたりしないようにしている」「１２.野生の生き物に関心を持ち、生き物調査や観察会、講座に

参加している」あたりの生態系や生物多様性に関する項目が上位に来ています。これは、関心の高い人と低い

人の差が大きいことを示しています。生態系や生物多様性は、私たちが生きていく上での基盤となっています

ので、生物のみならず身近な自然環境のことを関心のない人に向けて知ってもらう機会を作ることが重要と考

えます。 

 「環境に配慮した行動（チェックシート）」は、川越市ホームページで入手可能です。チェックして自らの行動を

振り返ってみてください。川越市ホームページで上記のキーワードを検索すると以前の版のチェックシートが検

索されますので、「川越市環境行動計画（平成２９年２月改定）」を検索して出てくるページにアクセスして、その

中にある「環境に配慮した行動（チェックシート）」をダウンロードしてください。 
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   表-3 項目別の平均点（ 2022 年度の平均点の降順）  

  
図-1 項目別回答者割合（ 2022 年度、 平均点の降順）  

順位 No. 大施策 環境に配慮し た行動 5 3 1 0 n 平均 標準偏差

6 13 3. 生物多様性の保全
生態系に被害を 及ぼす外来種を 放し たり 植えたり し

ないよ う にし ている
168 46 55 43 20 3. 3 2. 0

8 7 2. 循環型社会の構築 買い物の際は買い物袋を 持参し ている 125 96 62 47 2 3. 0 1. 9

7 35
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り

過度な自動車の利用を ひかえ、 徒歩や自転車・ 公共

交通機関を 利用し ている
145 60 88 20 19 3. 2 1. 9

13 5
1. 地球温暖化対策の推

進
エコ ド ラ イ ブを 実践し ている 39 46 66 86 95 1. 7 1. 8

19 4
1. 地球温暖化対策の推

進
環境性能に優れた自動車を 購入ま たは使用し ている 33 32 57 120 90 1. 3 1. 8

9 21 7. 水環境の保全 節水や水の再利用を し ている 75 106 130 19 2 2. 5 1. 7

18 18
5. 多様な緑の創出・ 育

成

生け垣の設置や、 屋上、 壁面（ 緑のカ ーテン を 含

む） 、 庭など の緑化を し ている
34 52 94 139 13 1. 3 1. 6

20 22 7. 水環境の保全 節水型機器を 導入し ている 32 48 85 140 27 1. 3 1. 6

10 36
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り
災害時に対する 備えを し ている 55 87 147 38 5 2. 1 1. 6

16 8 2. 循環型社会の構築 生ご みの減量や自家処理を し ている 34 57 115 110 16 1. 4 1. 6

11 17 4. 貴重な緑の保全 地元で生産さ れた農産物を 食べている 39 76 139 59 19 1. 8 1. 6

5 20 6. 大気環境の保全
近所に迷惑な騒音・ 振動・ 悪臭を 出さ ないよ う に気

を つけている
180 99 47 5 1 3. 8 1. 5

17 31
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り
景観を よ く する 行動を し ている 30 55 139 105 3 1. 4 1. 5

3 29
8. 化学物質等の環境リ

ス ク 対策
たばこ を 吸わないよ う にし ている 254 15 11 23 29 4. 4 1. 5

26 32
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り

ク リ ーン 川越市民運動（ ごみゼロ 運動） や自主的な

地域環境美化活動に参加し ている
26 28 59 207 12 0. 9 1. 5

14 3
1. 地球温暖化対策の推

進
省エネ効果のあ る 製品を 購入ま たは使用し ている 31 67 163 57 14 1. 6 1. 5

27 2
1. 地球温暖化対策の推

進

太陽光、 太陽熱、 バイ オマス など の再生可能エネル

ギーシス テム ・ 機器を 購入ま たは使用し ている
24 20 49 211 28 0. 8 1. 5

21 9 2. 循環型社会の構築 リ ユース 品を 購入ま たは使用し ている 23 48 137 105 19 1. 3 1. 4

22 28
8. 化学物質等の環境リ

ス ク 対策

合成洗剤でなく 石鹸を 利用する など 、 化学物質の使

用を 控える よ う にし ている
19 48 114 133 18 1. 1 1. 4

24 30
9. 歴史と 文化を 生かし

た地域づく り

地域の歴史や文化に関心を 持ち、 郷土学習や文化財

の保護活動への協力、 ま つり 等への参加を し ている
22 30 108 162 10 1. 0 1. 4

4 10 2. 循環型社会の構築 ごみは分別し 、 ごみ出し のルールを 守っ ている 222 75 28 6 1 4. 1 1. 4

12 1
1. 地球温暖化対策の推

進
省エネルギーを 実行し ている 31 69 203 24 5 1. 7 1. 4

15 6 2. 循環型社会の構築 日用品を 購入する 際は環境配慮商品を 選んでいる 22 69 169 62 10 1. 5 1. 4

29 24 7. 水環境の保全
雨水を 下水管に流さ ず地下に浸透さ せる 設備（ 雨水

浸透ま す） を 設置し ている
16 12 23 196 85 0. 6 1. 4

25 16 4. 貴重な緑の保全
減農薬・ 堆肥利用の環境保全型農業の実施ま たはそ

のよ う な農産物を 消費し ている
16 26 95 151 44 0. 9 1. 3

2 34
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り
自転車は放置せず駐輪場を 利用し ている 250 38 16 9 19 4. 4 1. 3

23 27
8. 化学物質等の環境リ

ス ク 対策

ホ ーム ページや広報等を 通じ て、 化学物質等の環境

リ ス ク に関する 知識を 身に付ける よ う にし ている
13 41 127 146 5 1. 0 1. 3

30 11 2. 循環型社会の構築
ご みの減量・ リ サイ ク ルに関する イ ベン ト や体験講

座に参加し ている
17 14 42 247 12 0. 5 1. 3

28 14 3. 生物多様性の保全
河川・ 池沼など の水辺に親し み、 水質・ 生き 物の調

査や観察を し ている
14 24 87 201 6 0. 7 1. 2

1 33
10. 快適に暮ら せる ま

ちづく り
ご みのポイ 捨てを し ないよ う にし ている 275 36 19 2 0 4. 5 1. 1

31 12 3. 生物多様性の保全
野生の生き 物に関心を 持ち、 生き 物調査や観察会、

講座に参加し ている
9 21 56 242 4 0. 5 1. 1

33 37
11. 人づく り ・ ネッ ト

ワ ーク づく り
環境施設や環境ス ポッ ト の見学会に参加し ている 11 12 38 265 6 0. 4 1. 1

34 19
5. 多様な緑の創出・ 育

成

花いっ ぱい運動や市民花壇など 地域の緑化活動に参

加し ている
8 17 31 266 10 0. 4 1. 0

32 39
11. 人づく り ・ ネッ ト

ワ ーク づく り

環境に関する ア ン ケート に回答し たり 意見公募に応

募し たり し ている
9 13 62 242 6 0. 4 1. 0

37 23 7. 水環境の保全 雨水利用を し ている 8 11 23 260 30 0. 3 1. 0

35 40
11. 人づく り ・ ネッ ト

ワ ーク づく り
環境活動を 広める 活動を し ている 8 12 41 263 8 0. 4 1. 0

36 38
11. 人づく り ・ ネッ ト

ワ ーク づく り

講演会、 シン ポジウ ム 、 ワ ーク ショ ッ プ等の環境学

習に参加し ている
8 10 34 273 7 0. 3 0. 9

39 25 7. 水環境の保全 河川浄化活動に参加し ている 6 10 21 281 14 0. 3 0. 9

38 15 4. 貴重な緑の保全 樹林地の保全・ 管理活動に参加し ている 5 10 39 272 6 0. 3 0. 8

40 26 7. 水環境の保全
湧水地に関する 調査や清掃など の保全活動に参加し

ている
3 11 19 286 13 0. 2 0. 7

168

125

145

39

33

75

34

32

55

34

39
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図-2 2017〜2022 年度の各項目の平均得点の推移（ 2017 年から 2022 年にかけて平均点が向上し た順）  

0. 0 0. 5 1. 0 1. 5 2. 0 2. 5 3. 0 3. 5 4. 0 4. 5 5. 0

7. 買い物の際は買い物袋を 持参し ている
34. 自転車は放置せず駐輪場を 利用し ている
33. ごみのポイ 捨てをし ないよ う にし ている

8. 生ごみの減量や自家処理を し ている
35. 過度な自動車の利用を ひかえ、 徒歩や自転車・ 公共交通機関を利用し ている

36. 災害時に対する 備えを し ている
31. 景観をよ く する 行動を し ている

9. リ ユース 品を 購入ま たは使用し ている
2. 太陽光、 太陽熱、 バイ オマス など の再生可能エネルギーシス テム ・ 機器を 購入ま たは使用し ている

20. 近所に迷惑な騒音・ 振動・ 悪臭を出さ ないよ う に気をつけている
13. 生態系に被害を及ぼす外来種を 放し たり 植えたり し ないよ う にし ている

6. 日用品を 購入する 際は環境配慮商品を 選んでいる
21. 節水や水の再利用を し ている

10. ごみは分別し 、 ごみ出し のルールを守っている
1. 省エネルギーを 実行し ている

26. 湧水地に関する 調査や清掃などの保全活動に参加し ている
28. 合成洗剤でなく 石鹸を利用する など 、 化学物質の使用を 控える よ う にし ている

29. たばこ を吸わないよ う にし ている
22. 節水型機器を 導入し ている

25. 河川浄化活動に参加し ている
27. ホーム ページや広報等を通じ て、 化学物質等の環境リ ス ク に関する 知識を身に付ける よ う にし ている

19. 花いっぱい運動や市民花壇など 地域の緑化活動に参加し ている
14. 河川・ 池沼などの水辺に親し み、 水質・ 生き 物の調査や観察を し ている

3. 省エネ効果のある 製品を 購入ま たは使用し ている
18. 生け垣の設置や、 屋上、 壁面（ 緑のカーテンを 含む） 、 庭などの緑化を し ている

12. 野生の生き 物に関心を持ち、 生き 物調査や観察会、 講座に参加し ている
37. 環境施設や環境ス ポッ ト の見学会に参加し ている

16. 減農薬・ 堆肥利用の環境保全型農業の実施ま たはそのよ う な農産物を 消費し ている
24. 雨水を下水管に流さ ず地下に浸透さ せる 設備（ 雨水浸透ま す） を 設置し ている

40. 環境活動を 広める 活動を し ている
23. 雨水利用を し ている

39. 環境に関する アン ケート に回答し たり 意見公募に応募し たり し ている
17. 地元で生産さ れた農産物を食べている

11. ごみの減量・ リ サイ ク ルに関する イ ベン ト や体験講座に参加し ている
15. 樹林地の保全・ 管理活動に参加し ている

4. 環境性能に優れた自動車を 購入ま たは使用し ている
30. 地域の歴史や文化に関心を持ち、 郷土学習や文化財の保護活動への協力、 ま つり 等への参加を し ている

38. 講演会、 シンポジウ ム 、 ワ ーク ショ ッ プ等の環境学習に参加し ている
5. エコ ド ラ イ ブを 実践し ている

32. ク リ ーン川越市民運動（ ごみゼロ 運動） や自主的な地域環境美化活動に参加し ている

平均点

2017平均 2018平均 2019平均 2020平均 2021平均 2022平均
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２  川の一斉水質調査 

 

 毎年６月第１日曜日が全国統一実施日の「身近な水環境の一斉調査」に参加する形で、本会では 2005 年度

から「川越市内の川の一斉水質調査」を行っています。１８年目の 2022 年は、６月５日（日）午前に９名が分担

して２３地点の採水（１地点は水がないために調査せず）と水質調査（加えて１名が水質調査のみ参加）を行い

ました。 

 調査日は梅雨入りと見られる６月６日の前日であり、前日と当日午前は晴れでしたが、前々日の６月３日にま

とまった雨がありました。採水後には、例年通り北公民館で水質調査を行いました。 

 2022 年の水質調査は、COD（化学的酸素要求量）の区分で０～２mg/L が１地点（2021 年は７地点）、３〜４

mg/L が２２地点（同１９地点）となりました。５mg/L 以上の地点はなく、前々日の雨の影響もあるのか、水質の

よくない地点がないという状況になりました。 

 最近の傾向としては、若年層の釣り人の増加が見られます。コロナ禍を経て、人の少ない郊外での行動が定

着したのかもしれません。また、入間川でキャンプをする人とごみが多く見られたという感想もありました。川は

野生生物の生息空間（ビオトープ）です。棲みやすい空間を保つためには利用者の配慮が必要です。川を定期

的に調査することは、水質のみならず地域の環境を知る手がかりにもなります。 

 
COD の水質調査結果（ 2022 年 6 月 5 日午前採水・ 測定）  

            
小畔川・ 入間川沿いではキジを よ く 見かける       北公民館での水質調査の様子   
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３  第２ １ 回かわごえ環境フ ォ ーラ ム  

 

2023 年２月２５日（土）9:30-16:30 にウェスタ川越活動室１・２において、「第２１回かわごえ環境フォーラム」

を開催しました。 

コロナ禍に入った 2020 年は中止、2021 年・2022 年は規模縮小による開催となっていましたが、今回は 

2019 年以来４年ぶりに参加者によるワークショップを開催できました。午前の部（オンライン参加を含む）、午

後の部を合わせて延べ約 150 名の参加者でした。 

また、この行事に合わせて発行を重ねてきた「かわごえ環境活動報告集」を初めてフルカラー印刷で発行

しました。 

本行事の開催にあたっては、川越市の後援、パイオニア株式会社川越事業所、武州ガス株式会社、株式

会社環境総合研究所、初雁興業株式会社の４社の協賛をいただきました。毎回ご協賛いただきまことにあり

がとうございます。 

 

午前の部 かわごえ環境活動報告会

午前の部「かわごえ環境活動報告会」では、８件の報告がありました。 

（1）ふくはら子どもエコクラブ「結びつく林の活動と身近なエコ活動」 

発足から１２年目。小学生が主メンバーで、地元の循環型農業や雑木林などの自然環境を守ることが基本

活動。農業体験・雑木林の生き物調査・県の「こどもエコフェスティバル」（３年ぶり開催）参加報告・SDGs 勉

強会などたくさんの活動を報告いただきました。 

（2）増田純一（NPO 法人かわごえ里山イニシアチブ）「生物多様性有機農法が土壌の健全化と地球温暖

化防止に貢献」 

生物多様性有機農法による川越市福田の田んぼの土壌バクテリアは５６種もの豊かな土壌菌で構成され、

窒素固定するバクテリアも含まれていることがわかった。有機農法は土壌を健全化し、温室効果ガス亜酸化

窒素（N2O）の原因となる化学肥料を減らし、地球温暖化防止にも貢献するとのこと。 

（3）福原時夫（埼玉県生態系保護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部）「キタミソウの歴史と分布」 

2018年１１月１１日に伊佐沼で発見されたキタミソウ（絶滅危惧 II類：環境省）の調査・生育状況の報告、並

びに埼玉県内での新たな自生地発見箇所や歴史について紹介。今後も行政・他団体との連携を図って埼玉

県内にとどまることなく継続的に調査を行っていくとのこと。 

（4）丸岡巧美・成川正行・長谷川清（環境製品評価研究協会）「太陽光発電による蓄電と暮らしの節電」 

CO2 削減が期待できる太陽光発電パネルからの電力を蓄電池に蓄え、電化製品への活用方法や節電の

検証実験の紹介。 

（5）丹優介（東洋大学総合情報学部）「ボランティア活動から見るプラスチック問題の現状と課題」 

文献調査・実地調査・アンケート調査を行い、プラスチック問題の現状を明らかにした。プラスチックごみは

拾うことも大切だが、生産者・消費者ともにプラスチック問題への意識を高め、環境に配慮した取組を増やし、

環境中にごみを放棄しないことが大切であるとの結論。 

（6）関沙耶香（東洋大学総合情報学部）「川越市における防災及び防災情報の現状と課題」 

市区町村単位での防災情報の発信及び意識、情報量の差が生じていることに焦点を当て、川越市の防災

情報の現状と課題を調査。情報の受け手側のニーズや用途に合わせて活用できるよう、多言語対応や高齢

者や子どもにも理解できる情報提供が求められるとの結論。 
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（7）増田知久（かわごえ環境ネット）「社会環境部会の活動報告」 

「2022 森フェス in 川越」及び本会社会環境部会の活動概要の報告。 

（8）賀登環（かわごえ環境ネット）「自然環境部会の活動報告」 

本会自然環境部会の活動概要の報告及び環境保全の現状と課題の投げかけ。 

 
（ 1） ふく はら 子ど も エコ ク ラ ブ 

 
（ 2） 増田純一さ ん 

 
（ 4） 丸岡さ ん・ 成川さ ん・ 長谷川さ ん

 
（ 5） 丹優介さ ん 

 
（ 6） 関沙耶香さ ん 

   
（ 7） 増田知久さ ん（ 8） 賀登環さ ん 

午後の部 ワ ーク ショ ッ プ「 若者×環境=暮ら し に根ざし た未来」  

午後の部のワークショップは、日本若者協議会「日本版気候若者会議」、Climate Youth J apan、Fridays F

or Future Saitama の３団体をゲストにお招きし、各団体の活動内容を発表いただいた後、参加者とともに６

つ（A～F）に分かれてグループワークを行いました。 

グループワークのテーマ 

2035 年（2050 年脱炭素を見据えて）にどんな未来になってほしいか 

各グループの発表 

A グループ 

自然と歴史と文化の街という川越を、”新しい”文化と調和した未来にしていくという発想。 

緑を中心とした文化、例えば耕作地面積５０％に向けて田畑に多くの人が関わる仕組みを作る。そのため

には、計画を作るときにいろんな人が参加すること。そうすることで、いろんな緑×都市生活＝新しい文化に

なるのではないか。 

B グループ 

脱炭素に向けては、便利さを保って二酸化炭素を減らすという矛盾とも言えることの両立化、学校給食の

コンポスト化やガードレールの木質化といったアイデアも含めて、忙しすぎない街づくりをしてはどうか。それ

には、異年齢が話す場、憩う場を作ったり、自ら行動する人が育ち、モラル向上にもなる市民会議を設置する

のがいい。 

C グループ 

川越を自立・自給の社会にする。川越のエネルギー・食・教育・産業全体が自立し、川越らしさのある街づ

くりが重要。 

川越らしさ、川越の魅力ある資源循環のあり方とはどういったことがあるか。それは、川越の自然環境の

充実、特に中心部に少ない木を増やしたり体験型エコツーリズム、自転車道の整備や、幼・小・中学で土地
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にあった地域の行事を年中行事化し魅力ある人づくりもする。また、ゆるキャラにもっと力を入れてほしい。ゆ

るキャラを含め若者を呼び込む魅力の発信の工夫も必要。 

D グループ 

今の若者の中には、未来をあきらめている学生もいる。植物の名前も知らないし、体験が少ない。これまで

の資本主義がゆえの金儲けや効率化がコンクリート化や農薬の多用になっている。農業の担い手不足等、

人手不足だが、子ども・若者らにまず興味を持ってもらうところから始め、地域の人手不足は地域のコミュニ

ティで人を育て解決していくよう、コミュニティの強さを育む。 

E グループ 

さつまいもシティをつくりたい。小学校でも芋ほりを毎年の体験学習にする。そしてさつまいもの日を制定す

る。また、オーガニック給食にして、学校でもオーガニック野菜をつくる。そうすれば、学校が大人と子どもの

交流の場になり、みんなで話して考える場にもなる。 

他にも、どこでもドリンクバーがある街になってほしい。おいしい水やスポーツドリンクをどこででも無料で

飲めるようにしてくれたらうれしい（小３生の声）。そしてアレルギーのない世界になってほしい。 

F グループ 

大学生の紙ストローは飲みづらいという発言から議論が始まった。生物分解する草ストローが開発されて

いるが、そもそも使い捨てのための改良技術は果たしてエコなのだろうか。例えば、冷房も設定温度が強す

ぎで寒い。これはエネルギーの使いすぎ。包装も過剰包装を見かける。 

当たり前になっている日常を疑問に思うことからエコの議論を深め、なぜそれ（エネルギーの過剰使用など）

が起こっているのかを見つめたところ、根本的な問題は、”意識”なのではないだろうかという結論に行き着い

た。意識変革にむけて、SNS で発信し議論したり（真偽のリテラシーも重要）、環境教育が大切。 

全体シェア 

2035 年の望む未来像に対して、各グループから出た未来像は、全体像から個々のアイデアだったり、一方

で問題化した現状の課題分析や事象のさらに奥へと考察を行い、人間の意識の問題という根本問題を浮上

させたりと、多種多様の声が出てきました。 

2035 年の川越の未来像 

一言で言えば、「自立・自給の川越」。それは具体的にはどんな川越なのか。 

F グループから出た意識の変革。当たり前のことをまず疑問に思い、それを深掘りし、本当の環境意識と

は何かに気づく。変革した環境意識となることで、B グループのいう便利と両立する CO2 削減の日常にするこ

と、その日常の延長線上に、A グループのいう新しい文化が川越の文化になるのではないでしょうか。 

また、意識の変革。それは教育の場やコミュニティの場で体験や異年齢交流（B・D・E グループ）を通して醸

成されるのではないでしょうか。直して使う、自分で作るという以前には当たり前だった意識や技術の継承、

幼少期から興味を持ち、体験を続けるうちに次の担い手の育成にもつながります。 

そして川越らしさにすぐにもつながるといえば、E グループからのさつまいもシティづくり。農に親しむきっか

けとなり、畑や田んぼ体験へとつなげられます。そして最後に、E グループの小３生の願い、街中どこでもドリ

ンクバーやアレルギーのない世界が実現できたら素敵です!子どもの声を形にできるのは先人の役目。若者

の声を聞いて、経験からの知恵を生かし 2035 年の川越づくりにむけて議論とアクションをかわごえ環境ネット

では続けていきたいと思います。 

2025 年には「川越市環境行動計画」が改定されます。望ましい川越の未来像に向けて、2035 年までの川

越市の取り組む具体的な行動計画を作る作業が始まります。このかわごえ環境フォーラム午後の部のワー

クショップで話し合われた声も参考にして話し合いを進めていきたいと思いますので、今後もみなさまご注目く
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ださい。 

 
日本若者協議会「 日本版気候若者会議」 

 
Climate Youth Japan 

 
Fridays For Future Saitama

 
A グループのテーブル 

 
B グループのテーブル 

 
C グループのテーブル

 
A グループのプレ ゼン テーショ ン  

 
B グループのプレ ゼン テーショ ン  

 
C グループのプレ ゼン テーショ ン

 
D グループのテーブル 

 
E グループのテーブル 

 
F グループのテーブル

 
D グループのプレ ゼン テーショ ン  

 
E グループのプレ ゼン テーショ ン  

 
F グループのプレ ゼン テーショ ン
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４  2022 森フ ェ ス in 川越 活動報告 

     

さ わやかな秋の日差し のも と 、 川越で最も 生き

も のたちの声が聞こ える 場所、（ 仮称） 川越市森林

公園計画地で「 2022 森フェ ス i n 川越」 を１ １ 月

１ ９ 日（ 土）に開催し ま し た。お天気にも 恵ま れ、

森を散策する のにはと ても 気持ちがよ い季節、 た

く さ んの市民に参加頂き ま し た。 参加者は大人 

４ ２ 名、 子ども ２ ７ 名、 未就学児１ ７ 名、 ス タ ッ

フ等８ １ 名の総勢 167 名で、 かわごえ環境ネッ ト

が主催する 森を 舞台にし た活動では最大規模の

も のになり ま し た。  

 イ ベント では A「 森のス タ ンプラ リ ー&ネイ チャ

ーゲーム」、 B「 木工ワ ーク ショ ッ プ」、 C「 秋野菜

の収穫体験&読み聞かせ会」 の３ つのグループに

分かれてアク ティ ビ ティ を 体験し た後、 合同で

「 森で歌おう 」 と 「 プチマルシェ 」 を楽し みま し

た。 たく さ んの子供たちと その親御さ んが森を訪

れ、 自然に触れあい、 貴重な機会になり ま し た。 

 それぞれのアク ティ ビティ では、 かわごえ環境

ネッ ト のメ ン バーがこ れま で蓄積し てき た自然

を楽し む知恵、 こ の場所を守っていく ために生ま

れた人と のつながり が存分に発揮さ れ、 森の各所

で素敵なアイ デアが表現さ れま し た。 そし て今回

のイ ベント では、 大木農園、 なる かわ農園、 矢部

農園、 たばちゃん農園、 川越緑のサポータ ー、 福

原小学校有志の会、 あけぼのホールに協力いただ

き 、 主催団体だけでは叶わなかったよ り 多様な風

景を森の中でつく り だすこ と ができ ま し た。 心よ

り 感謝いたし ま す。 川越で暮ら す未来の子供たち

にためにも 、 かわごえ環境ネッ ト では豊かな自然

を 残す活動を こ れから も 続けていき たいと 思い

ま す。   

本イ ベント は川越市の市制施行 100 周年記念事

業の提案型事業と し て採択さ れ、 実施し ま し た。

（ 森フェ ス 実行委員長 増田知久）  

 

Aグループ 森のス タ ン プラ リ ー&ネイ チャ ーゲーム 
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Bグループ 木工ワ ーク ショ ッ プ By. 川越緑のサポータ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cグループ 収穫体験&読み聞かせ会 By. 大木農園、 福原小学校有志の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/B/C合同 森で歌おう &プチマルシェ  By. あけぼのホール、 地域の農家さ ん 
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５  2022 年ク リ ーン活動の報告 

 

 2022 年も かわごえ環境ネッ ト が主催する ク リ ー

ン活動を春夏秋冬の年４ 回実施し ま し た。 リ ピ ー

タ ーの方から 初参加の方ま で、 ３ ０ 名～７ ０ 名近

く と たく さ んの市民に参加頂き 、感謝いたし ま す。 

「 ま ちがき れいになる と 気持ちがいい、 ク リ ー

ン活動は気軽に参加でき る ボラ ンティ ア、 いつも

と は違う ま ちの様子がみら れて楽し い」、ク リ ーン

活動に参加し てく れた方々から 、 こ う いった感想

をいただき ま す。 普段あま り 気に留める こ と のな

い小道やま ちの隘路に目を 凝ら し ながら ゴミ を拾

っていく ク リ ーン活動、 いつも と は違う 川越のま

ちの表情と 出会える き っかけになっていま す。 こ

れから も 自分たちが暮ら すま ちを大切にし ていこ

う 、 そんな思いを抱いて今後も ク リ ーン活動を続

けていければと 思いま すので、 ご支援の程よ ろし

く お願いいたし ま す。（ 増田知久）  

 

≪2022 年の実施概要≫ 

「 春の里山 自然観察&ク リ ーン活動」  

日時： ５ 月１ 日（ 日） 9: 30-11: 30 

場所：（ 仮称） 川越市森林公園計画地 

参加者数： ４ ４ 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 川越ま つり 会場事前ク リ ーン活動」  

日時： １ ０ 月９ 日（ 日） 9: 30-11: 30 

場所： 川越ま つり 会場 

参加者数： ３ １ 名 

「 夏の郊外ク リ ーン活動」  

日時： ７ 月１ ８ 日（ 月） 9: 30-11: 30 

場所： やすら ぎのさ と ～川越警察署周辺 

参加者数： ４ ７ 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 歳末ま ち美化活動」  

日時： １ ２ 月１ ８ 日（ 日） 9: 30-11: 30 

場所： 中心市街地 

参加者数： ６ ９ 名
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【 報告】 春の里山 自然観察&ク リ ーン活動（ ５ 月１ 日）                      

2019 年から 始ま った「 春の里山自然観察＆ク リ

ーン活動」、 ４ 回目の今年は５ 月１ 日（ 日） に（ 仮

称） 川越市森林公園計画地で実施、 新型コ ロ ナウ

イ ルス 感染防止（ マス ク 着用、 体温測定、 手の消

毒） を図り ながら の活動でし た。  

参加者は９ 時３ ０ 分に集合、 参加者は市民の

方々３ ４ 名、ス タ ッ フ１ ０ 名、合計４ ４ 名でし た。

参加者の年齢は８ 歳～８ ０ 歳代と 幅広い年齢構成

で、 高齢者の元気さ が特筆さ れま す。  

活動に先立ち、 下見を ４ 月２ ６ 日に行ったと こ

ろ、 ゴミ がほと んど有り ま せんでし た。 よ って参

加者には自然観察を行っていただき 、 ス タ ッ フ が

たま に落ちている ゴミ を拾う こ と で活動を実施し

ま し た。  

ゴミ が少なく なった理由は、 かわごえ環境ネッ

ト 自然環境部会や「 木びちっこ の会」 等の保全活

動と 市民の協力によ り 、 森がよ り き れいに保たれ

ている 成果と 考えら れま す。  

参加者は、かわごえ環境ネッ ト が 2021 年に上梓

し た、 新訂版「 川越の自然」 を使用し ての観察、 A

組は賀登さ ん、B組は横山さ んの案内と 説明、新緑

の森の中を、 キンラ ン、 ギンラ ンを見ながら 植物

観察をし ま し た。 説明は初心者でも 興味が湧く 分

かり 易い内容でし たので好評でし た。  

１ １ 時３ ０ 分、集めたごみを南文化会館( ジョ イ

フル) で分別し 、集合写真を撮り １ １ 時４ ５ 分に解

散、 １ ２ 時頃から 雨がポツ リ ポツ リ と 降り 始め、

ラ ッ キーな活動でし た。（ 菊地三生）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 報告】 夏の郊外ク リ ーン活動（ ７ 月１ ８ 日）                          

かわごえ環境ネッ ト では、 春夏秋冬の４ 回のク

リ ーン活動をし ており ま す。７ 月１ ８ 日（ 月） に市

民、 団体や事業者に参加を 呼びかけ「 夏の郊外ク

リ ーン活動」 を行いま し た。  

９ 時３ ０ 分に「 やすら ぎの里」 に集合し た参加

者は４ ７ 人、 昨年は３ ９ 人、 コ ロ ナウ イ ルス 感染

対策のため、体温測定、手の消毒を行い、三密に配

慮し ま し た。９ 時４ ５ 分、参加者は５ 班に分かれ、

各リ ーダーの誘導で国道１ ６ 号、 254 号などの道

路や空地の清掃活動を開始、 １ １ 時過ぎに「 やす

ら ぎの里」 に戻り 、 集めたごみの分別作業を行い

解散いたし ま し た。 猛暑の中、 熱中症に気をつけ

ながら の活動でし たが無事終了し ま し た。  

今年の参加者の内訳は、 武州ガス 、 ビージーエ

ンジニアリ ング、 本庄ガス 社員有志１ １ 名、 第一

生命川越西部オフ ィ ス 社員有志１ ４ 名、 市民の

方々、 かわごえ環境ネッ ト 会員など、 １ １ 歳～ 

８ ５ 歳の幅広い年齢構成でし た。 あり がと う ござ

いま し た。 なお、 今回は東洋大学総合情報学科学

生がプラ ス チッ ク ゴミ の研究のために参加、 集め

たゴミ 分類や参加者へのアンケート 調査を行いま

し た。 今回のク リ ーン活動は、 かわごえ環境ネッ

ト 社会環境部会の支援、 渡辺利衞さ んの尽力によ

り 行われま し た。 あり がと う ございま し た。（ 菊地

三生）  

 

ナラ 枯れの説明 切り 株から キノ コ  
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【 報告】 秋のク リ ーン活動「 川越ま つり 会場 事前ク リ ーン活動」（ １ ０ 月９ 日）           

１ ０ 月９ 日（ 日） に第７ 回秋のク リ ーン活動を

行いま し た。 今年は市制 100 周年記念の川越ま つ

り が１ ０ 月１ ５ 日、 １ ６ 日開催さ れま し た。 コ ロ

ナ以前はお祭り の最中にク リ ーン活動を行ってお

り ま し たが、 今年は事前ク リ ーン活動と し て行い

ま し た。  

９ 時３ ０ 分に本川越駅前交番前に集合、 参加者

３ １ 名、 ５ コ ース に班分け、 各班のリ ーダーと 一

緒に参加者は蔵造り や旧市街のゴミ 拾いを行いま

し た。  

集めたゴミ は中央公民館で分別し 、 １ １ 時３ ０ 分

に解散し ま し た。 今年は親子で参加の方や学生の

参加も あり 会話が弾む楽し い活動の半日でし た。  

なお、 夏の郊外ク リ ーン活動に引き 続き 東洋大

学総合情報学科学生 丹優介君 がプラ ス チッ ク ゴ

ミ の研究のために参加、 集めたゴミ 分類や参加者

へのアンケート 調査（ サンプル数２ ６ ） を実施し

ま し た。（ 菊地三生）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 報告】 歳末ま ち美化活動（ １ ２ 月１ ８ 日）                                 

2003 年から 始ま った中心市街地の歳末ま ち美化

活動、 ２ ０ 回目の今年は１ ２ 月１ ８ 日（ 日） に実

施、 天気は快晴で風無し 。  

９ 時３ ０ 分に本川越駅前交番前に集合、 参加者

は 69 名。 市民、 かわごえ環境ネッ ト 会員、 武州ガ

ス と 関係会社の方々、 大東建託川越支店の方々な

ど、２ 歳～８ ０ 歳代の幅広い年代の参加者でし た。 

小瀬理事長の挨拶、 集合写真の撮影（ 駅前交番

のお巡り さ んに撮影を依頼）、ク リ ーン名人の渡辺

利衛さ んよ り ごみ収集の仕方と コ ース の説明の後、

参加者は７ コ ース に分かれク リ ーン活動を開始し

ま し た。  

参加者はま ち美化活動のゼッ ケンを付け、 空き

缶・ 紙く ず・ タ バコ などを拾いながら 、師走の市内

ゴミ 拾い開始 見えないと こ ろにゴミ が 

中央公民館での分別作業 頑張り ま し た。  旧永島邸前で 
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中心部を回り 、中央公民館で収集し た「 ごみ」 を分

別し 解散し ま し た。 尚、 参加者には会員カンパで

購入し た川越の銘菓をお土産と し ま し た。  

ごみ拾いは、 ま ち美化の効果と と も に、 歩行や

屈伸を行う こ と によ り 、 エク ササイ ズ（ exerci se 

英語で運動の意） の効果も あり ま す。 来年も 振る

って多く の方々のご参加を！！（ 菊地三生）

 

 

渡辺利衞さ んよ り ごみ拾いの説明 本川越駅ぺぺ間前に集合 

仲町交差点にて 中央通り でのご み拾い 中央公民館での分別作業 

側溝の蓋に挟ま った吸い殻を 
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６  自然環境部会の活動 

（ 年次報告 2023 年１ ２ 月 2022 年度（ 令和４ 年度） 2022 年４ 月～2023 年３ 月）  

 川越の自然の 調査・ 保全再生活動 

（ １ ）  「 ( 仮称)  川越市森林公園」 計画地での活動 

武蔵野の雑木林は川越の原風景と も いえ る 自然遺産ですが、 現在次々と 失われて いま す。  

市内に 1996 年には 510ｈ ａ あ り ま し た が、 2019 年は 332ｈ ａ にな り 、年平均８ ｈ ａ の減少で計

算上はあ と ４ ０ 年ほど でゼロ にな り ま す。 ど こ で下げ止ま り にな る のでし ょ う か。  

 2019 年頃から ナラ 枯れが広がり 始め、林内に夏な のに葉が茶色にな っ た コ ナラ を 見る よ う に

な り ま し た 。ナラ 枯れは急速に広範囲に広がっ て いき 市内の殆ど の雑木林で確認さ れて いま す。

川越だけ でな く 近隣の平地林で も 同じ よ う な 状況です。 戦後ほと んど 循環的な 手入れを し な い

でこ こ ま でき た 平地林が、 カ シ ノ ナガ キ ク イ ム シ の格好のタ ーゲッ ト にな っ た のです。 今後、

里山の風景がど う な る か危惧さ れま す。   

 三芳・ 所沢・ 川越の畑作地で 営ま れて いる 循環型農業（「 武蔵野の 落ち 葉堆肥農法」） が

2017 年に「 日本農業遺産」 と し て 認定さ れ、 2023 年７ 月には「 世界農業遺産」 に認定さ れ

ま し た 。 川越の福原地区に「（ 仮称） 川越市森林公園」 計画地と し て ３ ８ ｈ ａ ほ ど のま と ま

っ た 雑木林（ 一部畑地） があ り ま す。 平成１ ６ 年に公園化の基本構想が出さ れま し た が、 ま

だ実現にはいた っ て いま せん。そ

の 内１ ０ ｈ ａ 余り の 公有 地化さ

れた エ リ ア を 中心に「 森のさ んぽ

道」 が敷設さ れ、 多く の市民が散

歩に訪れて いま す。こ こ は 500 種

以 上も の 動 植物の 生息が 確認さ

れて いる 、川越でも 第一級の在来

種遺伝子プールです。  

実は こ こ は 川越 の 循 環型 農 業

のメ ッ カ と も いえ る 平地林で、今

も 農用林と し て 活 用さ れ て い る

エ リ ア があ り ま す。環境ネ ッ ト 自

然 環境部会 で は こ の すば ら し い

木 林を 広く 市民に 知っ て い た だ

く た め、ま た 次世代に引き 継ぐ た

めに自然観察会の開催や、 調査・

保全・ 再生活動を 行っ て いま す。 

「 森を 知り 、森を 楽し み、森

を 育て る 」 を 合言葉に 毎月第２

と 第４ の月曜日の午前中、２ ０ 名

前 後の 会員 が ボ ラ ン テ ィ ア に 参

加し て いま す。 2022 年はコ ロ ナ

禍 で は あ り ま し た が ２ １ 回活動

し 、 延べ 382 名が参加し ま し た 。  

 

参加者

1月 10日 話し合い・観察 来年度の計画 22

24 保全活動 初雁高校向い側（オドリコソウの森） 20

2月 14 保全活動 雨天　林内散策 15

28 保全活動 ナラ枯れ学習会（黒田氏講演録画） 20

3月 14 保全活動 巣箱の点検・取り換え 22

28 調査・観察 ウグイスカグラなど早春の花 20

４月 11 調査・観察 スミレ、樹木の新緑 17

25 調査・観察 キンランなど希少種調査 19

５月 9 調査・観察 キンラン、 クチナシグサ等調査 19

23 調査・観察 希少種調査 21

６月 13 調査・観察 片倉城址公園観察会（八王子） 12

27 保全活動 「武蔵野ふれあいの森」草刈り 17

７月 11 調査・観察 ヤマユリ、クモキリソウ 21

25 保全活動 「武蔵野ふれあいの森」草刈り 14

９月 12 調査・観察 森フェスの話し合い・秋の七草 25

26 保全活動 「リョウブの森」手入れ 20

１０月 10 保全活動 林内観察 17

24 調査・観察 小雨　森フェスのポイント場所決め 9

１１月 14 保全活動 森フェス最終確認 17

28 保全活動 森フェス振り返り・リンドウ観察 15

１２月 12 保全活動 A3エリア手入れ作業 20

合計 382

1月 9 話し合い・観察

23 保全活動 A3エリア手入れ作業

「（仮称）川越市森林公園」計画地　調査・保全グループ

　　2022年活動計画　　実績
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①  冬の 雑木林   

１ 月１ ０ 日が年明け 最初の活動日でし た 。 こ の日は例年、 一年間の予定を 話し 合いま す。 そ  

の後、 初冬の林内を 巡り ま す。 こ の時期の雑木林は静ま り 返っ て いて 、 樹々も 葉を 落と し 梢が

青空に映え て いま す。 林床は落ち 葉で埋ま っ て いま す。 一昨年から 顕著にな っ た ナラ 枯れ被害

木を かな り 見かけ る よ う にな り ま し た 。 林の衰え がこ のよ う な 形で出て き ま し た 。  

ま た 、 こ の時期に野鳥の巣箱の営巣確認と 掃除を し て いま す。 冬はシ ジ ュ ウ カ ラ 、 エナガ、

ア オゲラ な ど 野鳥の声がよ く 通り ま す。 ２ ０ 数個掛け た 巣箱を 下ろ し て 、 営巣の有無を 確認し

掃除を し て 、 ま た 春の繁殖に備え ま す。 例年７ 割く ら

いの確率で利用さ れて いま す。 巣箱はシ ジ ュ ウ カ ラ が

利用する のですが、 あ の小さ な 鳥が巣箱の中に２ ０

グ ラ ム 以上の巣材を 運ぶのです。 コ ケ 、 獣毛、 中に

は毛糸のよ う な も のも 集めて いま す。  

年明け 早々に農家のク ズ 掃き （ 落ち 葉掃き ） がは

じ ま り ま す。 こ のエリ ア の農用林では地主さ んが精

力的にク ズ 掃き を し ま す。 ボ ラ ン テ ィ ア の方々も 手

伝っ て いま す。  

こ の 雑木林で 最初に 花を 咲か せる の は ウ グ イ ス

カ グ ラ で す。 ２ 月の中旬には星の形の赤い花が見ら

れま す。 シ ュ ン ラ ン も こ の頃か ら 咲き 始め、 ５ 月頃ま で 長い花期です。 ま た 、 こ の季節は落

葉樹の 冬芽が観察で き 、 葉がな く て も 樹種を 確認する こ と がで き ま す。 こ れも 冬場の 楽し

み方で す。  

②  春の 雑木林 

３ 月末頃から 林は一気に新緑にぬり かえ ら れま す。ウ ワ ミ ズ ザク ラ 、ア カ シ デから 始ま り ４  

月中旬にはほぼ新葉が出そろ いま す。４ 月下旬から は希少種の調査です。キ ン ラ ン 、ギ ン ラ ン 、

ク チナシ グ サ、 イ チヤク ソ ウ な ど 分布調査を し て いま す。  

 樹木も こ の時期、 花を 咲かせま す。 ヤ マザク ラ はそ こ かし こ にあ り 、 林に明かり が灯っ た よ

う です。 ウ ワ ミ ズ ザク ラ は白いブラ シ のよ う な 花で樹木全体が白っ ぽく 見え ま す。 美し い花々

は足早に咲き 終わり 、 ５ 月末頃には林はすっ かり 濃い緑にな り ま す。  

 

 

 

 

③夏の 雑木林 

 

 

 

キンラン 
4/6 新緑の散歩道 

3/28 ヤマザクラ 

巣箱の掛け替え 年々危なっかしくなる 
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③  夏の 雑木林 

夏は生き 物にと っ て 成長、 繁殖の大切な 時期です。 樹木はいっ ぱいに葉を 広げ、 空を 見上げ

て も ギ ャ ッ プはあ り ま せん。 足元には昆虫、 ク モ、 ト カ ゲの類がう ご めいて いま す。 2022 年の

夏は６ 月２ ５ 日こ ろ から 連日３ ５ 度以上の猛暑が続き 、 ６

月２ ７ 日には観測史上最短の梅雨明け と な り ま し た 。 そ の

後も 猛暑が続き 、 雨の少な い夏で 雑木林はカ ラ カ ラ にな り

ま し た 。 キ ノ コ も こ の年は少な 目でし た 。  

夏場の 雑木林の手入れは旺盛な 草と の格闘です。 こ の林

は外来種はあ ま り 入り 込んで いま せんが、 ア ズ マ ネ ザサな

ど は刈っ て も 刈っ て も 繁茂し て いま す。 在来の希少種を 刈

ら な い様、 手刈り のあ と 動力で 刈払いし て いま す。  

７ 月１ ０ 日には「 キ ノ コ の観察会」、 ７ 月３ ０ 日には「 虫

の観察会」 が市民の方を 対象に行われま し た 。  

 

 

④  秋の 雑木林 

１ １ 月にな る と 樹木の実は次第に色づいて き て 、ム ラ サキ シ キ ブの紫、ガマズ ミ の赤が色を  

そ え ま す。 こ れら の実は野鳥た ち の貴重な 食べ物にな り ま す。 そし て 種を 落と すので樹木の散

布役を し て いる こ と にな り ま す。 ウ グ イ ス カ グ ラ やガ マズ ミ はこ の雑木林にかな り の本数があ

り ま すが、 ほと んど が鳥達の仕事でし ょ う 。 手入れの際に簡単に切ら れて し ま いがち ですが、

生き 物の多様性のた め残す手入れを し て いま す。 こ の頃リ ン ド ウ が林床を 飾り ま す。 薄紫色の

釣鐘のよ う な 花を 見る と 、 信州かど こ かの高原にいる よ う な 気分です。 身近にあ る 美し き ス ポ

ッ ト です。  

こ こ で今年は環境ネッ ト が市制 100 周年記念行事と し て 、「 森フ ェ ス i n  川越 2022」 を 行い

こ の森のすばら し さ を 市民に発信し ま し た 。 １ １ 月１ ９ 日(土)、 参加者が親子 100 名あ ま り 、

ス タ ッ フ ６ ０ 名の大規模イ ベン ト でし た 。 詳し く は全体事業の項を ご 覧く ださ い。  

自然環境部会のメ ン バーが毎月こ の地の生き 物調査を 続け て １ ５ 年ほど にな り ま す。 植物、

動物（ 昆虫、 ク モ、 爬虫類、 哺乳類な ど ） に関する データ は市のデータ ベース 構築に登録し て

将来的に利活用でき る よ う にま と めて いま す。                         

 

 

夏の植物調査 

11/19 森フェス  森フェス 落葉のステンドグラス 森フェス 音楽・マルシェ会場 
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ガマズミは野鳥の好物 

 第 2 武蔵野ふれあいの森の手入れ 

最近は少なくなったルリ ビタキ 

⑤  保全・ 再生活動 

「 ( 仮称)  川越市森林公園」 計画地の公有地の保全再生活動は１ ６ 年目にな り ま す。当初はジ

ャ ン グ ル状態にな っ た 放棄地を 手入し て いま し た が、 最近は生物多様性保全のた め、 植生を 調

査し な がら の手入れを し て いま す。 こ のよ う な 課程で新た に絶滅危惧種が見つかっ た り 、 在来

のオド リ コ ソ ウ な ど 希少種の再生につな がっ た り し て いま す。  

夏場は旺盛に育っ た 林床の草刈り を し て いま す。 ト イ レ のあ る 「 第２ 武蔵野ふれあ いの森」

は散歩する 市民も 多く 人気のコ ース です。 手刈り 班と 動力班で丁寧に草刈り を し て いま す。  

2022 年の秋は台風は少な く 、 倒木や枝折れの被害はあ ま り 出ま せんでし た が、 雑木林にと っ

て 悲劇的な 現象が確認さ れま し た 。ナラ 枯れの被害がかな り 及んでいた のです。全国的には様々

な 場所で発生し て いま すが、 ついにこ の雑木林でも ５ ０ 本以上の被害木がでま し た 。 防護対策

は難し く 、 被害木は伐倒し 持ち 出すし かな い状況です。 公有地は行政が対応、 民有地はボラ ン

テ ィ ア が伐倒し て いま すが、 大変な 労力と 費用です。  

 １ １ 月はシ ュ ン ラ ン やイ チヤ ク ソ ウ な ど 植生豊かな ゾ ーン の手入れに取り 掛かり ま し た 。 樹

木も ４ ０ 種く ら いあ り 、 将来高木層にな る ヤマザク ラ 、 ア オハダ、 ア カ シ デの幼樹は選択的に

残し て いま す。 ま た 、 野鳥のた めに身のな る 木、 ウ グ イ ス カ グ ラ 、 ガ マ ズ ミ 、 ウ メ モド キ な ど

も 残すよ う にし て いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      （報告 賀登環） 

11 月になるとそこかしこにリ ンドウ が 
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（ ２ ） 池辺公園の調査・ 保全活動                  

池辺公園は入間川流域、 八瀬大橋の近く にあ り 、 面積

1. 3ha の小さ な雑木林です。その昔、く ぬぎ山がダイ オキ

シン 問題で全国的にニュ ース にな っ て いた頃、 その産廃

が一部八瀬大橋河畔に運びこ ま れていた と いう 情報も あ

り ま し た。 そこ かし こ にゴ ミ 山ができ 、 明ら かに不法投

棄ゴ ミ の捨て場になっ ていま し た 。 いま ではほと んど が

撤去さ れていま すが、 一部ゴ ミ 山が残っ ていま す。  

 こ のよ う な背景の中で平成２ ０ 年に川越市によ り 公園

化さ れま し た。埼玉県生態系保護協会によ る 平成 19 年の

基本調査でキ ツ ネノ カ ミ ソ リ 、 ハグ ロ ソ ウ など の絶滅危

惧種があ る こ と が分かり 、 開園当初から こ れら を 保護育

成する た めに自然環境部会が協力する こ と にな

り 、 今日に至っ ていま す。  

ま た、 造園業者の方が草刈り 作業時にア ズマイ

チゲの生息を 発見さ れ、 川越ではこ れま で確認が

な く 珍し い種ですので合わせて 保護する こ と に

なり ま し た。 そのアズマイ チゲは気難し く なかな

か花を 付けま せんでし た。 こ の１ ０ 年間、 多い時

で３ ０ 花ほど でし たが、 2021 年の春にはナン ト 、

一気に 300 以上の開花でし た。 こ れま で他市の生息地の調査

など し て開花の少ない原因を 探っ てき ま し たが、 分から ずじ

ま いでし た。 なぜ、 こ こ でこ のよ う に多く 開花し たのか、 例

えば十分に葉が広がり 栄養を 蓄え 、 開花期が巡っ てき たと も

考えら れま す。 次年度にど う なる か、 気になる と こ ろ でし た

が、 残念ながら 2022 年の開花数は寂し い限り でし た。  

 こ の林はずっ と 昔は入間川の氾濫があ っ たと 思われま す。

今でも 水を 好む植生が見ら れ、 エノ キ、 イ ボタ ノ キなど が多

く あり ま す。 福原地区の乾燥気味の雑木林には見ら れない植

生です。 ま た、 ニセア カ シア（ ハリ エン ジュ ） が道路沿いに

多いのも 特徴です。 ５ 月下旬から の開花期は、 いい香り が漂

いま す。  

 自然環境部会では毎月第２ 火曜日を 定例の活動日と し 、  

１ ０ 人前後で調査保全活動を 続けてき ま し た 。 植物データ は

200 種ほど です。 他では見ら れな い希少種も あ り 大切にし た

い場所です。 池辺公園周辺はモト ク ロ ス やサバイ バルゲーム

場、 サッ カ ーコ ート な ど に利用さ れおり 、 採石場へのダン プ

の出入り も 多く かなり 埃っ ぽく 、 荒れた 雰囲気です。 さ ら に

一時は不法土砂堆積も あ り ま し た。 こ のよ う な中で池辺公園

はオアシス のよ う な場所です。「 コ ロ ナ」 の影響か、 最近は散

策に訪れる 方も 多く なり ま し た。  

植物調査の様子 

アズマイチゲなど希少種の経年開花数 

ゴミの不法投棄 

 

夏の暑い時期に咲くキツネノカミソリ  

2019年 2020 2021 2022

アズマイ チゲ 10 30 300 10

キツ ネノ カミ ソ リ 302 468 332

ウ バユリ 44 32 78 84

希少種の花数
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（ ３ ） 調査活動・ 観察会など の報告 

2022 年も コ ロ ナ禍が続き 、 社会全体が常にコ ロ ナを 意識し ての有り 様と なり ま し た。 当然環境ネ

ッ ト の活動も 感染対策を 前提と し たも のになり ま し た。 緊急事態宣言の発令はあり ま せんでし たが、

ま ん延防止重点措置が 1 月中旬から 3 月中旬頃ま で発令さ れていてこ の間のイ ベント はほぼ自粛と な

り ま し た。 その後は感染対策を と っ たう えで観察会など を 開催し ま し た。  

ま た、 調査活動は会員の少人数ですので密になら ぬよ う 配慮し て予定通り 活動し ま し た。  

    

①「 生き 物調査の報告」 発行                            

 川越市環境基本計画・ 緑の基本計画において 、

野生生物の分布・ 生態等に関する 調査・ 研究が位

置づけら れていて、 市は 2017 年から 「 かわご え

生き 物調査」 の施策を 開始し ま し た。 かわご え 環

境ネッ ト はそれ以前から 生き 物調査を 実施し て い

て、 その後全面的に協力し ていき ま し た。  

 市が募集し た市民調査員の方、 環境ネッ ト 会員

が精力的に調査し 、 2017 年から 2021 年ま での 5

年間で延べ 2 万件にのぼる データ が集積さ れま し

た。 こ れら を 環境ネッ ト 生き 物小委員会で統計分

析を し ま し た。 植物 834 種、 鳥類 126 種、 昆虫

366 種、 ク モ 33 種など の生息がメ ッ シュ コ ード 別

に分析でき ま し た。  

 こ れら の貴重なデータ を 写真のよ う な冊子にま

と めま し た。 A4 版、 オールカラ ー、 46 ページの

体裁。 400 部の出版で環境ネッ ト の費用で賄いま

し たので無料です。  

 

 

 

 

② 今年実施し た生き 物調査 

（ ⅰ）  寺尾調節池 4 月 20 日(水) 

  植物 78 種（ RD :コ ウ ホネ、 オニナルコ ス ゲ、 タ コ ノ アシ）  鳥類 15 種 その他 6 種 

 

（ ⅱ）  水上公園 5 月 17 日(火) 

植物 126 種（ RD :ノ ニガナ、 ジャ ヤナギ）  鳥類 3 種 その他 6 種 

 

（ ⅲ）  鯨井（ 小畔川土手周辺） 6 月 22 日（ 水） 9 名参加 

植物 85 種（ RD :カワ ヂシャ 、 ミ ク リ ）  鳥類 9 種 その他 10 種（ 水路にナマズ、 コ イ 、 オイ カ

ワ  水田にホウ ネン エビ ）  
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（ ⅳ）  安比奈親水公園 7 月 27 日(水) 9 名参加 

 連日の猛暑日、 調査日の天気予報でも 熱中症注意の報が出る など 、 厳し い暑さ の中での調査を 覚悟

し 、 参加人数も 少ないのではないかと 予想し ていたが、 結果的に 9 名も の方に参加し ていただい

た。 調査を 開始する 頃にはすでに日差し が照り 付け始め、 参加者にはこ ま めな休憩と 水分補給を お願

いし た。  

こ の親水公園は入間川の広い河川敷を 利用し た広さ 18ha の広大な公園で、 中心は球場、 テニス コ

ート など のス ポーツ 施設及び芝生広場など が整備さ れている 。 ただし 、 公園の縁に僅かに植栽樹木は

ある が、 全体で見る と 至っ て日陰のないと こ ろである 。 公園中央には小川が南北に流れ、 公園西端を

小川と は別の水路が流れる 。 調査はこ の公園西端を 流れる 水路に沿っ て中央口付近から 下流方面に向

かい、 途中サイ ク リ ングロ ード に沿っ て八幡橋手前ま での往復コ ース 。 ま た、 予定と は別に入間川河

川敷の一部も 調査し た。  調査を 始める と 間も なく 9 名は期せずし て、 3 名ずつ 3 班に分かれた。

[ 植物主体チーム] が 2 班、 [ 昆虫・ 鳥主体チーム] が 1 班で、 昆虫主体の 3 人は昆虫を 求め八瀬大橋

方面にど んど ん進みすぐ に姿が見えなく なっ た。 植物班は、 じ っ く り 観察チームと 、 ペース 配分考慮

の中間ス ピ ード チームで、 調査ペース も 3 者３ 様で個性が出ていた。 調査終盤のサイ ク リ ン グロ ー

ド に入る と 、 先に行っ て戻っ てき た班と 、 調査中の班が合流し そこ で若干の情報交換等行っ たが、 そ

ろそろ予定時間でも あり その場で解散し た。 本日の調査結果は次の通り で調査の中心と なっ た水路沿

いの道と 水路脇の雑木林と 併せ、 相当の植物を 調査でき た。  

・ 植物 135 種『 県のレ ッ ド データ 掲載種 1 種、 外来種 40 種（ 帰化植物比率 29． 6％）』  

・ 昆虫 17 種、  ・ 鳥類 8 種、  ・ その他 2 種  

 

 

 

エ ノ キ の 若 い 果快晴、 暑い日 終盤に各班合流 

ク ル マ バ ザ ク ロ ソ ウ ヤブラ ン  コ マツ ナギ  
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（ ⅴ）  仙波河岸史跡公園 8 月 29 日(月) 10 名参加 

植物 115 種（ RD :コ ウ ホネ）  鳥類 10 種 昆虫 23（ ラ ミ ーカ ミ キリ 等）  その他 5 種 

 

（ ⅵ）  水上公園 9 月 16 日(金) 10 名参加 

実施日時  2022 年 9 月 16 日（金） 9：30～12：30 天候 晴れ 

今年度の生き 物調査では、「 川越水上公園」 及び「 寺尾調整池」 については春と 秋の二回調査を 行

い季節ごと 植生等の違いを 観察する こ と と し ている 。 今回、 川越水上公園での調査は、 春季同様池の

縁を 千年の森に向かい、 その後土手を 越えて河畔林を 上流方向に進み、 ムク ロ ジを 観察後公園内に戻

る コ ース を 調査フ イ ールド と し た。 本日の参加者は 10 名で、 いつも ながら 植物・ 昆虫・ 鳥類等に詳

し い方々に参加し ていただける ので心強い。 少し 残念なのは、 管理者によ る 草刈り 時期と 重なっ て、

き れいに草刈り さ れた後を 調査し て回る と いっ た状況で、 ヨ モギなど の直立し た茎を のばす直立型草

本は刈り 取ら れてあま り 姿が見ら れず、 シロ ツ メ ク サやカキド オシなど 匍匐型や、 オオバコ 、 セイ ヨ

ウ タ ンポポなど の踏み付けに強いロ ゼッ ト 型の背の低い植物が目立つ。  

河畔林に入る と 目の前で乗用草刈り 機が散策路に沿っ て走っ ている 場面に出く わし た。 圧倒的な

機械力で瞬く 間に植物を 根こ そぎ刈っ て走り 去る 様子を 目の当たり にする と 、 植物に限ら ずそこ に生

息し ている であろう 昆虫など の生物が、 一網打尽に消滅さ せら れている のではないかと 想像し てし ま

う 。 そし て、 生物多様性の保持を 実践する こ と は管理さ れた公園では難し いこ と を 改めて実感さ せら

れる 。  

それでも 広い公園であ る 。 調査フ イ ールド の周囲、 池の周り 、 狭い範囲ながら ロ ープで囲っ てあ

る と こ ろなど を 丹念に調査し た結果は、 植物は春と ほぼ同じ 127 種（ 春 129 種） で個体数の少ない

植物は特に発見でき なかっ たが、 レ ッ ド データ 掲載種 2 種（ ハグロ ソ ウ 、 ゴ マギ）、 昆虫は天候不順

であっ た春の調査時に比べ、 今回は 23 種（ 春 6 種） と 大幅アッ プ、 鳥類は 8 種（ 春 12 種） 等の結

果を 得た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キボシカミキリ  

オオモクゲンジ ハグロソウ  ツルボ 
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（ ⅶ）  寺尾調節池 10 月 20 日(木) 10 名参加 

寺尾調節池のオニナルコ ス ゲ保全について管理者の川越県土整備事務所に要望書を 提出し 、 配

慮する 旨の回答を 得た。 こ の他、 6 月 23 日に牧野彰吾氏を 講師に「 川越版レ ッ ド データ ブッ ク

を 考える 」 と いう 研修会を し た。  

 

③ 観察会・ イ ベン ト  

 

（ ⅰ）「 社寺林の観察会」  

日時： 2022 年 6 月 18 日(土) 9： 30～12： 00 

参加者： 16 名  講師： 稗島英憲、 山中和郎  

 喜多院、 中院は寺院と し て古刹で由緒ある 立派なも ので

すが、 樹木や草本など 自然に目を 向ける と 、 ま た素晴ら し

いも のがあり ま す。 喜多院には歴史を 彷彿と さ せる 樹木が

あり 、 中院は「 花の寺」 と いわれる ほど 多様な花木があり

ま す。 コ ロ ナ禍の中、 参加者人数を 少なく し て、 感染対策

を 講じ たう えで実施いたし ま し た。 二つのグループに分か

れ、 A グループは喜多院から 出発です。 こ こ で有名な木は

天海僧正お手植えと いわれる コ ウ ヤマキでし ょ う か。 樹齢

は 300 年を 越えま す。 川越では珍し いと 言われる アカガシ

が数本、 幹の中が空洞になり ながら も 懸命に葉を 広げていま

す。 講師の山中氏が空洞になっ たわけを 参加者に聞き ま

す。 雷か、 虫食いか、 中心部が欠落し ても 側の維管束で樹

木は生き ていける 。 樹木の組織の話を 聞く 。 アカガシは準

絶滅危惧（ Ｎ Ｔ ） で、 樹木の RD 種は川越ではと ても 少な

いです。  

 社寺林には仏教に縁のある 木も あり ま すが、 ケヤキ、 ム

ク ノ キ、 ク ス ノ キ、 アラ カシ、 ス ダジイ 等古く から 生育し

てき た大径木も あり ま す。 森林性や樹洞を 利用する チョ ウ

ゲン ボウ 、 アオバズク など の生物も 、 それによ り 守ら れて

き ている のだと 改めて喜多院の「 鎮守の森」 のすばら し さ

を 認識し ま し た。  

 次は中院です。 赤松の変異種であ る 多行松のユニーク な

樹形と 磨かれた幹の赤さ に感心し ながら 歩を 進める と 、 足元

に黄色い絨毯が拡がり ま す。 見上げてみる と 楽し みにし てい

たモク ゲンジの花が、 樹木全体を 覆う よ う に咲き 、 梅雨空の下ひと き わ黄色く 鮮やかです。 こ の観察

会を 6 月に行う のは、 モク ゲンジの鮮やかな花を 見ていただき たいためです。 秋には黒い実ができ て

数珠に使われる そう で、 お寺によ く 植えてある 理由かも し れま せん。 島崎藤村由来の茶室「 不染亭」、

「 狭山茶発祥の地」 の石碑など があり 、 寺院と は別の顔も 見ら れま す。    

 

 

 

 

中院 モク ゲンジの花を 見上げる  

喜多院 空洞になっ たアカ ガシ  
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（ ⅱ）「 キ ノ コ の観察会」  

日時： 2022 年 7 月 10 日(日) 9： 30～12： 00 

講師： 稗島英憲氏、 高杉茂氏 

場所：「 (仮称) 川越市森林公園」 計画地、 南文化会館 

参加者： 19 名、 ス タ ッ フ 4 名 

 こ の夏は 6 月 25 日こ ろから 連日 35 度以上の猛暑が続き 、 6 月 27 日には観測史上最短の梅雨明け

と なり ま し た。 こ のよ う な異常気象の中で水分の欲し いキノ コ は大変です。 下見に行っ ても キノ コ は

ほと んど 出ていま せん。 7 月 10 日の当日も お日様が眩し いほど の好天で、 小さ なお子さ んも 皆で目

を 皿のよ う にし て探し ま し た。 そう する と 少し ずつ草の下から 見つかり 始めま す。 チチタ ケはき ずを

つける と 乳液が出てき ま す。 「 いい匂い、 き のこ の匂いがする 」 と 見つけた方、 こ れが旨みの成分で

す。 ツ ルタ ケ、 ツ チカブリ 、 アミ ス ギタ ケなど が見つかり ま し たが、 イ グチの仲間は例年たく さ んあ

る のに、 ほと んど 出ていま せんでし た。 こ れも カ ラ カラ 天気ゆえでし ょ う 。「 変なも のがある ！」 と

女性の声、 行っ てみる と コ ナラ の幹に肉ま んを 張り 付けたよ う なキノ コ 。 それも 大小 4 個も 。 講師の

方も 初めて見た、 と のこ と で宿題になり ま し た。  

 別の場所に移動し ま すと 、 マツ に栗のよ う なキノ コ がついていま す。 ヒ ト ク チタ ケで中に特定の昆

虫が入り 込んで、 胞子を 拡散し ま す。 サワ フ タ ギタ ケが、 枯れた木にも こ も こ と 発生し ていま す。 弱

っ た樹木にキノ コ が付き 、 木を 徐々に分解し ていき やがて自然に還し ま す。 こ のよ う なキノ コ は腐生

菌と 呼ばれ、 自然界で最終分解者の役目を し ていま す。  

 ひと し き り 、 森の中でキノ コ 探し を し て、 室内に持ち帰り 鑑定です。 例年の半分く ら いでし たが、

じ っ く り 見る こ と ができ ま し た。 ま た変形菌（ 粘菌と も ） を 採取し てき た方がおら れ、 こ ちら も ルー

ペでみて不思議な世界に話が盛り 上がり ま し た。 自然界には不思議がいっ ぱいです。 こ の日はキノ コ

だけでない植物や虫たちと の出会いも 多く あり ま し た。 小さ なお子さ ん方も 飽き る こ と なく 、 動き 回

っ て楽し んでいた様子です。    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ⅲ）「 虫の観察会」  

 日時： 2022 年 7 月 30 日(土)日)9： 30～12： 00   場所：「 (仮称) 川越市森林公園」 計画地 

 参加者： 応募参加者 22 名、 ス タ ッ フ 8 名     講師： 佐々木英世氏（ 埼玉昆虫談話会）  

 

今年の夏は例年にも 増し て「 異常」 が際立っ ていま し た。 6 月下旬に早々と 梅雨明けし 猛暑の日々

が続き 、 やがて戻り 梅雨のよ う な蒸し 暑い日々の 7 月。 そし て新型コ ロ ナ感染者数の急増です。 こ の

よ う な中での開催でし たが、 応募し た方が全員出席さ れ、 最年少はママにおぶわれた 1 歳の坊やから

70 代の方ま で、 家族連れの方が多かっ たです。 室内で課長の挨拶や講師の紹介の後、 網や虫かご を

も っ て林に向かいま す。  

肉まんが張り付いたよう なキノコ 

後日、専門家の鑑定でヒ ラフスベらしいと  
このキノコ、何ですか？  今日見つけ たキ ノ
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最初に草原でバッ タ の仲間を たく さ ん見つけま し た。 ショ ウ リ ョ ウ バッ タ 、 カ マキリ など は小さ

く て、 ま だ子ど も です。 アカハネナガウ ン カも いて、「 えーっ 、 面白い顔！」 と 皆さ ん感動の様子。

次いで、 林の中に入る と ちょ っ と 涼し く て風も 通り 「 気持ちいい。」 の声が。 樹林の中では甲虫の仲

間が見つかり ま す。 シラ カシにカブト ムシがいま し た。 カブト やク ワ ガタ の頭だけになっ たのがたく

さ ん残さ れていま す。 ど う やら カラ ス の仕業ら し いです。 それを 触っ ていた小学生の女の子が「 アー

ッ ！」 と 声を あげ、 周り に人が集ま っ てき ま し た。 ノ コ ギリ ク ワ ガタ の頭だけになっ たのを 触っ たら

指を 挟ま れたのです。 腹や胸を 食われても 、 頭部はま だ生き ていたのです。 講師の説明では「 昆虫は

脳を 3 か所にも っ ている 。」 と のこ と 。 こ れは参加者の皆さ んにも 衝撃的な現象だっ たみたいです。  

ちびっ 子たちも 虫を 捕ま えては講師、 ス タ ッ フ に問いかけ、 親御さ んたちも 積極的に参加さ れて、

集中力の切れない観察会でし た。 こ の日、 観察し た種は甲虫 15 種、 カメ ムシ 9 種、 チョ ウ 6 種、 バ

ッ タ 9 種、 ト ンボ 2 種、 ハチ 4 種 その他ク モ類、 ト カゲの類など 45 種ほど でし た。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ⅳ）「 キ タ ミ ソ ウ 観察会」  

時： 2022 年 11 月 6 日(日) 9： 00～12： 00 

講師： 福原時夫氏、 稗島英憲氏（（ 公財） 埼玉県生態系保護協会会員）   

    

 キタ ミ ソ ウ が川越伊佐沼で初めて“ 発見”（ 確認） さ れたのは 2018 年 11 月 11 日でし た。 それま

で何百年かそれ以上ずっ と こ こ にいたのに、 人間が気づかなかっ たのですね。 いかにも 地味な植物で

普通は目も く れない類です。 発見に至る 経緯はネッ ト 誌 2021 年 11 月号(№181)のコ ラ ム「 川越の自

然を 訪ねて」 に詳し いのでそちら を ご覧く ださ い。 キタ ミ ソ ウ は「 埼玉県希少野生動植物の種の保護

に関する 条例」 の 22 種の動植物のう ちの一つで他の絶滅危惧種と はちがい、 強い保護が求めら れて

いま す。  

今回の観察会は昨年同様、 埼玉県生態系保護協会川越坂戸鶴ヶ 島支部と の共催です。 当日は天候

晴れ、 気温 17℃で快適な観察日和。 広報川越で応募さ れた市民の方、 生態系会員や、 入間市から 来

訪の植物の会の方など 多勢になり ま し たので 2 グループに分かれての行動です。 ま ずは九十川への排

水口付近の群生地へ。 こ こ でま ず、 グーっ と 屈伸運動になり ま す。 何し ろ地面に“ かぶり つき ” でな

いと 見えま せん。 へら 状の小さ な葉を 確認し 、 ルーペでさ ら にその中にある ま こ と に小さ な数ミ リ の

花が見えた時、 参加者の皆さ んから は「 えーっ 、 ホント だ、 花の形し てる ！」 と 歓声があがり ま し た。

ひと し き り キタ ミ ソ ウ を みて、 次のポイ ン ト へ移動です。 伊佐沼を 回り ながら 野鳥や植物にも 注目。

セイ タ カシギ、 ダイ サギ、 ヨ シ、 セイ バン モロ コ シ等々。 北側の蓮を 植える ための中洲に入り ま す。

現在は蓮ではなく 一面のキタ ミ ソ ウ です。  

次は北側の階段や木道のある と こ ろ の湿地帯。 こ こ ではさ ま ざ ま な段階のキタ ミ ソ ウ が観察でき

アカハネナガウンカ これ何ですか？ それーッ 追いかけろ 
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ま し た。 青々と し た葉がし げり こ れから 開花する も の、 既に開花が終わり 種子を 付けている も の、 茶

色く なり 枯れかけたも のなど 。 こ れら のス テージの違いは湿り 具合に依存し ている よ う で、 少し 乾い

てく る と 足早に結実する よ う です。 開花時期も 伊佐沼では 10 月、 3 月頃と サイ ク ルが 2 回繰り 返さ

れま す。  

 最後は二つのグループが合流し 、 ま と めや疑問点など 情報を 共有し ま し た。 小学生の男の子が「 こ

んな所にキタ ミ ソ ウ ある のは知ら なかっ た。」 と いう 感想を 言っ てく れま し た。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ⅴ）「 古谷湿地魚観察会」  

こ のイ ベント は環境政策課主催で、 協力は自然環境部会と

「 小畔川の自然を 考える 会」 です。 10 年以上前から 行われ

ていま すが悪天候や、 増水など でよ く 中止になっ ていま す。

今年は 10 月 29 日(土)、 天気も 良く 穏やかな日よ り で、 親子

6 名ほど の参加でし た。  

 昨年から 市の方で子ど も 用のウ ェ ダーを 準備し 、 お子さ ん

も 中に入っ て、 夢中で魚と り を し ていま し た。 ヌ カエビ 、 ス

ジエビ 、 オイ カワ 、 タ イ リ ク バラ タ ナゴなど が多く 捕れま し

た が、 10 ㎝のギ ン ブナには、 オオーッ と 声が上がり ま し

た。  部屋に戻っ て採捕し た魚類を 皆で観察し ま し た。  

 

 

   

 

                  （ 以上報告 自然環境部会 賀登環）  

採捕した魚類を見る 

キ タ ミ ソ ウ の花             北側階段付近          と にかく し ゃ がみ込む 

何が捕れたかな 底は泥で歩きにくい 
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７  社会環境部会の活動報告 

ネガティ ブな環境の未来から ポジティ ブな未来へ。 気持ちを切り 替え、 言葉で表現し 、 仲間を集め、

アク ショ ンし ていく 、 そんなこ と を想いながら 2022 年は活動をし てき ま し た。 未だ落ち着く こ と のな

い感染症によ る 社会的パニッ ク 、 世界的に不安定な情勢、 失われていく 自然、 そし て進行し ていく 地球

温暖化などマク ロ な事象から はなかなか明る い未来がみえなく 、 不安ばかり が募り ま す。  

し かし 、 私たちが暮ら すま ち「 川越」 では持続可能な社会に向けて動き 続けてき た人、 動き 出し てい

る 人、 動こ う と し ている 人がいま す。 武蔵野の風景を色濃く 残す雑木林での落ち葉掃き 、 生き も の育む

田んぼの保全、 エネルギー効率の良い暮ら し の普及、 ま ちのク リ ーン活動など、 こ う いった身近なス ケ

ールでの活動の中にこ れから の社会をサス テナブルにし ていこ う と いう 人たちがいま す。 そう いった人

たちが身近にいる と 感じ 、自身も 活動に参加する と 、ネガティ ブな状況ばかり ではないと 気がつき ま す。 

そし て、 こ れから も ま ちのそこ こ こ で身近な暮ら し をサス テナブルにし ていこ う と いう 活動が生まれ

てく る でし ょ う 。 明る い未来は身近なコ ミ ュ ニティ にある 、 そんな思いで来年も 活動し ていき ま す。  

 

2022 年は社会環境部会の担当する コ ラ ム「 社会と 環境について思う こ と 」 では、2022 年は５ 件のコ ラ

ムを投稿し 、 身近な自然の大切さ や川越市内の森林の状況、 ま た脱炭素に関する テーマを扱い、 部会メ

ンバーで協力し て、 環境問題に対する 意識啓発をし ま し た。 また、 １ １ ・ １ ２ 月号のコ ラ ムではかわご

え環境 STYLEの投稿をし ま し た。  

 自主活動と し ては、１ ２ 月には環境講演会 2022「 川越の SDGs それってほんと にサス テナブル？」 を

ウ ェ ス タ 川越で開催し ま し た。  

 

【 環境講演会 2022】  

  演題：「 川越の SDGs〜それってほんと にサス テナブル？〜」  

  日時： 2022 年１ ２ 月１ １ 日（ 日） 14: 00-16: 00 

  場所： ウ ェ ス タ 川越会議室１  オンラ イ ン配信 

  参加者数： ２ ７ 名 

 

【 コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と  

（ 17） 身近な公園にある 自然の大切さ ［ 2022 年１ ・ ２ 月号 No. 183］  

（ 18） ナラ 枯れと 森づく り ［ 2022 年３ ・ ４ 月号 No. 184］  

（ 19） 川越の歴史、 文化の再確認、 そし て…［ 2022 年５ ・ ６ 月号 No. 185］  

（ 20） 意識改革が求めら れていま す［ 2022 年７ ・ ８ 月号 No. 186］  

（ 21） 脱炭素社会に向けて （ 3） 水素社会を考える  ［ 2022 年９ ・ １ ０ 月号 No. 187］  

 

【 コ ラ ム】 かわごえ環境 STYLE 

（ 8） kol oro f armと サニーサイ ド テラ ス  ［ 2022 年１ １ ・ １ ２ 月号 No. 188］  
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【 報告】 環境講演会 2022 「 川越の SDGs それってほんと にサス テナブル？」           

講演会の概要 

 １ ２ 月１ １ 日（ 日） に社会環境部会主催の環境

講演会「 川越の SDGs それってほんと にサス テナ

ブル？」 をウ ェ ス タ 川越会議室１ にて開催し 、  

２ ７  名の参加者があり ま し た。 ま た YouTube ラ

イ ブによ る オンラ イ ン同時配信も 行いま し た。  

 本講演では、 川越在住のノ ンフ ィ ク ショ ンラ イ

タ ー／環境ジャ ーナリ ス ト 高橋真樹さ んを お招

き し 、SDGs の本質やある べき 行動指針・ 目標設定

についてお話をいただき ま し た。  

講演の内容 

  講演では、① SDGs のサス テナブルと はどう い

う 意味なのか、 地球は持続可能か、 ②気候変動や

コ ロ ナの問題に私たちはど う 向き 合えばいいの

か、 ③ SDGs はなぜでき たのか、 日本ではどんな

こ と が誤解さ れている のか、④SDGs が最も 大切に

し ている こ と と は、 ⑤日本の SDGs はこ のま ま で

大丈夫なのか、 ⑥川越でそし て私たちひと り ひと

り にはどんなこ と ができ る のか、 ⑦ごみ問題と エ

ネルギー問題について、 ⑧ごみ問題は私たちに何

を突き つけている のか、 ⑨再エネと 省エネの暮ら

し ででき る こ と ってなんだろう か、 について具体

例を交えながら わかり やすく 説明さ れま し た。 特

に SDCs には「 サス テナブル（ 持続可能）」 と 「 ト

ラ ンス フォ ーメ ーショ ン（ 大転換）」 の視点を持つ

こ と が 重要だと 強調さ れたのが印象的でし た。  

質疑応答 

 講演後の質疑応答の中では、 吉野郁恵市議会議

員から コ メ ント をいただいたり 、 原村政樹映画監

督から １ 月公開の映画「 若者は山里をめざす」 の

紹介並びに山里の大切さ について語っ ていただ

いたり し ま し た。  

謝辞 

 今回の講演会の開催に際し て、 ご協力いただい

た講師の高橋真樹さ ん、 社会環境部会の関係者、

そし てコ ロ ナ禍の中、 足を運んでいただいた参加

者にこ の場を 借り ま し て 御礼申し 上げま す。   

（ 宮﨑誠）  

講演会の様子 
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【 社会環境部会コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と             

（ 17） 身近な公園にある 自然の大切さ                    

こ のコ ラ ムについて 

 今回よ り かわご え環境ネッ ト の広報紙がリ ニ

ュ ーアルさ れま し たが、 社会環境部会の担当する

コ ラ ムはこ れま でと 変わら ず、「 社会と 環境につ

いて思う こ と 」 と いう 大き なテーマに対し て、

日々の生活や世の中の動向を 見聞き し ていく 中

で社会環境部会のメ ン バーが感じ ている こ と に

ついてコ ラ ムを通じ てお送り し たいと 思いま す。

リ ニュ ーアル後の第一回は社会環境部会の代表

を務めている 増田が、 身近な公園にある 自然の大

切さ について綴ってみま す。  

子ど も と いっし ょ に行く 公園の風景 

 う ちには１ 歳になったばかり の息子がいま す。

子ど も ができ る と 生活ス タ イ ルが一変し 、 自分が

住んでいる ま ちの中で、 以前はあま り 足を運んだ

こ と のない場所や風景に出会い、 こ れま でと は違

った視点でま ちが見えてく る こ と があり ま す。 そ

のひと つが公園の風景です。 子ど も が手をつない

で歩ける よ う になってから 、 家の近く にある 喜多

院公園によ く 行く よ う になり ま し た。 子ども がで

き る ま では小さ な公園に足を 踏み入れる こ と は

あま り なく 、 ま ちを歩いていても 公園のそばを素

通り する のがほと んど でし た。 ですが最近では、

いざ子ども と お散歩にいってみる と 、 子ども は小

さ な自然を 楽し むこ と ができ る 天才だなと 感じ

る 場面が多く あり ます。 う ちの子ども が特別なわ

けではなく 、 公園で出会う 園児や他の子たちを見

て、 どんな子でも 自然を楽し める 本能のよ う なも

のが備わっている のではと 思えま す。 ほんのちょ

っと し た築山に何度も 登り 降り をし 、 お気に入り

の枝を 見つければいつま でも 手から 離し ま せん

し 、 イ チョ ウ の葉が敷き 詰めら れた黄色のじ ゅ う

たんの上では枯れ葉を ま き 上げていつま でも 戯

れていま す。 大人にと っては一見あり ふれた何の

変哲も ない公園も 、 子ども の目には小さ な自然の

宝庫なのだと し みじ みと 感じ ま す。  

大人と し てでき る 「 プチごみ拾い」  

 ま た、 それと 同時に別の視点も 発見し ま し た。

公園の中にある プラ ス チッ ク ご みやガラ ス 破片

がよ り いっそう 気になる よ う になり ま し た。 自然

や物の存在を感じ る ために、 子ども たちは園内の

あら ゆる も のに手を触れ、 素足で踏みし め、 時に

息子はなめて確かめま す。 身近な大人と し てでき

る こ と は、 環境を整え、 危険なも のは取り 除いて

いく こ と 。  

 最近は息子と 公園に行っ たと き にはビ ニール

袋を持っていき 、 プチごみ拾いをし ていま す。 小

さ い範囲の小さ い活動ですが、 目の前の自然を全

力で楽し む子ど も にと っ ては大き な意義があ る

のではないでし ょ う か。 今後遊びに行く と き も 、

でき る こ と から 続けていき たいと 思っていま す。

（ 増田知久）  

秋の終わり の喜多院公園 
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【 社会環境部会コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と             

（ 18） ナラ 枯れと 森づく り                         

ナラ 枯れの進む平地林 

緑の中を散策する と 気持ちがよ いです。 私は時

間がある と （ 仮称） 川越市森林公園計画地や飯能

市の天覧山・ 多峯主山等の緑の森を散策し ま す。

と こ ろが最近、 ナラ 枯れが原因の「 倒木や落枝注

意」 の看板が見受けら れ、 散策の危険性が高ま っ

ている と いいま す。  

私は７ 年前ま で務めていた会社で、 飯能の社有

林の管理を １ ０ 年間にわたり 従事し ており ま し

た。   

2014 年 ８ 月、 毎日散策と ごみ拾いをし ていた

だいている ボラ ン ティ アの方から ナラ 枯れの木

がある 、 根本にフラ ス が落ちている と の連絡があ

り ま し た。  

埼玉県の担当部局に調査依頼をし たと こ ろ、 カ

シノ ナガキク イ ム シではなく ヨ シブエナガキク

イ ムシであり 、 問題はあま り ないのではないかと

の回答でし た。 県の担当の一人は、 新潟県の群馬

県と の境あたり がナラ 枯れでたいへんだったが、

今は新たな木に更新さ れ青々し ている と の話が

あり 、 ナラ の木の自然淘汰と 理解し ま し た。 昨年

ごろから 、（ 仮称） 川越市森林公園計画地ではカシ

ノ ナガキク イ ムシによ る ナラ 枯れ多く 発生し 、 対

策作業が行われており ま す。 ナラ 枯れによ り 景観

が変わり 、「 倒木や落枝」 の危険性が増し ており ま

す。  

黒田慶子教授の講演と 内容の概要 

２ 月２ 日午後に、 三富地域農業振興協議会主催

で「 三富地域の平地林をナラ 枯れから 守る ために」

と の演題で神戸大学農学部黒田慶子教授のお話

がオンラ イ ン形式であり ま し た。  

「 本来の里山は人が管理する 若い林」 で農用林

と し て管理さ れてき たが、 林が 1950 年代のエネ

ルギー革命で薪が石油に代わり 、 落ち葉（ 堆肥）

が化学肥料に代わり 、 コ ナラ ・ ク ヌ ギの萌芽更新

が行われず、 高齢化・ 大径化し た弱った木にカシ

ノ ナガキク イ ムシが入り 込み、 一緒に病原菌が持

ち込ま れ、 木を枯ら す。 ナラ 枯れ対策のポイ ント

は、 萌芽更新か樹種の転換を図り 、 育った樹木を

販売し 土地所有者に経済的利益を も たら すよ う

にする こ と 。 以上の内容でし たが、 森林管理の業

務を 行っ ていた立場から 見る と たいへん参考に

なる 話でし た。  

おわり に 

1960 年ごろま では、山持ちは大変裕福でし たが、

今は、 山は山持ちにと って負担と なっており ま す。

森林は、 災害防止、 環境、 健康等の多く の重要な

機能を担っており 、 財政難の折り ですが、 公共事

業と し て持続的な保全の推進を 望むも のです。

（ 菊地三生）  

飯能市大字飯能 大径化し たコ ナラ 林と 谷津田 

左（ 仮称） 川越市森林公園計画地 

右 2014 年８ 月 カシナガキク イ ムシの調査 
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【 社会環境部会コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と             

（ 19） 川越の歴史、 文化の再確認、 そし て…             

川越を再確認し 、 情報を 発信 

 私は昨年、 小さ な出版社「 仙波書房」 を起業。

川越市仙波町出身と いう こ と で、「 仙波」 の地名を

付けて命名し 、 出版活動を行っている 。  

 記念すべき １ 冊目は、 出身地である 川越に存在

する 建物をテーマに企画検討を行った。 起業前に

知人と 企画について相談する 機会があり 、 その際

に手厳し い言葉があった。 それは、 私が川越につ

いて勉強不足だと いう こ と を強く 指摘さ れる 。 川

越に３ ０ 年住み、 川越については熟知し ていたつ

も り であったが、 実際のと こ ろ、 何も 知ら ないと

いう こ と を痛感し た。  

 こ のこ と を契機に川越の歴史、 文化を再確認す

る ために、 多く の資料を読み、 多く の人に会う 機

会をつく り 、 積極的に川越を知る よ う に自ら を変

える 。 調べた情報を元に、 地元の人々の話を肉付

けし 、 人々によ る 経験が加わる こ と で、 情報はよ

り リ アルに昇華し ていく 。  

人と の出会いも 、 人が人を呼び、 輪が拡がって

いく こ と を実感。  

そし て、 今度は集めた情報をやさ し く 要約し 、

本にし て発行。 出版社と し て本の発行だけではな

く 、 川越の建物本と 連動し たイ ラ ス ト 原画展、 対

談、 街歩き 、 ツアーガイ ド などを行う こ と で、 さ

ま ざ ま なイ ベント でも 集めた情

報の発信を 行う 。 そのよ う な複

合的な出版活動を 現在も 続けて

いる 。  

「 川越市環境行動計画」 を一読 

 さ て、 図書館で平成２ ９ 年川

越市発行の「 川越市環境行動計

画」 を手に取った。 こ ちら には、

様々な立場の方が共働で「 みん

なでつく る 自然・ 歴史・ 文化の調

和し た人と 環境にやさ し いま ち」 の実現をめざし

活動を行ってき たのが、「 かわごえ環境ネッ ト 」 と

冒頭に記さ れている 。  

一読する こ と で、「 かわごえ環境ネッ ト 」 の活動方

向を再確認する こ と ができ 、 私は勘違いし ていた

こ と に気付く 。  

こ れま で参加し てき た活動内容から 、「 自然共

生」、「 安全・ 安心」 と いう 環境目標に目が行き が

ちであった。し かし 、私の行っている 川越を調べ、

川越の魅力を わかり やすく 紹介する と いう 出版

社の活動も 「 地域づく り ・ 人づく り 」 のテーマ内 

に「 歴史と 文化を生かし た地域づく り 」 と あり 、

私も 協力でき る こ と がある かも し れないと いう

こ と を確認する よ い機会にも なった。  

先ほどの「 川越市環境行動計画」 内には環境に

配慮し た行動（ チェ ッ ク シート ） の項目があり 、

「 地域の歴史や文化に興味を持つ」 と いう 項目も

含ま れている 。 川越の建物本を通し 、 建物の背景

と なる 川越の歴史や文化を紹介する こ と で、 多く

の人に建物、 川越を 知っても ら う こ と ができ る 。   

今後も 会での活動に加え、 出版活動を通し 、 川

越の歴史・ 文化を発信する 機会を多く 提供し 、 川

越市のよ り よ い環境づく り に貢献し ていき たい。   

（ 神谷利一）  
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【 社会環境部会コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と             

（ 20） 意識改革が求めら れていま す                     

孫の誕生を通し て考えてみま し た 

「 気候変動や資源の枯渇を 懸念し 子ど も を 望ま

ない若者、 欧米でじ わり 増加」 子ども を出産する

こ と で二酸化炭素の排出量を増加さ せ、 気候変動

を悪化さ せてし ま う こ と や、 食料や水と いった資

源を乱用する こ と を懸念し てのこ と 。 ま た、 今よ

り も 過酷な環境になり 、 子ども に苦労さ せてし ま

う こ と を憂慮する 声も 多かったと あり ま し た。 後

者の考えは、 私の周り から も 聞こ えて来ま し た。

だから こ そ子ども を産んで、 環境問題の根本解決

に動こ う ! と いう 考えの人がいま す。 こ の考え方

に、私は子ども たちの未来、未来の子ども たちに”

美し い地球を ! 平和な世界を ! ! ” と 思って動き 続

けていま す。  

近く はないので早く から 里帰り になった娘。 コ

ロ ナ禍なので、 ずっと 別部屋での生活。 多少光熱

費・ ガソ リ ンの使用量は上がり ま し た。  

出産後は、 混合栄養でミ ルク びんの煮沸に沐浴。

おし めの枚数は新生児なので少ないけれど、 洗濯

は大人のも のと は別洗い。 近く で買えないも のは

宅配便で取り 寄せる 。 光熱水費に輸送エネルギー、

ごみの量も 増えま し た。  

娘のため、 みんなのため欧米の若者の考えを娘

に伝え、 二人で話し 合い。 母乳が出る よ う やって

みる 。 帰ったら 自分たちのも のと いっし ょ に洗濯

する と 口にし ま し た。 母乳の量が増えて粉ミ ルク

は１ 日１ 回になったよ 。 完全母乳はたいへんだと

思ったけれど母乳が出る よ う になったら 、 楽だね

～と う れし そう 。  

自然に学ぶ・ 動物に学びま し ょ う  

人間は自然界の一員です。” ヒ ト ” は動物の一種

です。悩んだら 自然や動物に学ぶと いい。惑いは”

自然”か”不自然”か考えてみればわかる 。”自然”

よ り 自然（ じ ねん）・ 天然か考えてみる と いい、と

聞き ま し た。  

う れし い変化が続いていま す 

子育て中のママが子ど も たちと 遊びに来ま す。

畑で虫採り し たり 、 野菜の収穫体験をし て楽し ん

でいま す。 彼女はプラ ンタ ーで３ 種類の夏野菜作

り を始めま し た。  

ある 子育てサロ ンのおし ゃべり のと き 、 ” 自然

流” 小児科医真弓定夫先生から 学んだこ と を 伝

えていま す。 寺尾調節池などのごみ拾い、 医療生

協川越東支部の方々も 始めてく れていま す。 木々

が成長し 青々と 茂り 、 暑さ を吹き 飛ばし てく れそ

う です（ びわ、桑、いちじ く 、めぐ すり 、ぶど う 、

緑のカーテンはパッ ショ ンフルーツ、 キウ イ など、

かんき つ類、 り んご、 なし ）。（ 松岡壽賀子）  

（ 左）世界平均気温の変化予測（ 観

測と 予測） 出典） I PCC 第 6 次評価報告書／全国地球温暖化防止

活動推進センタ ーウ ェ ブサイ ト （ ht t ps: //www. j ccca. or g/）  

（ 右） あなたにと っ て気候変動対策はど のよ う なも のですか？ 

出典） Wor l d Wi de Vi ews on Cl i mat e and Energy（ ht t p: // 

cl i mat eandener gy. wwvi ews. or g/r esul t s/） 2015. 6 

我が家の庭の草木たち 
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【 社会環境部会コ ラ ム】 社会と 環境について思う こ と             

（ 21） 脱炭素社会に向けて（ 3） 水素社会を考える                        

水素はどのよ う にし て作ら れる のか 

 二酸化炭素を出さ ない車と いう こ と で、 世界的

にも EV（ 電気自動車） の売り 上げが伸びている 。

し かし ながら 、 充電する 電気が石炭や石油を燃や

し て作ら れたも のであっては、 発電段階で二酸化

炭素をま き 散ら し ており 、 全く 意味がない。 同様

に、 水素を燃やし ても 水し か生成せず、 ク リ ーン

なエネルギーと 言える が、 製造段階ではどう であ

ろう か。ト ヨ タ では燃料電池車（ MI RAI ）を販売し 、

水素社会の足掛かり をつかも う と し ている 。 こ れ

ら の水素はどこ から 来る のであろう か。  

 水素には「 グリ ーン水素」「 グレー水素」「  ブ

ルー水素」 と 呼ばれる ３ 種類がある 。 太陽光・ 風

力発電等の再エネ電気で水を 電気分解し て取り

出し たのが「 グリ ーン水素」、 化石燃料から 改質・

ガス 化によ って取り 出し たのが「 グレ ー水素」 で、

製造工程で二酸化炭素が発生する 。 こ の二酸化炭

素を CCS（ 二酸化炭素回収・ 貯留） 技術と 組み合

わせたのが「 ブルー水素」 である 。  

 2021 年１ ０ 月に正式に閣議決定さ れた「 第６ 次

エネルギー基本計画」 の中でも 2030 年の電源構

成で石炭火力が１ ９ ％も 占める 。 海外から の批判

に対し 、 水素やアンモニアを混焼さ せ、 二酸化炭

素排出量を減ら す等の緩和策を提唱し ている が、

全く 実効性のない言い訳である 。 元々、 高効率な

石炭火力発電でも 二酸化炭素の発生量は、 天然ガ

ス 発電の２ 倍も ある 。仮に、水素を２ ０ ％混焼（ 約

350 億 kWh 分の電力） し よ う と すれば、 254 億㎥

（ 230 万ト ン） の水素が必要と なる 。 こ れを水の

電気分解で作ろう と すれば、 必要と なる 電力は約

900 億 kWh と 計算さ れる 。 こ れは、 2030 年に想定

さ れる 総電力量の１ ０ ％弱に相当する 。 ま し て、

将来的には、 石炭火力発電全体を水素やアンモニ

アで代替する よ う な意見も 聞かれる が、 絵に描い

た餅と し か言いよ う がない。 確かに、 太陽光・ 風

力発電で生ずる 余剰電力を 水素と し て貯めてお

く と のアイ デアはある が、貴重な「 グリ ーン水素」

は燃料電池車や合成燃料等の有効な使い方を す

べき と 思料する 。  

 ま た、「 グリ ーン水素」「 ブルー水素」 を海外か

ら 輸入する 動き も 活発で、 ENEOS や商社各社がオ

ース ト ラ リ アやサウ ジアラ ビ ア等から 水素を 運

ぶ計画はあ る が、 水素を 液化する には、 -253℃

（ LNG は-163℃） の極低温が必要なため経済的に

不利と さ れており 、 ト ルエンの水素化で MCH（ メ

チルシク ロ ヘキサン） に転換し 、 タ ンカーで日本

に運んでから 消費地で水素を 取り 出すこ と が計

画さ れている 。 日本では二酸化炭素を 貯留する

CCS の適地は少ないと 言われている が、 海外での

天然ガス 採掘跡地では比較的容易に貯留でき 、 ブ

ルー水素の生産に適し ている と さ れる 。  

水素価格は下がる のか 

 水素価格は現行 100 円/N㎥である が、経済産業

省は 2030 年に３ ０ 円/N㎥、2050 年に２ ０ 円/N㎥

を目標にし ている 。 し かも 、 2050 年の水素需要量

を 2000 万ト ン/年と し ている 。 現在、 日本が輸入

する LNG（ 液化天然ガス） は約 7500 万ト ンである

こ と から し て、 いかに安く 多量の水素を確保する

か、 戦略的構想を持つこ と が重要である 。  

 最近のニュ ース で、アラ ブ首長国連邦（ UAE） が

建設する ギガソ ーラ（ ２ GW） の電気は 1. 35 米セン

ト （ 1. 8 円） /kWh と 報道さ れた。 こ の電気を使え

ば、 ２ ０ 円/N㎥のグリ ーン水素も 夢ではない。 し

かし ながら 、 輸入・ 輸送コ ス ト をいかに下げる か

が次なる 課題と なり 、 水素は付加価値の高い使い

方に重点を絞ったビ ジョ ンを持つべき と 考える 。

（ 宮﨑誠）  
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【 社会環境部会コ ラ ム】 かわごえ環境 STYLE（ 8）             

（ 8） koloro farm と サニーサイ ド テラ ス                 

川越の地で信念を持って農業に従事し 、 それを

消費者に届けよ う と する 店舗の連携事例と 紹介

し ま す。 川越市中老袋の地で、 こ だわり の野菜を

作っている のが、「 kol oro f arm（ コ ロ ーロ ファ ー

ム）」 さ んです。  

『 私たちは、 川越市中老袋の地で代々農業に携わ

り ながら 、 ５ 年ほど前から 自分たちの野菜を作り

はじ めま し た。 少し ずつ畑を広げ、 ス タ ンダード

な野菜を作っていますが、 変わった西洋野菜も 作

っていこ う と 思っていま す。 栽培期間中は農薬や

化成肥料を使わずに野菜を作っていま す。』  

「 kol oro（ コ ロ ーロ ）」 はエス ペラ ント 語で色と

いう 意味です。 彩り のある 畑に出来たら と こ の名

称にし ま し た。 kol oro f armは女性農家二人によ

る ユニッ ト 名です。  

kol oro f armの畑がある 川越市中老袋は、 入間

川に架かる 入間大橋周辺にあ る 地域で市内北東

部の芳野地区にあり ま す。 中老袋は古く から 農業

の地域で、 も ちろん今でも 変わら ずに農業の地域

であり 続けていま す。 入間川沿い、 こ の地で１ ７

代（ ！） 農業を営んでいる 新井家。 中老袋は昔か

ら 米作り が盛んですが、 実は、 酪農も 盛んに行わ

れていた地域で、 こ の地域だけでも 数軒の酪農家

がいま し た。 と いう 新井さ んも かつては酪農家で

も あり ま し た。 新井さ んは今ま での農業と はやり

方を変えたいと 、 埼玉県小川町の金子美登さ んの

霜里農場に定期的に研修に通っていま す。  

川越では、 川越 Farmer ' sMarket などのイ ベン

ト にも 時期によ り 参加し ていま す。 川越で特にこ

だわり の素材を 求めている 飲食店など から の要

望も あり 、 kol oro f armさ んは、 こ れから 川越で

積極的に農産物を展開し ていき ま す。 ま た、 一番

街の旧埼玉り そな銀行向かい路地を 入っ たと こ

ろにある 、「 ベト ナム小粋雑貨 sunny si de t er r ace」

さ んで毎月行われて いる マルシ ェ でも kol oro 

f armのお野菜が出品さ れ定着し てき ま し た。販売

さ れる 野菜は時季によ り 変わり ま すが、 茄子、 ピ

ーマン、 オク ラ 、 人参、 じ ゃがいも 、 バジルなど

が好評を博し ています。 こ つこ つと 。 川越で頑張

る 農家のこ だわり お野菜を、 お店で手に入る 環境

が作ら れていま す。 地元の良いも のと 地元で手に

入れる 。 kol oro f armの彩り ある 野菜をぜひ。  

（ 石川真）  

「 ベト ナム小粋雑貨 sunny si de t er r ace（ ｓ ニー

サイ ド テラ ス ）」  

川越市幸町３ -１ ５  

通常営業時間： 11： 00～18： 30 

定休日： 月曜日、 火曜日 

049-226-2908 

i nf o@sunny-si de-t er r ace. com 

中老袋の kol oro f arm 

サニーサイ ド テラ ス の店頭で野菜販売 
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８  エコ アク ショ ン２ １ の取得推進 

 

「エコアクション２１」は、環境省が策定した環境経営の認証・登録制度です。環境に配慮した経営に取り組む

企業に対し「認証」を与えるとともに、環境への取組強化を通じて、コスト削減、業務改善、従業員の意識改革、

組織の活性化など経営力の持続的な向上を支援する「企業価値向上ツール」としても位置付けられています。 

川越市では、「第三次川越市地球温暖化対策実行（区域施策編）」において、事業所における温室効果ガス

排出削減に向けた施策として、環境経営の普及促進を掲げており、その一環として「エコアクション２１」の取組

を推進しています。 

市では、平成２１年度からエコアクション２１の認証取得を支援する研修会を開催しており、令和４年度までに、

２０事業者がこの研修会を通して認証を取得しました。 

 

       

 

 

 

 

 

▲エコアクション２１ロゴマーク         研修会の様子 

 

 

９  川越環境保全連絡協議会の令和４ 年度事業報告 

 

Ⅰ． 環境保全に関する 事業実施 

 

１ ． 県外環境保全対策先進企業視察研修会 

2022 年６ 月１ ７ 日（ 金）・ １ ８ 日（ 土）  

定員に満たないため中止 

 

２ ． 県内事業所視察研修会 

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策のため中止 

 

３ ． ２ ０ ２ ２ かわごえ産業フェ ス タ  

日 時 2022 年１ １ 月２ ６ 日（ 土）・ ２ ７ 日（ 日）  

場 所 ウ ェ ス タ 川越（ 交流広場・ 多目的ホール他）  

内 容 （ １ ） 川越環境保全連絡協議会活動内容・ 会員企業紹介 

    （ ２ ） 会員企業（ ５ 社） が取り 組む環境保全活動の紹介 

    （ ３ ） 展示物（ ５ 社）  

    （ ４ ） アンケート 調査の実施 
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４ ． 環境小江戸塾 

   日 時 2022 年８ 月３ 日（ 水）  午後３ 時～午後４ 時３ ０ 分 

   場 所 ウ ェ ス タ 川越 活動室 

   参加者 ４ ０ 名 

   演 題 「 環境経営・ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ セミ ナー」  

   講 師 中口 毅博 氏（ 芝浦工業大学システム理工学部環境シス テム学科教授）  

   ＜事例発表者＞ 

   ● 新報国 マテリ アル ㈱ 金井 学 氏 

   ● パイ オニア ㈱ 辰野 聡彦 氏 

 

５ ． 2023 新春講演会 

2023 年２ 月１ ０ 日（ 金）  大雪のため中止 

 

Ⅱ． 諸会議 

 

１ ．  定 期 総 会 

日 時 2022 年５ 月２ ７ 日（ 金）  午後４ 時 

場 所 ラ ・ ボア・ ラ ク テ 

出席数 本人出席１ ９ 名・ 委任出席５ ０ 名 計６ ９ 名 

議 事 ・ 2021 年度事業報告並びに収支決算承認の件 会計監査報告 

    ・ 2022 年度事業計画（ 案） 並びに収支予算（ 案） 承認の件 

 

２ ．  理 事 会 

日 時 2022 年４ 月２ ２ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ 定期総会について 

・ 委員会別事業計画について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

 

日 時 2022 年７ 月８ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ 2022 年度の活動ス ケジュ ール（ 案） について 

・ 県外視察研修会（ 延期） について 

・ 小江戸塾開催について 

・ かわごえ産業フェ ス タ 開催日程について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 
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日 時 2022 年９ 月２ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ 環境小江戸塾の反省会について 

・ 視察研修会の進捗状況について 

・ かわごえ産業フェ ス タ について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

                                                    

日 時 2022 年１ ０ 月７ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ かわごえ産業フェ ス タ について 

・ 新春講演会について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

 

日 時 2022 年１ １ 月１ １ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ かわごえ産業フェ ス タ について 

・ 新春講演会について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

 

日 時 2023 年１ 月２ ０ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ 役員改選について 

・ かわごえ産業フェ ス タ 反省会について 

・ 新春講演会について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

 

日 時 2023 年３ 月１ ０ 日（ 金）  午後３ 時 

場 所 川越商工会議所 会議室 

議 事 ・ 新春講演会について 

・ 定期総会について 

・ 事業報告、 計画（ 案） について 

・ ５ ０ 周年記念事業について 

        ・ 埼玉県環境連総会について 

 

３ ．  小 委 員 会 

○総務広報小委員会 

日 時 2022 年４ 月２ ２ 日（ 金）  午後２ 時 

      日 時 2023 年１ 月２ ０ 日（ 金）  午後１ 時３ ０ 分 

日 時 2023 年３ 月１ ０ 日（ 金）  午後１ 時３ ０ 分 
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    ○５ ０ 周年記念事業小委員会 

日 時 2022 年 ９ 月 ２ 日（ 金）  午後２ 時３ ０ 分 

      日 時 2022 年１ ０ 月 ７ 日（ 金）  午後２ 時３ ０ 分 

日 時 2022 年１ １ 月１ １ 日（ 金）  午後２ 時３ ０ 分 

日 時 2023 年 １ 月２ ０ 日（ 金）  午後２ 時３ ０ 分 

日 時 2023 年 ３ 月１ ０ 日（ 金）  午後２ 時１ ５ 分 

 

Ⅲ． 環境保全に関する 資料の収集及び提供について 

 

１ ．  埼玉県環境部環境政策課発行の埼玉県環境白書の配布 

２ ．  埼玉県環境検査研究協会の環境ニュ ース の配布 

３ ．  広報かわごえ環境ネッ ト 配布 

 

Ⅳ． 埼玉県環境保全連絡協議会関係 

 

１ ．  通 常 総 会 

日 時 2022 年５ 月１ ３ 日（ 金）  午後３ 時 

    場 所 パレ ス ホテル大宮 銀杏 

    議 事 ・ 2021 年度事業報告及び決算について 

        ・ 2022 年度事業計画（ 案） 及び予算（ 案） について 

        ・ 環境保全功労者及び環境保全優良事業所表彰式 

        ・ 渡邊 政紀 

        ・ 株式会社 丸広百貨店 

 

２ ．  理 事 会 

日 時 2023 年１ 月２ ４ 日（ 火）  午後２ 時 

場 所 埼玉会館 会議室 

議  事 ・ 2022 年度事業中間報告について 

・ 環境保全功労者（ 環境保全優良事業所） 表彰の推薦について 

・ 環境保全懇談会 

 

日 時 2023 年３ 月２ ４ 日（ 金）  午後２ 時 

場 所  埼玉会館 会議室 

議  事 ・ 環境行政意見交換会 

・ 2022 年度事業報告（ 案） 2023 年度事業計画（ 案） について 

・ 環境保全功労者及び環境保全優良事業者の表彰について 

 

３ ．  視察研修会 

2022 年９ 月８ 日（ 木）  

    受入先よ り 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策のため中止連絡 
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第４ 章 
 

川越市緑の基本計画 

(平成 2 8 年 3 月改定

版)の概要 
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みんなではぐくむ 

水と緑と歴史のまち・川越 

生物多様性の保全方針 

都市公園の整備方針 

特別緑地保全地区について 

     計画の基本姿勢 

 

緑の計画 H２８改定版では、本市における計画の基本姿勢を以下のように設

定します。 

 

 

 

 

計画の基本方針 
 

計画の基本姿勢を受け、計画の基本方針を以下のように設定します。 

 

 

     ①川越の歴史的環境を形成する水と緑をまもります 

     ②歴史と文化が香る緑豊かなまちをつくります 

     ③水と緑のまちをそだてます 

    さらに、 計画の基本方針を踏まえ、都市公園の整備方針、生物多様性の保全方針 

を以下のようにとします。 

 

 

     ①子育て環境の向上や少子高齢化に配慮した都市公園の整備 

     ②健康の維持・増進やレクリエーション活動の場となる都市公園の整備 

     ③防犯、防災の強化に配慮した都市公園の整備 

     ④地域固有の歴史的文化遺産、自然環境を生かした都市公園の整備 

     ⑤地域の活性化、観光振興に資する都市公園の整備 

     ⑥地域住民等との協働による都市公園の整備及び管理運営 

 

 

     ①生き物の生息・生育空間となる大規模な樹林地の保全 

     ②多様な生き物の生息・生育空間を生み出す水辺環境の保全 

     ③エコロジカル・ネットワークの形成 

     ④ふるさとの雑木林の保全・整備 

     ⑤生態系に配慮した農地の保全 

     ⑥自然環境との共生 

     ⑦生き物の移動・休息空間となる都市公園等の整備 

     ⑧多様な主体の参画と普及・啓発の推進 

 

 

緑地の保全に関する施策を展開する中で、指定方針、買取りの方針、保全方針により、

特別緑地保全地区の指定・保全を行い自然環境の保護に努めます。 

２ 

計画の基本方針 

１ 
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市民、事業者、民間団体及び市の協働により緑化を推進します。 

計画の目標 
 

計画における目標を、以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法指定の拡大や施設緑地の整備により、市域に対して約４割の緑を維持して

いくことを目指します。 

都市公園や広場等の面積を、現在の約１．３倍（市民１人当たり１５.０㎡）とする

ことを目指します。 

法や条例等の指定により維持する樹林地の面積を、約２倍に拡大することを目

指します。 

都市化の著しい市街地の中の緑を増やします。 

② 

３ 

４ 

地区別計画 

本庁、芳野、古谷、南古谷、高階、福原、大東、霞ケ関、 

川鶴、霞ケ関北、名細、山田地区 

。、  

個別計画 

重点計画 

①花いっぱい運動の展開  ②ふれあいの水辺づくり  

③ふるさとの雑木林づくり  ④小江戸回廊づくり 

基本方針２ 

歴史と文化が香る緑豊かなまちを 

つくります ～緑をつくる～ 

4 水と緑のネットワークの形成 

5. 身近で安全・安心な都市公園等の整備 

6. 歴史・自然を生かしたシンボル空間となる

都市公園等の整備 

7. 公共施設緑化の推進 

8. 民有地緑化の促進 

基本方針１ 

川越の歴史的環境を形成する 

水と緑をまもります～緑をまもる～ 

1. 水と緑と農地の保全 

2. 歴史的環境の保全 

3. 生き物の生息・生育空間となる緑の保全 

① 

み
ん
な
で
は
ぐ
く
む 

水
と
緑
の
歴
史
の
ま
ち
・
川
越 

基本姿勢 

基本方針３ 

水と緑のまちをそだてます 

～緑をはぐくむ～ 

9. 緑に親しむきっかけづくり 

10.水と緑を守り・つくり・育てるしくみづくり 

③ 
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② 

① 

③ 

1-1 武蔵野の面影を残す緑の保全    

1-2 良好な環境を形成する 水辺の保全 1-3 川越の豊かさ を支える 農地の保全 

2-1 川越を代表する 歴史的環境と 一体と なった緑の保全  

2-2 歴史的な河川環境の保全・ 復元  2-3 地域のシンボルと なる 緑の保全 

3-1 生き 物の生息・ 生育空間と なる 大規模な樹林地の保全    

3-2 生き 物の生息・ 生育空間を生み出す水辺環境の保全 

3-3 エコ ロ ジカル・ ネッ ト ワ ーク の形成 

4-1 魅力的な歩行者空間の創出 

4-2 都市に潤いを与える 河川空間の活用 4-3 緑あふれる 道づく り  

5-1 災害に備えた都市公園等の整備 

5-2 誰も が安心し て利用でき る よ う な身近な都市公園等の整備 

5-3 市民の活動拠点と なる 都市公園等の整備 

6-1 川越の歴史のシンボルと なる 城址公園等の整備 

6-2 樹林地を生かし た森林公園と 伊佐沼を生かし た都市公園の整備 

6-3 協働によ る 市民の森等の充実・ 活用 

7-1 市民の憩いの場と なる 都市公園等の緑化の推進 

7-2 緑のま ちづく り を先導する 公共施設緑化の推進 

7-3 緑豊かな教育環境を創出する 学校緑化の推進 

8-1 歴史と 現在が調和する 中心市街地の緑化 

8-2 地域拠点における 緑化 

8-3 緑豊かで快適なま ちづく り  

9-1 緑に関する 普及活動の推進   9-2 緑に関する 啓発活動の推進 

10-1 市民、 事業者、 民間団体及び市の協働のためのし く みづく り  

10-2 緑化に関する 支援      10-3 緑の保全に関する 支援 

重 点 計 画 
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第５ 章 
 

緑の現状と  

主な施策の実施状況 
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固定資産税概要調書に基づく、地目別土地（山林）の面積をあらわしています。 

 

   

 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
3,614,000 

平成 30 年度 3,395,000 令和 4 年度 3,168,000 

令和元年度 3,329,000 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 3,519,000 令和 2 年度 3,286,000 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 3,483,000 令和 3 年度 3,235,000 令和 7 年度 － 

 

  
（仮称）川越市森林公園、池辺公園及び環境政策課所管の寄付地の合計面積をあらわしています。 

 

   

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
97,090 

平成 30 年度 111,190 令和 4 年度 114,400 

令和元年度 111,190 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 99,076 令和 2 年度 111,190 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 104,245 令和 3 年度 114,400 令和 7 年度 － 
 

 

  

評価・課題  

山林が減少している理由として、所有者の高齢化が

進み、山林を維持・管理することが困難な状況になっ

てきていること、相続税対策によって山林が売却され、

伐採されてしまうことなどが考えられます。 

評価・課題  

市南部の武蔵野の面影を残す雑木林は大変貴重で

あり、これを保全するとともに緑の中のレクリエーション

の場として整備を進めていく必要があります。 

都市の骨格を形成し、川越の独自性を生かしつつ都市と自然環境との調和のとれた空間を形成す

るため、歴史的環境と一体となった緑、樹林地、農地、河川等の豊かな水と緑の空間を保全します。 

樹林地の面積 

基本方針１  川越の歴史的環境を形成する

水と 緑をま も り ま す 

～緑をま も る ～ 

 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（㎡） 

樹林地の公有地化面積 

単位：（㎡） 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

１

緑の指標の目標と推移 
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法・ 条例等の指定を受けた樹林地、 農業振興地域、 公共施設緑地、 生産緑地、 都市公園、 樹林地の

公有地化面積、 児童遊園及び環境政策課所管の寄付地の合計面積をあら わし ていま す。  

 

   

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
2,830 

平成 30 年度 2,830 令和 4 年度 2,820 

令和元年度 2,813 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 2,835 令和 2 年度 2,823 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 2,830 令和 3 年度 2,819 令和 7 年度 － 
   
 

 
 

川越市保存樹木等の指定等に関する要綱に基づく、保存樹木の指定本数をあらわしています。 

市街化区域内の樹木で、次のいずれかに該当している健全な樹木を指定しています。（①1.5m の高さに

おける幹周 1.5m 以上、②樹高１５ｍ以上、③つる性樹木で枝葉面積３０㎡以上） 

 

   
 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
228 

平成 30 年度 183 令和 4 年度 143 

令和元年度 177 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 213 令和 2 年度 158 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 201 令和 3 年度 149 令和 7 年度 － 

 
 

 
 

市民の森、保存樹林及びふるさとの緑の景観地の合計面積をあらわしています。 

令和４年度末時点で、市民の森 40,168 ㎡、保存樹林 376,840 ㎡、ふるさとの緑の景観地 479,520 ㎡の合

計 896,528 ㎡が指定されています。 

 

   

 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1,019,768 

平成 30 年度 944,474 令和 4 年度 896,528 

令和元年度 926,992 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 996,245 令和 2 年度 917,188 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 960,695 令和 3 年度 897,687 令和 7 年度 － 
 

 

 

評価・課題  

農業振興地域等が減少しています。保存樹林につ

いては、引き続き指定拡充に努めます。公共施設緑地

については、緑の募金を活用する等して緑を充実させ

ていきます。 

評価・課題  

広報川越、市のホーム ページ等を通じたＰＲに加

え、要件を満たす樹木を探し、指定について働きかけ

る等、指定拡充を図っていきます。 

評価・課題  

保存樹林は、相続などによる指定の解除により減少

傾向にあり ますが、今後も指定拡充に努めていきま

す。 

緑地面積 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

保存樹木数 

目標：令和 2 年度 290 

令和 7 年度 340 

市民の森など 法令等によ る 指定面積 

単位：（㎡） 

目標：令和 2 年度 1,583,960 

令和 7 年度 2,000,000 

単位：（ha） 

単位：（本） 
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人・農地プランで位置付けられた地域の中心となる経営体の累計数をあらわしています。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
36 

平成 30 年度 291 令和 4 年度 280 

令和元年度 292 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 135 令和 2 年度 310 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 241 令和 3 年度 280 令和 7 年度 － 

※法改正により、今後は「地域計画」として更新していくこととなったため、「人・農地プラン」としての更新は

令和４年度をもって終了となります。 

 

 

 
 

川越市文化財保護条例に基づいて指定された天然記念物の数をあらわしています。 

 

   
  

 

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
8 

平成 30 年度 8 令和 4 年度 8 

令和元年度 8 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 8 令和 2 年度 8 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 8 令和 3 年度 8 令和 7 年度 － 

 
 

 
 

多自然型で整備された河川護岸の総延長をあらわしています。 

 

   
   

 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
20,763.18 

平成 30 年度 22,636.48 令和 4 年度 22,696.48 

令和元年度 22,636.48 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 21,003.68 令和 2 年度 22,636.48 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 22,636.48 令和 3 年度 22,696.48 令和 7 年度 － 
   

 

評価・課題  

市内１２地域において、より地域の実情に合わせた

プランである「人・農地プランの実質化」が完了していま

す。 

評価・課題  

令和４年度中に新たに指定となった天然記念物はあ

りませんでした。 

指定を受けているものは、古木かつ巨木化している

ものが多く、保存維持を継続していくための対応策が

求められています。 

評価・課題  

緑あふれる環境に優しい事業であり、水生生物等の

保護にも資するのですが、建設費や維持管理が課題

です。 

人・ 農地プラ ンで位置付けら れた地域の中心と なる 経営体の累計数 

目標：令和 2 年度 150 

令和 7 年度 200 

市指定天然記念物数 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

多自然型護岸の延長 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（本） 

単位：（m） 

単位：（経営体） 

-104-



 

  
ビオトープ的要素を取り入れて整備した都市公園の箇所数をあらわしています。 

 

   

 

 
   
 

  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4 

平成 30 年度 4 令和 4 年度 4 

令和元年度 4 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4 令和 2 年度 4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4 令和 3 年度 4 令和 7 年度 － 

 

 

 

１ 保存樹木・保存樹林指定事業 

この事業は、市内に残る民有の樹木・樹林を市が「保存樹木・保

存樹林」に指定し、所有者に奨励金を交付することにより伐採を抑止

し、緑の保全を図ることを目的としています。 

 〇保存樹木指定基準 

市街化区域内の樹木で、下記のいずれかに該当している健全な

樹木 

・1.5ｍの高さにおける幹周が 1.5ｍ以上。 

・樹高１５ｍ以上。 

・つる性樹木で、枝葉の面積が３０㎡以上。 

 〇保存樹林指定基準 

・市街化区域においては 500 ㎡以上、市街化調整区域においては

1,000 ㎡以上の健全な樹木の集団。 

 〇奨励金の額 

・保存樹木…2,800 円/本（年額） 

・保存樹林…市街化区域 ２１円/㎡（年額） 

市街化調整区域 ２円/㎡（年額） 

 

２ 多自然型護岸整備 

国、県、市が行う河川整備において、三面コンクリート護岸を見直

し、自然工法を採用することで、水生生物等の生息・生育環境の確

保に取り組んでいます。水際の植生や魚類等の生育環境に配慮し

た、ふとん籠護岸、擬木水路植栽護岸、自然石護岸、養生マット護

岸、板柵水路工など自然環境の確保が期待される事業を実施して

います。 

評価・課題  

自然を活用した公園整備においては、生物の生息

空間としての位置づけを勘案しながら整備を進めると

ともに、新たな生息空間の創出についても検討していく

必要があります。 

また、整備後についても定期的に生物生息調査等を

実施し、その結果に基づき維持管理を行っていく必要

があります。 

ビ オト ープの保全・ 創造事業の実施箇所数 

目標：令和 2 年度 5 

令和 7 年度 6 

単位：（箇所） 

 

多自然型護岸（笠幡地区） 

主な施策の実施状況 
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３ 樹林地の公有地化 

樹林地を公有地化し、都市の中の貴重な緑として保全するととも

に、公園としての活用を図ります。 

武蔵野の面影を残す雑木林は大変貴重であり、これを保存すると

ともに、緑の中のレクリエーションの場として、（仮称）川越市森林公

園を整備しています。 
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川越市市民花壇指定要綱に基づき、新たに指定された市民花壇の数をあらわしています。 

 

   

 
               

基準年度値 

(平成 26 年度) 
74 

平成 30 年度 93 令和 4 年度 104 

令和元年度 94 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 86 令和 2 年度 101 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 91 令和 3 年度 101 令和 7 年度 － 
   

  
市民１人当たりの都市公園面積をあらわしています。 

 

 

 

 

 

 
      

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4.66 

平成 30 年度 4.69 令和 4 年度 4.76 

令和元年度 4.70 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4.70 令和 2 年度 4.72 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 4.69 令和 3 年度 4.72 令和 7 年度 － 

評価・課題  

公共施設の空き ス ペース を利用し 、地域住民が主

体的に草花の植え替えや維持管理等を 行う 市民参

加型の花壇を指定し ていま す。  

広報川越、市のホームページ等を通じ たＰ Ｒ に加

え、 市民、 行政が一体と なっ て、 更に緑化の推進を

図っていき ま す。  

評価・課題  

都市公園数は増えていま すが、 １ 人当たり の都市

公園面積については人口変動等の影響も あ り 目標

値を下回っていま す。  

都市公園については、 市民の身近な憩いの場、 や

すら ぎの場と なる ほか、 災害時には防災拠点、 避難

場所と し て重要なス ペース と なる ため、 今後も 継続

的に整備を進めていく 必要があり ま す。  

本市の特性である歴史的・文化的な環境を積極的に生かしていくために、自然や歴史を取り込ん

だ都市公園等の整備や、道路・河川の緑化を推進します。これによって、水と緑のネットワークの形成

を図り、川越らしい歴史と調和したまちづくりに努めます。 

市民花壇累計指定数 

基本方針２        歴史と 文化が香る  

緑豊かなま ちをつく り ま す 

～緑をつく る ～ 

 

１ 人当たり の都市公園面積 

単位：（箇所） 

単位：（㎡） 

目標：令和 2 年度 104 

令和 7 年度 129 

２

緑の指標の目標と推移 

目標：令和 2 年度 5.10 

令和 7 年度 6.79 
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市内で開設している都市公園の箇所数をあらわしています。 

 

   

 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
303 

平成 30 年度 320 令和 4 年度 325 

令和元年度 322 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 314 令和 2 年度 324 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 318 令和 3 年度 325 令和 7 年度 － 

 

 
 

第２章・第４節を参照ください。 

  
市内公共施設における接道部の緑化率をあらわしています。 

 

   

 
    

基準年度値 

(平成 26 年度) 
77 

平成 30 年度 64 令和 4 年度 65 

令和元年度 64 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 78 令和 2 年度 64 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 78 令和 3 年度 66 令和 7 年度 － 
     

 
 

苗木配布事業、緑の募金交付金緑化事業（家庭募金・一般募金）等で配布または植栽した樹木の本数を

あらわしています。（地被類含む） 

 

   

 
       

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1,320 

平成 30 年度 800 令和 4 年度 1,764 

令和元年度 1,298 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 1,269 令和 2 年度 2,314 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 1,222 令和 3 年度 2,810 令和 7 年度 － 

  

評価・課題  

都市公園については、市民の身近な憩いの場、やす

らぎの場となるほか、災害時には防災拠点、避難場所

として重要なスペースとなるため、今後も継続的に整備

を進めていく必要があります。 

評価・課題  

公共施設の緑の充実を 図る にあたり 、特に接道部

の緑化を重点的に推進し ま す。「 市の木（ かし ）」 や

「 市の花（ 山吹）」 など在来種を使用し た緑化に努め

ま す。  

評価・課題  

緑の募金から の交付金について、 緑化に役立てる

こ と ができ ま し た。  

募金に協力いただいた市民に対し 、募金の使途を

明確にし 、今後も 継続的に募金に協力いただける よ

う 努めま す。  

都市公園数 

目標：令和 2 年度 321 

令和 7 年度 336 

公共施設の接道部緑化率 

目標：令和 2 年度  90 

令和 7 年度 100 

緑化本数 

単位：（箇所） 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：（％） 

単位：（本／年） 

緑地面積【 再掲】  
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１ 市民花壇指定事業 

市民の緑に関する意識の向上及び緑化の推進を図ることを目的に、

公共施設の空きスペースに市民参加型の花壇を設置し、ボランティアグ

ループの方々に草花の維持管理を行っていただく事業を実施しています。 

 

２ 緑の募金交付金等緑化事業 

前年度に集められた家庭募金の還付金と、緑の募金事業・ゴルフ緑化

促進会委託事業の実施主体である公益社団法人埼玉県緑化推進委員

会からの交付金等を活用して、市内の公共施設の緑化事業を実施して

います。 

令和４年度は、７箇所、緑化本数 1,261 本（内家庭募金６箇所：456 本）

の緑化を実施しました。 

 

３ 川越市緑の基金充当事業 

緑化の推進及び緑の保全を図るために積み立てている緑の基金につ

いて、多くの市民の方に理解を深めていただくため、基金の PR に関する

事業や市内の公共施設の緑化事業を実施しています。 

令和４年度は、２箇所、緑化本数３本の緑化を実施しました。 

 

４ 「緑のカーテン」モデル事業 

一般家庭においても簡易かつ低価格で取り組める暑さ対策として、ゴ

ーヤやアサガオ等のつる植物を建物前面に張ったネットにつたわせ、カ

ーテンのように陽射しを遮る「緑のカーテン」モデル事業を実施していま

す。 

令和４年度は、保育園１２箇所、その他（公共施設等）１９箇所、自治会

施設等１５箇所において実施しました。 

 

５ 川越市都市計画マスタープラン 

平成１２年３月に策定された「川越市都市計画マスタープラン」は、およ

そ２０年後のまちづくりの指針となるものです。都市計画の方針としてこ

れまで検討を重ねてきたまちづくりに関する諸計画を総合的に捉え、市

民と行政が協働してその実現に向けて取り組む計画となっています。 

また、平成２１年７月には、少子高齢化、人口減少など社会・経済情勢

の変化や市の諸計画との整合を図るために、全体構想の改定を行いま

した。 

 
緑のカーテン 

 

市民花壇 

 

主な施策の実施状況 
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緑に関する出前講座の回数をあらわしています。 

 

   

 
   

基準年度値 

(平成 26 年度) 
4 

平成 30 年度 1 令和 4 年度 2 

令和元年度 1 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 5 令和 2 年度 0 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 2 令和 3 年度 0 令和 7 年度 － 

 

 
 

緑に親しむ体験イベントの開催回数をあらわしています。 

 

   

 
 
 

基準年度値 

(平成 26 年度) 
1 

平成 30 年度 4 令和 4 年度 4 

令和元年度 2 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 4 令和 2 年度 4 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 5 令和 3 年度 1 令和 7 年度 － 
 

 
 

評価・課題  

緑のカーテン講座、市の緑地保全・緑化推進の取り

組み等について、出前講座を開催しています。 

講座内容の充実を更に図っていく必要があります。 

評価・課題  

かわごえ生き物調査会、古谷湿地さかな観察会、生

物多様性講座及び庭木の手入れ講座を開催していま

す。市民に緑に親しむ機会を提供し、緑の保全の普及

を図っています。 

歴史に育てられてきた川越のまちをさらに魅力的で快適なものとするため、市民参加による緑の保

全、緑地の整備、緑化の推進に関するしくみづくりや市民間の交流活動、市民に対する普及・啓発活

動を推進し、歴史を生かした水と緑あふれる町並みの形成を図ります。 

緑に関する 講座数 

基本方針３  水と 緑のま ちをそだてま す 

～緑をはぐ く む～ 

 

目標：令和 2 年度 - 

令和 7 年度 - 

単位：回/年 

緑に関する 体験イ ベント 数 

単位：回/年 

目標：令和 2 年度 3 

令和 7 年度 5 

３

緑の指標の目標と推移 
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新たに大規模な公園を整備する時のワークショップ開催率をあらわしています。 

 

   

 
  

基準年度値 

(平成 26 年度) 
- 

平成 30 年度 100 令和 4 年度 100 

令和元年度 100 令和 5 年度 － 

平成 28 年度 0 令和 2 年度 100 令和 6 年度 － 

平成 29 年度 100 令和 3 年度 100 令和 7 年度 － 

 

 

 

１ 出前講座・体験イベント事業 

緑のカーテンなどをテーマとした緑の関する出前講座や古谷湿地

さかな観察会、生物多様性講座などの自然観察会や庭木の手入れ

講座といった体験講座などを開催し、市民の緑の関する意識向上に

努めています。 

 

２ 川越市みどりの補助金交付事業 

緑豊かな都市景観の形成を図るとともに、地球温暖化対策に役立てる

ため、市民や事業者が一定要件を満たす緑化事業（生け垣、屋上緑化、

壁面緑化及び駐車場緑化）を行う際に、補助金を交付する事業を実施し

ています。 

また、屋上緑化・壁面緑化の普及を図るため、市民等が屋上緑化・壁

面緑化に取り組む際の参考となるよう、市が率先して公共施設へ導入し

ています。 

 

３ 農業体験事業の推進 

川越市グリーンツーリズム拠点施設では、農業体験等を通じて農業と

のふれあいの機会を提供しています。 

令和４年度は４８回実施しました。 

 

 

 

評価・課題  

公園は市民にとって身近な憩いの場、やすらぎの場

となるため、今後も公園の計画を策定する際は、市民

から意見を聞く場を設ける必要があります。 

新規大規模公園整備時のワ ーク ショ ッ プ開催率 

目標：令和 2 年度 100 

令和 7 年度 100 

単位：（％） 

屋上緑化 

 

屋上緑化（クラッセ川越） 

 

壁面緑化(川越小学校) 

 

主な施策の実施状況 
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１．川越の歴史的環境を形成する 水と緑をまもり ます　～緑をまもる～

緑の目標 目標値
令和4年度

現状値

基準年度値

（平成26年度）

樹林地の面積（㎡） - 3,168,000 3,614,000

樹林地の公有地化面積（㎡） - 114,400 97,090

緑地面積（ha） - 2,820 2,830

保存樹木数（本）
令和2年度：290
令和7年度：340

143 228

市民の森など法令等による指定面積（㎡）
令和2年度：1,583,960
令和7年度：2,000,000

896,528 1,019,768

人・農地プランで位置付けられた地域の中心となる経営体の累計
数（経営体）

令和2年度：150
令和7年度：200

280 36

市指定天然記念物数（本） - 8 8

多自然型護岸の延長（ｍ） - 22,696.48 20,763.18

ビオトープの保全・創造事業の実施箇所数
令和2年度：5

令和7年度：6
4 4

 

 

２．歴史と文化が香る 緑豊かなまちをつくり ます　～緑をつくる ～

緑の目標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

市民花壇累計指定数（箇所）
令和2年度：104
令和7年度：129

104 74

１人当たりの都市公園面積（㎡）
令和2年度：5.10
令和7年度：6.79

4.76 4.66

都市公園数（箇所）
令和2年度：321
令和7年度：336

325 303

緑地面積（ha）【再掲】 - 2,820 2,830

公共施設の接道部緑化率（％）
令和2年度：90
令和7年度：100

65 77

緑化本数（本/年） - 1,764 1,320
 

  

３．水と緑のまちをそだてます　～緑をはぐくむ～

緑の目標 目標値
令和4年度

現状値
基準年度値

（平成26年度）

緑に関する講座数（回/年） - 2 4

緑に関する体験イベント数（回/年）
令和2年度：3
令和7年度：5

4 1

新規大規模公園整備時のワークショップ開催率（％）
令和2年度：100
令和7年度：100

100 -
 

 

緑の指標およ び 

令和４ 年度現状値一覧 

4  
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第６ 章 
 

令和４ 年度版実績 

報告書に対する 市民意見 
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令和４年度版かわごえの環境（第６号）の市民意見 

 「令和４年度版かわごえの環境（第６号）」（令和５年２月発行）について、寄せられた意見とその

回答を掲載しています。令和５年３月２４日を締切に意見を募集したところ、以下のとおり意見をいた

だきました。 

 

市民意見内容① 回答 

１ 環境行政の総合的な推進を 

 温暖化対策の目標の前倒し達成されてきたことは喜ば

しいことです。昨年宣言された「小江戸かわごえ脱炭素

宣言」を実現するためには、成果に甘んじることなく着実

な取り組みと新たな課題と向き合わなくてはなりません。

エネルギーや食糧の地産地消、自然環境の保全、持続

可能な地域社会を目指して総合的な施策と実効体制の

構築が喫緊の課題となっています。 

 そのためには、組織の改正が必要で新たに自然保護

課の創設が望まれます。また、「かわごえの環境」と「地

球温暖化対策」を一本化して川越市の課題と温暖化防

止を統一的に取り扱っていく必要がでてきました。これま

で環境先進自治体として行動してきましたが今後は異次

元の環境対策を期待します。 

１ 「かわごえの環境」は、「第三次川越市環境基本計

画」の年次報告にあたり、「地球温暖化対策」を含めた多

岐にわたる環境指標について毎年評価を行っておりま

す。また、「環境基本計画」の「地球温暖化対策」を具体

化した個別計画として、「第三次川越市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」がありますが、それぞれが独

立した計画ではなく、関連する計画ですので、他の関連

する諸計画も合わせて、本市の環境保全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進してまいります。 

【環境政策課】 

２ 温暖化防止対策に市民運動を 

2050 年の脱炭素を川越で実現するためには大きなハ

ードルが存在していると思います。これまでさまざまな取

り組みが行なわれてきましたが、「計画の見直し」を契機

にこれまでの運動の検証を科学的に行い成果と課題を

明確にする必要があります。その中でも目標とその意義

が必ずしも明確に理解されていない部分が見受けられ

るので、次回の計画には目標とその意味を明確にされる

ことを期待しています。 

 見直しには「アンケートを実施される」とのことで、この

機会にぜひ市民の意見を集めてほしいと思います。これ

は経済や福祉が優先される時代背景を少しは変革する

材料となり、環境と市民生活の関係を見直すきっかけに

なるとよいのかも知れません。市民の人口や就業構成を

反映した調査を期待しています。 

 そして、アンケート結果と合わせて市民の生の声を計

画や施策に反映させるために、100 人規模の「市民会

議」の結成が必要かと思います。こうして組織と「計画」

の二刀流で、持続可能な気候変動対策に繋がると思い

ます。 

２ 令和５年度に改定予定の第三次川越市地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）につきましては、これまで

の取組の評価、目標の見直し等を行うとともに、市民の

皆様の声を計画に反映するため、市民アンケートやパブ

リック・コメントを実施いたしました。 

計画改定後につきましては、２０５０年脱炭素社会の

実現を目指し、市、市民、事業者、民間団体が一体とな

って地球温暖化対策に取り組むことが必要となりますの

で、計画の内容をわかりやすくお伝えし、市民の皆様に

も取組にご協力いただけるよう努めてまいります。 

【環境政策課】 

-114-



 

３ 生物多様性を回復するために 

 市内の生物多様性を科学的に解明するために「市民

による生きもの調査」が実施されてきたことは大きな成

果です。少ない参加者で市内ほぼ全域を調べた活動に

は敬意を表します。今後は SNS などを活用した即応性

のある調査や市民の関心を高める取り組みの推進を期

待しております。 

 これまでの調査結果は大切かつ貴重な宝として、その

結果を科学的に解析して、市内の環境と生きものの関

連を示して啓発し、市内の環境の現状に関心を高める

資料として活用する必要があります。そして、このような

調査をさらに充実させて正確性を高め市民に信頼される

データとしての価値にする必要があります。 

 この結果を記載するだけでなく、市の行政にも積極的

に生かされることを期待します。生きものの固有種で絶

滅が心配される種を保全する希少種条例の制定、市独

自の環境アセスメントへの適用など市民ぐるみでの自然

環境保全に舵を切る時代になったと思います。 

 そして、自然環境は市民生活を支え、災害から守り、

生態系サービスを提供するプライスレスの貴重な環境で

す。現在は、開発による破壊や手入れ放棄、外来種の

繁茂して環境のクライシスが目立っていますが、この現

状を克服するために、市内の多様な環境で拠点となる場

所の緊急な保全が必要となっており、地球温暖化防止

やヒートアイランドの軽減に必要な場所となっています。

これらを守る具体的な施策の推進を期待します。 

３ 平成２９年度から実施している、市民参加による「か

わごえ生き物調査」につきましては、５年間の調査結果

を取りまとめ、市ホームページで公表しております。市民

参加の呼びかけや即応性のある調査につきましては、

環境省生物多様性センターが運用するアプリを活用する

など、市民の関心を高める取組を推進してまいります。 

また、引き続き調査を継続し、市内に生息する生物の

データの収集・蓄積を進めながら、調査結果の正確性の

向上に努めるとともに、希少種条例等の制定など、調査

結果の有効活用をしてまいりたいと考えております。 

市内にある雑木林、田んぼ、畑などは、多様な生物の

生息空間としても貴重な自然環境であることから、その

重要さを多くの市民に理解いただき、その保全施策につ

いて検討してまいります。 

しかし、良好な自然環境を維持していくためには、市

の取組のみでは限界がありますので、地域で環境保全

活動をされている方々等と共に、長期的な視点で環境保

全施策に反映していきたいと考えております。 

【環境政策課】 

４ 実効ある計画と体制の整備を 

 気候変動対策と生物多様性保全は国民的な課題です

が、足元の地域での取組が欠かせません。自然再生エ

ネルギー創出、省エネ、食品ロス削減、循環型農業の推

進と市民の協力が重要となっています。IT を基盤にした

多くの技術革新が行われていますが市民参加ができな

いとこれらの革新も不十分な結果になりかねません。 

 現在の課題は、食品ロスをなくし廃棄物の量を減らし、

地産地消を行う事で物流を持続可能にすることが求めら

れています。そしてその先には、地域で使用する 160 万

トン分の CO2 発生に見合った電力の発電が求められて

きます。そうして初めてゼロエミッションと持続可能な社

会になっていくと考えられます。 

 安定的な社会体制を持続するためには多様な主体の

参加が欠かせません。市民団体の育成や市民啓発など

４ 気候変動対策として、省エネルギーの推進と再生可

能エネルギーの導入、利用促進を同時に進めていくこと

が重要と考えます。そのため、市内最大の事業者である

市が率先して省エネルギー対策や再生可能エネルギー

の導入・利用に努め、市民の皆様にご協力いただけるよ

う努めてまいります。【環境政策課】 

食品ロス削減に向けては、「フードドライブ」を実施し、

また「てまえどり」啓発を通じて、市民への意識の醸成や

廃棄物の減量に努めているところでございます。今後も

食品ロス削減に向け、より効果的な取組を実施してまい

ります。【資源循環推進課】 

令和５年７月に世界農業遺産に認定されました「武蔵

野の落ち葉堆肥農法」について市民の方をはじめ広く周

知することが循環型農業の推進や生物多様性の保全の

第一歩であると考えておりますので、今後より一層の PR
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多彩な活動がそれを支えます。より視野を広げ、グロー

バルな課題と着実な足元からの活動を結びつける行政

の役割は大きなものとなっています。役割分担とそれを

横につなぐ役割の発揮を期待します。 

を行ってまいります。また、落ち葉堆肥農法を今後も維

持・発展させるためにも、平地林の保全・管理の取組に

ついて検討してまいります。【農政課】 
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この冊子は、「川越市良好な環境の保全に関する基本条例」及び「都市

緑地法」に基づき、令和４年度における本市の良好な環境の保全・創造と

緑の保全・緑地の整備・緑化の推進に関する施策について、年次報告書と

して取りまとめたものです。 

ご意見等がございましたら、巻末の様式にてお寄せください。 

（令和６年３月２２日（金）締切） 


